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１、開催年月日時刻及び場所 

 令和７年１１月２６日 

自  午後 １時２８分 

至  午後 １時３１分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

中村 泰輔 委 員 長 

虎島 泰洋 副 委 員 長 

中山  功 委 員 

溝口芙美雄  〃   

前田 哲也  〃   

中島 浩介  〃   

松本 洋介  〃   

近藤 智昭  〃   

坂本  浩  〃   

本多 泰邦  〃   

山村 健志  〃   
  
 

３、欠席委員の氏名  

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

な  し  
 

 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午後 １時２８分 開会 ― 
 

【中村(泰)委員長】 ただいまから、文教厚生委

員会を開会いたします。 

これより議事に入ります。 

まず、会議録署名委員を慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、溝口委員、本多委員のご

両人にお願いいたします。 

 本日の委員会は、令和７年１１月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。 

 審査の方法についてお諮りいたします。 

審査の方法は、委員会を協議会に切り替えて

行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔 異議なし 〕 

ご異議ないようでございますので、そのよう

に進めることにいたします。 

 それでは、ただ今から、委員会を協議会に切

り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時２９分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。 

 ほかにご意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようですので、これをもちまして

本日の文教厚生委員会を終了いたします。 

お疲れ様でした。 
 

― 午後 １時３１分 散会 ― 
 

 



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月９日 

自  午前 ９時５８分 

至  午前１１時１９分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

中村 泰輔 委 員 長 

虎島 泰洋 副 委 員 長 

中山  功 委 員 

溝口芙美雄  〃   

前田 哲也  〃   

中島 浩介  〃   

松本 洋介  〃   

近藤 智昭  〃   

坂本  浩  〃   

本多 泰邦  〃   

山村 健志  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

櫻間 秀道 学 事 振 興 課 長 

 
 

６、審査事件の件名 

○文教厚生分科会 

第103号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算(第5号) 

 （関係分） 

第106号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算(第6号) 

 （関係分） 
 
 

 

７、付託事件の件名 

○文教厚生委員会 

 （1）議 案 

第109号議案 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正す 

 る条例（関係分） 

第111号議案 

 長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備 

 及び運営の基準に関する条例等の一部を改 

 正する条例 

第120号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第121号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第122号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第123号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第134号議案 

 長崎県総合計画みんなの未来図2030につい 

 て（関係分） 

 （2）請 願 

・ゆたかな学びの実現、教職員定数改善等に 

関する意見書の採択を求める請願 

・本県の教育条件を改善しすべての子どもた 

ちにゆきとどいた教育を行うよう求める請 

願書 

 （3）陳 情 

・緊急要望（長崎県看護連盟ほか） 

・教育環境充実に関する陳情書 

・要望書（島原半島振興対策協議会ほか） 
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・要望書（私立学校等に対する助成制度の充 

 実について） 

・令和８年度離島・過疎地域の振興施策に対 

 する要望書 

・要望書（長崎県保育協会） 

・臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目 

 的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪 

 に巻き込まれることを防ぐための環境整備 

 等を求める意見書提出の陳情 

・物価上昇に見合う年金引き上げを求める陳 

 情 
 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 開会 ― 
 

【中村(泰)委員長】 おはようございます。 

 ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

109号議案「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」のうち関係部分ほか6件及び請願

2件でございます。 

 そのほか、陳情8件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会において審査することとなってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第103号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第5号）」のうち関係部分ほか1件で

あります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、掲載してお

ります審査順序のとおり行いたいと存じますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って、再度の質

問ができることといたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 これより総務部関係の審査を行います。 

【中村(泰)分科会長】 まず、分科会による審

査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 総務部長より予算議案の説明を求めます。 

【中尾総務部長】 おはようございます。 

 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 総務部の「予算決算委員会文教厚生分科会関

係議案説明資料」をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 歳出予算は、合計で189万3,000円の減を計上

いたしております。これは、総務部関係の給与

費について、関係既定予算の過不足の調整に要

する経費でございます。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします。 

 歳出予算は、合計で358万6,000円の増を計上
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いたしております。これは、総務部職員及び会

計年度任用職員の給与改定に要する経費であり

ます。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)分科会長】 以上で説明が終わりま

したので、これより予算議案に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】  質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分は、原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 

【中村(泰)委員長】 次に、委員会による審査

を行います。 

 議案を議題といたします。 

 総務部長より、総括説明を求めます。 

【中尾総務部長】 総務部関係の議案について

ご説明いたします。 

 総務部の文教厚生委員会関係議案説明資料を

お開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第134号議案「 長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分でございます。 

 基本戦略のうち総務部関係では、基本戦略「こ

どもたちの将来の可能性を広げ、挑戦を応援す

る」において、「すべてのこどもたちを支援す

る魅力ある学校教育の環境づくり」として、私

立学校の独自性・自主性を尊重しながら、魅力

ある学校づくりの支援に取り組んでいくことと

しております。 

 また、基本戦略「時代の変化に対応する力強

い産業を創出する」では、「地域を支える企業

の人材育成・確保」として、地域に貢献し選ば

れる県立大学づくりに取り組んでいくこととし

ております。 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせし

っかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力を

尽くしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、総務部関係の議案外の主な所管

事項についてご説明いたします。 

 今回、ご報告いたしますのは、県立大学の卒

業予定者の就職内定状況について、私立学校児

童生徒の問題行動等調査について、学校指定型

ふるさと納税制度の開始について、事務事業評

価の実施についてでございます。 

 まず、県立大学の卒業予定者の就職内定状況

についてでありますが、長崎県立大学における

令和8年3月卒業予定者の10月末現在の就職内定

率については86.1％で、前年同期比1.1ポイント

増加しており、学部別では、経営学部が82.5％、

地域創造学部が80.8％、国際社会学部が89.8％、

情報システム学部が97.1％、看護栄養学部が

93.4％となっております。 

 また、就職内定者のうち県内内定者の割合は
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32.2％で、前年同期比0.1ポイント増加しており、

学部別では、経営学部が28.8％、地域創造学部

が30.1％、国際社会学部が37.7％、情報システ

ム学部が26.3％、看護栄養学部が47.1％となっ

ております。 

 県立大学においては、県内企業で活躍するＯ

Ｂ・ＯＧとの座談会の開催や県内就職支援員に

よる県内企業情報の学生への提供など、県内就

職の取組を実施しており、経営学部及び国際社

会学部において県内企業への就職内定率が増加

し、10月末時点では前年同期を上回る県内内定

率となっております。 

 今後も、県内企業の情報を未内定者に紹介す

るほか、地域に根差した実践的な教育等を通じ

て、県内就職率向上への取組を推進してまいり

ます。 

 次に、私立学校児童生徒の問題行動等調査に

ついてでありますが、文部科学省が行った「令

和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に関する調査」の結果が、去る10月

29日に公表されました。 

 このうち本県の私立小・中・高等学校全体の

結果をご報告いたします。 

 暴力行為の発生件数は31件と、前年度より9件

減少しております。また、いじめの認知件数は

144件と、前年度より54件増加しております。 

 次に、長期欠席については、病気、経済的理

由、不登校、その他の理由により、年間30日以

上欠席している児童生徒は596人となっており

ます。 

 長期欠席者のうち、不登校児童生徒数は363人

と、前年度より19人減少しております。 

 また、私立高等学校における中途退学者数は

152人と、前年度より18人減少しております。 

 今後も引き続き、暴力行為・いじめ・不登校

など、児童生徒の生徒指導上の諸問題や課題の

解消に向けて、私立学校、その設置者である学

校法人、その他の関係機関と連携し、児童生徒

の問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応

に努めてまいります。 

 次に、学校指定型ふるさと納税制度の開始に

ついてでございます。 

 「学校指定型ふるさと納税制度」は、県立学

校において先行して実施しているところですが、

希望した私立学校15校につきましても、11月末

から順次受付を開始いたしました。集まった寄

附金は、学校環境の整備や特色ある教育活動に

要する経費のほか、県の支援が行き届いていな

い各学校の教育活動にも柔軟に活用していただ

くこととしております。 

 本制度の周知にあたっては、県公式ウェブサ

イトや各学校のホームページなどによるほか、

各学校における同窓会への働きかけなど、私立

学校との連携も図りながら、積極的な広報活動

を展開してまいります。 

 最後に、事務事業評価の実施についてであり

ますが、本年度の事業評価において、事務事業

評価を実施いたしました。総務部関係分につい

ては、お配りしている資料のとおりでございま

す。 

 事務事業評価については、7件の事業群評価調

書により、12件の事業を評価いたしましたが、

そのうち3件の事業について、令和8年度に向け

て、「拡充」「改善」のいずれかの見直しを検

討しているところでございます。 

 なお、事務事業評価の結果については、ホー

ムページ等を通し、県民の皆様にも広く公表い

たしております。 

 今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり
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ます。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【中村(泰)委員長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第134号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明

を求めます。 

【櫻間学事振興課長】 「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づき、本委員会に提出し

ております総務部関係の資料についてご説明い

たします。 

 2ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果について、本年9月から10

月の実績は、10月27日に開催しました長崎県公

立大学法人評価委員会1件となっております。 

 会議の結果については、資料3ページに記載の

とおりでございます。 

 以上で、資料の説明を終わらせていただきま

す。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)委員長】 次に、陳情審査を行いま

す。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。 

 なお、審査対象の陳情番号は85番となります。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質問がないようですので、

次に議案外所管事務一般について、ご質問はあ

りませんか。 

【松本委員】 それでは、事務事業評価につい

ての資料が出ておりますので、そちらについて

質問させていただきます。 

 事務事業の評価の見直し区分のところですね、

「改善」という点が2か所あります。 

 1つ目が、4ページ、運営費交付金についてで

ございます。 

 これは、県内就職の促進のため、県内就職支

援員を配置するという事業内容になっておりま
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して、令和4年度から配置した県内就職支援につ

いては、企業への働きかけを通じた採用枠の開

拓や、学生と企業との接点づくりを行い、県内

就職の促進を図ったというふうに記載されてお

ります。 

 「改善」というふうになっているんですが、

これまで県内就職支援員がどれくらいの企業へ

働きかけを行い、どれくらいの採用枠を開拓し

てきたのか、また、学生と企業との接点づくり

に対してどのようなことを行ってきたのか、お

尋ねをいたします。 

【櫻間学事振興課長】 県内就職支援員の活動

実績につきましては、令和4年度から令和6年度

の3年間で358社の企業訪問を実施しております。

そのうち、これまで県立大学に求人を出してい

なかった企業を新たに39社開拓しております。 

 また、学生と企業との接点づくりに関しまし

ては、学生との個別面談ですとか、あとは教員

にも協力をいただきまして、ゼミ等の時間に企

業情報の提供を行っているほか、インターンシ

ップ企業への就職を促進するために、インター

ンシップの期間が終わりました後におきまして

も、学生と企業との交流を継続させるようなマ

ッチングの活動を実施しているところでござい

ます。 

【松本委員】 令和6年度の3年間で358社を訪問

して、新たな求人開拓が39社、また、接点づく

りも具体的にやっていらっしゃるということで、

その部分に関しては了とするわけなんですが、

ただ、その中で見直し区分が「改善」というふ

うになっております。この「改善」の内容とし

ては、右に記載のとおり、さらに「より多くの

県内企業等との新たな関係を構築しながら、産

業界が求める人材を育成するとともに、県内企

業等の成長を支援する。」というふうに記載さ

れております。 

 だから、今までに関してやってはいると思う

んですけれども、さらに新たな関係の構築とい

うのがどのようなものなのか、また、どのよう

にして産業界が求める人材育成や県内企業の成

長を応援するのか、具体的にお尋ねいたします。 

【櫻間学事振興課長】 県立大学におきまして

は、これまでも地域から求められる人材の育成

ですとか、県内企業の魅力を学生に伝えていく

取組というのを行ってまいりました。 

 ただ、県内定着をさらに進めていくためには、

受入先となります県内企業に魅力があるという

ことも重要になってまいります。 

 そのため、県立大学としましては、県内企業

を対象とした各種研修の実施ですとか、あとは

県内企業との共同研究、受託研究の促進など、

県内企業の成長や魅力向上に資する取組を行っ

ていくこととしております。 

 また、こうした取組の一部に学生を巻き込ん

でいくほか、学生の課題解決型学習に県内企業

側の方にもご協力をいただくことで、産業界が

求める人材の育成にもつなげていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 そのためにも、この県内就職支援員につきま

しては、従来の学生支援の取組だけではなくて、

県内企業との、この新たな関係を構築するため

のコーディネーターの役割も担っていただいて、

県内企業の採用力の向上ですとか、学生が県内

企業等を知る機会の増加、地域に対する愛着の

向上などを図っていきたいと考えているところ

でございます。 

【松本委員】 今まで訪問して、間口を広げて

いくというような営業的な役割がメインだった

と思うんですが、今の改善の内容というのは、

あくまでもコーディネーターという形で、県内
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企業の魅力、そして採用力や、そういったもの

も上げていくというような役割ですね。そこを

さらに改善していくということで、理解をいた

しました。 

 非常に地域と密着に連携する上で、この支援

員の役割は大きいと思いますので、ぜひ改善内

容を来年度以降に生かしていただきたいと思い

ます。 

 それと、7ページのところなんですけれども、

私立学校耐震化促進事業費補助金ということで、

この私立学校の耐震化が重要なんですけれども、

なかなか100％に達成しないという状況でござ

いますが、ここでは「改善」となっております

が、これまで具体的にどのような内容を行って

きたのか、お尋ねします。 

【櫻間学事振興課長】 私立学校の耐震化につ

きましては、県では、これまで校長会等での耐

震化の促進の要請ですとか、あとは学校検査と

いうことで、学校訪問をいたしておりますけれ

ども、そうした際に、耐震化を促すような働き

かけを行ってきております。 

 そのほか、県におきましては、国の方で耐震

化につきましては補助がございますけれども、

県の方でも県単での上乗せ補助を行って、財政

的な支援も行っているところでございます。 

 また、この県単の補助金につきましては、平

成28年度からは、学校の建物が指定避難所とな

っている場合には、補助率を通常の6分の1から

3分の1に引き上げて、学校の負担をさらに軽減

するような取組も進めてきたところでございま

す。 

【松本委員】 先日、熊本でもちょっと地震が

あって、昨夜も東北で地震がありました。これ

は、もういつどこで起こるか分からないという

中で、やっぱり私学の学生さんの安全を確保す

る上でも必要な事業だと思いますが、何分私学

ですので、運営的なコストの面とか、そこの部

分もやはり事情があると思います。 

 その進まない理由を、まずどう分析している

のか、お尋ねをいたします。 

【櫻間学事振興課長】 耐震化が進まない要因

としましては、ただいま委員からもご指摘がご

ざいましたとおり、やはり私立学校経営上のそ

れぞれの考え方というのがあるかと思います。 

 県では、国の補助金に上乗せ補助をしてはお

りますけれども、それでもやはり耐震化という

のはかなり経費的には大規模な工事になります

ものですから、資金面ではかなり大きな問題に

なっているかと思います。 

 また、学校の敷地における耐震化の工事が、

なかなか敷地の立地上難しいというところもあ

ったりして、そういった場合には、特に耐震化

工事の費用が高額になってしまうという課題も

あろうかと思っております。 

【松本委員】 それでは、見直し区分を「改善」

としているわけですから、今までお願いしても

できなかったところを、またさらにそれでもや

っていただくように、じゃあ具体的にどう改善

していくのか、お尋ねします。 

【櫻間学事振興課長】 当然、耐震化につきま

しては、やはり費用がかかるということで、学

校法人の長期的な経営計画にも関わることには

なりますけれども、耐震化が進むよう、県とし

ましても、これまでの取組は引き続き行ってい

て、学校法人への働きかけは継続してまいりた

いと考えているところでございます。 

 それから、資金面につきましては、これまで

も県議会にもご協力をいただきながら、政府施

策要望を行ってきたところでございます。 

 政府施策要望の中で、今後も引き続き国に対
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しては、事業費の確保と、あとは補助率が公立

と比べて私立の場合は低くなっておりますので、

せめて公立並みの補助率への引上げということ

で、国に対しては要望してまいりたいと思って

おります。 

 それから、これはまた今後学校側の要望を聞

きながらというお話にはなりますけれども、例

えば地域の未利用施設ですとか、新たに耐震化

の工事をするのではなく、既にある未利用地な

どを活用することによって、コストを抑えて耐

震化の対策が可能となることも考えられると思

います。 

 例えば少子化に伴いまして、各自治体では、

学校の統廃合などもこれから進んでいかれるか

と思います。 

 そうした中で、利用しなくなった校舎ですと

か、あとは国、地方公共団体の未利用施設など

の情報につきましては、県の方でもできるだけ

そういった情報を収集して、積極的に私学に対

する働きかけを行っていきたいと考えておりま

す。 

【松本委員】 今、答弁にあった未利用地の活

用とかも非常に効果的なものだと思いますし、

ずっとやっぱりもうほぼできているんですね。

現実的には、もうあと10％ちょっとだと思いま

すので、そこの部分を何とかやっていただける

ために、やっぱり寄り添って、そしてやはり公

立よりも負担率が高いもんですから、政府への

要望に関しても、引き続き、無償化も私学が来

年度からされますし、そういった意味でも状況

は変わっていくと思いますので、また来年度以

降、働きかけをお願いいたします。 

【中山委員】 私立学校児童生徒の問題行動等

調査についてということで、文科省が令和6年度

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸

課題に関する調査の結果が出ておりますので、

この辺の要因と、また、公立高校等との比較等

について、幾つか質問したいと思いますが、ま

ず最初に暴力行為の発生件数についてでござい

ますが、31件と、前年度より9件減少しておると

いうことでありますので、まず割合からすると、

かなり減っているんですね。それで、この辺の

暴力行為の減った要因について、どのように分

析しているのか、まずお聞きしたいなと思いま

す。 

 それと、あわせてこの31件が、小・中・高校、

どういう振り分けなるのか、お尋ねしたいと思

います。 

【櫻間学事振興課長】 まず、暴力の件数に関

してでございます。公立との比較ということで、

公表されている数字として比較がしやすいもの

としては、1,000人当たりの発生件数というのが

ございますので、そちらの方で状況をご説明さ

せていただきます。 

 それによりますと、小学校が、私立学校ゼロ

件に対して、公立は6.9件、中学校が、私立7.3

件に対して、公立は12.8件、高等学校が、市立

1.5件に対して、公立は2.8件となっております。 

 ただ、傾向として見ましたところ、それぞれ

の年度によってまちまちでございます。そのた

め、私立・公立でそれぞれの特徴というような

ものは、あまりないのかと思っております。 

 件数につきましては、31件で、9件の減少とな

っておりますけれども、こちらにつきましては、

過去3年間の状況を見てみますと、それぞれの年

度において、減少傾向ですとか、増加傾向とい

うことはなく、その年その年によって、やはり

生徒の状況によって増減というのが発生してお

りまして、特別、こういうことをやったから暴

力行為の減少につながったというところは、傾
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向として答弁できるようなものはないかと思っ

ております。 

【中山委員】 それでは、減少したのは、一つ

の年度で、生徒の質の問題で、起きたり減った

りするということでありますけれども、漠然と

して、要因をもう少し、かなり減っているんで、

1件、2件じゃなくて、31件の中の9件ですから、

それを少し分析してほしいなと思います。 

 ただ、この暴力行為については、私立と公立

とそう変わらんという傾向と言ったけれども、

中身は変わらんかもしれんけれども、1,000人当

たりの発生率については、公立が7.7、私立が2.1

ですから、公立が非常に多いわけですね。その

点、私立の方が少ないということも含めて、や

はりなぜそういうふうに私立の方が少ないのか、

それも含めて、ちょっと分析を今後もう少し深

掘りしてほしいなということを申し上げておき

たいと思います。 

 それと、この暴力行為というのが31件あるわ

けですけれども、主な暴力行為というのがどう

いうものがあるのか、事例を幾つか具体的に話

していただければ大変ありがたいなと思います

が。 

【櫻間学事振興課長】 暴力行為につきまして

は、形態別のどういった形態の暴力行為が多か

ったかというところでも資料の方が公表されて

おりますけれども、県内の、これは私立学校、

公立学校ともにですけれども、一番多いのは、

生徒間の暴力というのが一番多くなっておりま

す。 

 そのほかは、ほとんどが、この生徒間暴力と

いうのが約7割を占めているので、これがほとん

どにはなるんですけれども、それ以外には、対

教師暴力ですとか、器物損壊、こういったもの

が多くなっております。 

【中山委員】 教師に対する暴力が、高校で2件

発生しているというふうに、そういう数字があ

るわけですけれども、これによって退学とか、

この暴力を行って、生徒間暴力も含めて、器物

破損も含めて、対教師暴力も含めて、これが退

学につながっていくのかどうか、結果として、

退学者がこの原因で出ていれば、数字が分かれ

ば、教えていただきたいなと思いますけれども、

いかがですか。 

【櫻間学事振興課長】 学校の中途退学者の状

況というのは、また別の数字として持ち合わせ

てはいるんですけれども、今回のこの暴力行為

に該当した生徒と、この中途退学をした生徒が

一致しているかどうかというところまでは把握

ができていないところでございます。 

【中山委員】 ぜひ、それも含めて、暴力に関

してどういうふうな形で学校が対応しているの

か、退学までいっているのかどうか、それも含

めて、やはりぜひ少し詳しく調べてほしいなと

いうことを申し上げておきたいなと思います。 

 次に、いじめの認知件数が144件と、前年度よ

り54件増加しておりますが、この辺の要因につ

いてどのように分析しているのか、お尋ねした

いなと思います。 

【櫻間学事振興課長】 いじめの認知につきま

しては、昨年度と比べて増えております。 

 その要因として考えられますのが、私立学校

におきましては、いじめがあっていることを把

握するために、インターネットを活用して、生

徒が学校側にいじめを受けていることを相談し

やすい取組ということを行っている学校が幾つ

かございます。 

 また、いじめの認知の考え方について、教育

長の方で、いじめ対策のリーフレットというの

を作成されておりますけれども、私立学校につ
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きましても、校長会ですとか教頭会の場でその

リーフレットの内容を周知して、こういったも

のはいじめとして認知すべきであるというとこ

ろの理解を促してきたところが、徐々に学校に

おけるいじめの認知の取組につながっているの

かと思っております。 

【中山委員】 それじゃあ、相談しやすいとか

認知が増えたから数が増えたんだと、そういう

ふうに受け取っていいわけですね。 

 それじゃあ、いじめの認知された部分で、具

体的にどういういじめが認知されているのか、

具体的にあれば、ちょっと教えてくれますか。 

【櫻間学事振興課長】 私立学校におきまして、

どのようないじめが多いかということにつきま

して、一番多いのが、冷やかしですとか、から

かい、あとは悪口や脅し文句を言われるといっ

たいじめが一番多くなっております。 

 それから、パソコンや携帯電話などで誹謗中

傷や嫌なことをされる、こういったところが多

くなっているところでございます。 

【中山委員】 いじめをされて、そしていじめ

は、加害者、被害者がおるけれども、いじめが

144件のうち、ほとんどは解決しているというふ

うに思うんですけれども、このいじめの解決度

というか、これについてはどういうふうに分析

しておりますか。 

【櫻間学事振興課長】 いじめの解消率につき

ましては、私立学校の場合、小学校で88.9％、

中学校においては90.5％、高等学校においては

83.8％で、全体としましては85.4％の解消率と

いうふうになっております。 

 また、ちなみにこれは全国の国公私立全ての

数字になりますけれども、全国の場合は、いじ

めの解消率が76.1％ですので、全国的なものと

比較しましても、解消率についてはかなり高い

のではないかというふうに認識をしております。 

【中山委員】 全国と比べたら解決率が高いん

だということやから、それは一定評価したいと

思いますけれども、ただ、やはり平均すれば15％

ぐらいの問題が、小学校も含めてあると、解決

していないということですから、非常にある反

面、重大な問題が潜んでいるんじゃないかなと

考えておるわけでありますので、やはりできる

だけ、全国よりも高いということもいいかもし

れんけれども、やっぱり100％に向けて、いじめ

については全て解決するんだと、1年でできんな

ら2年かけてもいいわけだから、ぜひそういう形

で、ひとつ私立学校とそういう方向性について

協議をしてほしいなということを申し上げてお

きたいなと思います。 

 それと、長期欠席者596名中、不登校児童生徒

数が363人と、前年度比19人減少しておりますが、

この要因についてはどのように捉えております

か。 

【櫻間学事振興課長】 長期欠席者の中の不登

校の生徒363人ということでございますけれど

も、これにつきましては、小学校・中学校・高

等学校で見てまいりますと、例えば公立と私立

の比較になりますけれども、小・中学校におき

ましては、私立よりも公立の方が多い状況にご

ざいます。多いというか、割合が多い状況にご

ざいます。その一方で、高校になりますと、公

立よりも私立の方が不登校の割合が多い状況に

なっております。 

 この要因として考えられますのが、私立高校

の場合には、学校の特色として、小・中学校時

代になかなか学校へ通えなかった子、そういっ

た生徒を積極的に受け入れて教育をしていくと

いうことを学校の特色として捉えている学校も

ございます。 
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 そういったところもございますので、私立高

校においては、中学校での不登校傾向のある生

徒が一定在籍していることが、こういった数字

に表れているのかなというふうに分析をしてお

ります。 

【中山委員】 今、不登校が、中学校は私立が

低くて、高校になった場合は私立が高いんだと

いうことありましたけれども、小学校も含めて、

具体的な数字を紹介してくれませんか。 

【櫻間学事振興課長】 これも、公立との比較

をしやすいように全児童・生徒に対する割合で

申し上げますけれども、小学校の場合は、私立

が0.4件に対して公立は2.2件、中学校について

は、私立が2.8に対して公立が7.2、高等学校に

なりますと、私立が2.7に対して公立は1.7とい

うふうになっております。 

【中山委員】 僕が意外やったのは、この高校

において不登校が公立より私立が高いんだとい

うこと、割合がね。 

 やはり、そういうことで、なぜかなと思って

いたんですけれども、逆、僕は私立が低いと思

っていたけれども、私立の方が高いということ

でありましたので、この辺は、原因を分析する

のはなかなか難しいと思うけれども、こうなる

と、やはり私立・公立の連携・指導というか、

その辺がさらに大事になってくるのかなという

ような思いを、今、しているところでございま

す。 

 それと、このいじめについても、公立と私立、

小学校・中学校・高校の発生率については、ど

ういうふうになっておりますか。 

【櫻間学事振興課長】 いじめにつきましては、

こちらは、数字として公表されているのが件数

ということになりまして、件数となりました場

合には、どうしても、先ほど申し上げたとおり、

私立の小・中学校は児童生徒数が公立と比べて

極端に少ないものですから、単純な比較という

ことではどうかとは思うんですけれども、その

まま公表した数字を申し上げさせていただきま

すと、小学校につきましては、私立では18件に

対して公立は1,671件、中学校が私立21件に対し

て公立は721件で、高等学校が105件に対して公

立も105件、この高校の場合は、私立も公立も105

件ということでございますけれども、生徒数は

私立の方が少のうございますので、いじめの認

知としては私立の方が多くなっているというふ

うには数値として出ております。 

【中山委員】 それでは、最後にこの今回の調

査結果ですよね、暴力行為、いじめ、そして長

期欠席者、不登校、中途退学者を含めて、この

結果を受けて、私立学校と来年度に向けて、令

和8年度に向けて何らかの協議が必要かと思い

ますが、協議を今からするのかどうか、今まで

したのかどうか、するのであれば、どういう協

議をしようとしているのか、それについてお尋

ねしたいなと思います。 

【中尾総務部長】 具体的な何かスケジュール

が決まっているというわけではございませんが、

件数が少なかろうが多かろうが、公立・私立問

わず、やはり学生さんが安心して生活できる環

境をつくるのは大切だというふうに思っており

ます。 

 先ほど、校長会でも共有をしながら問題行動

について情報共有をしているということでもご

説明申し上げましたが、私どもとして、より具

体的な中身を共有できる環境というのはつくっ

ていきたいと思いますし、具体的な対策という

ものを講じていきたいと思います。 

 この点については、むしろ公立の知識という

のも必要になってくるかと思いますので、公私
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問わず、その知識を共有しながら、いじめ、不

登校、それから長期欠席に対する対策といった

ものが具体的に講じられるように、協議をして

まいりたいと考えてございます。 

【中山委員】 ぜひ、公立高校との協議も必要

だと思いますし、あわせて私立学校については、

やはり独自の建学の精神ということで、それぞ

れ各学校が独自でやっていると思うけれども、

そうなると、やはりこういう問題に対しては、

ある程度温度差が出てくるんだろうというふう

に考えていまして、やはり二十数校あるわけだ

から、その好事例について、やはりこれを使途

にして、そしてこれを全私立学校が共有できる

ような、そういう仕掛けも必要だろうし、今後、

やはり単体でいい中学校だけが頑張るというこ

とじゃなくて、やはり今後は私立学校全体とし

て、オール私立学校という形で、こういう問題

には取り組む必要があろうと考えているわけで

す。ぜひ、そういう意味も含めて、オール私立

学校体制でこういう問題を取り組んで、これを

少なくすることによって、やはり評価を上げて

いくことによって入学生が増えてくるというこ

とも考えられるわけでありますので、ぜひ私立

学校をそういう形で、オール私立学校というよ

うな形で、ぜひそれの指導力を発揮しながら取

り組んでいただくことを要望しておきたいなと

思います。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はございませ

んでしょうか。 

【坂本委員】 2点お尋ねいたします。 

 まず1点目は、今、中山委員が質問されたのに

関連いたしますけれども、現状とか今後の取組

については、一定、理解をいたしました。 

 私の方から改めて要望ですけれども、この私

学と、それから公立の不登校の関係で言います

と、全国平均で言うと、長崎の方が全国平均よ

りも割合としては高い、私学がですね。公立の

方は、ほぼ全国平均よりも長崎の方が低いとい

うふうな状況でありますので、ひょっとしたら

長崎の私学の特徴的な何か原因があるのかもし

れません。 

 今、総務部長の方からも答弁がありましたけ

れども、ぜひそこら辺をきちんと分析した上で

の今後の対策の強化を改めて要望いたします。 

 それから、2点目ですけれども、事務事業評価

の中で、4ページですけれども、私立大学・短期

大学外国人留学生支援事業ということで、これ

が令和8年度の方向性としては「終了」というこ

とになっています。 

 主に留学生とかの皆さん方の支援で、これは

単なる学校内での支援だけじゃなくて、県内の

就職に向けた支援をそれぞれ学校がやる分につ

いて助成をするというふうな事業なんですけれ

ども、これが「終了」ということなんですけれ

ども、これは新たに何か、例えば1つの事業が3

年サイクルとかがあって、取りあえずこの事業

は3年で令和7年度で終わって、また令和8年度か

らは何か別の形であるのかどうかというのが気

になったものですから、まずこの事業の実績を

どういうふうに判断して「終了」ということに

なっているのか、そこら辺をちょっと教えてい

ただけますか。 

【櫻間学事振興課長】 この私立大学・短期大

学外国人留学生支援事業でございますけれども、

そもそもこの事業自体の成り立ちと申しますの

が、長崎サミットの運営組織であります長崎都

市経営戦略推進会議の中で、留学生3,000人委員

会というのが組織されました。そこで、2020年

を目途に、県内の留学生3,000人を目指すという

取組がなされております。そのことを受けまし
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て、この私立大学において留学生を増やす取組

を県としても支援しようということで始まった

取組でございます。 

 そうした取組でございましたけれども、実際

にこの留学生3,000人委員会というのは既に解

散をしておりまして、現在のこの事業の目的と

しましては、先ほど委員からもご説明がござい

ましたけれども、県内への外国人材の留学生の

就職を支援するための、それを促進するための

事業としての位置づけが今はなされております。 

 そうした中で、この事業期間としましては、

令和7年度が終期となっておりました。次年度に

向けての検討をする中で、これまでこの事業が

どういったことに使われてきたかというところ

を見たときに、交換留学生の確保のために、例

えば姉妹大学の提携を目的とした外国への旅費

ですとか、そういったものが主な使われ方とな

っております。 

 そうした場合に、どうしても交換留学生とな

りますと短期留学となりますので、留学期間が

終わったら母国へ帰ってしまうということで、

これは県内への定着にはなかなかつながらない

ものではないかというところで、そういった中

で、さらに留学生が県内定着を図るための事業

としましては、ほかの部局でも、そういった事

業を構えております。 

 大学の方にお話を聞きましたところでも、こ

の学事振興課で所管しております、この事業よ

りも、そういった別の部局の事業の方が使いや

すいというお声がございました。 

 そういった他の部局でも、こういった外国人

の県内定着という取組については、拡充をしな

がら取り組まれているところですので、学事振

興課のこの事業としては、一旦、もう終了する

こととして、他の部局での事業に引き継いでい

くというような考えで、今回、終了とさせてい

ただいているところでございます。 

【坂本委員】 分かりました。今の答弁で、大

体分かりました。 

 県の総合計画によると、県内の外国人労働者

数については、基準年が令和6年度1万1,000人、

目標値が令和12年度に1万9,000人ということで、

かなり多い人材を目標にして頑張っていこうと

いうことでありましたので、それとの関連で、

これが終了というのがどうなのかなというふう

にちょっと疑問があったもんですから、今の答

弁で、ほかの部局の部分で十分できるというふ

うなことで理解をいたしました。 

 ちなみに、これは3,000人委員会ということで、

3,000人の留学生を目指すということで、実際は、

この事業で何人ぐらい留学生というのは来たん

ですか。 

【中村(泰)委員長】 休憩します。 
 

― 午前１０時５１分 休憩 ― 

― 午前１０時５１分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

【櫻間学事振興課長】 この事業でということ

では、あくまでこの事業が、何人来るという事

業ではなくて、例えば留学生を、先ほど申し上

げましたように、姉妹校提携をするための旅費

に充てたりとか、そういったことでの事業費に

なりますので、必ずしもこの事業によって何名

の留学生が来たということは言えないんですけ

れども、これは数字としましては、現在、県内

の大学において留学生として来ている学生は、

1,500人ぐらい県内にはいらっしゃるようでご

ざいます。ですので、ちょっと3,000人の計画と

はあまり合致しない数字かもしれませんけれど

も、今、実際に留学生としては1,500人ぐらいの
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留学生が県内にはいるという状況でございます。 

【坂本委員】 分かりました。 

 この事業が少しは助成につながったというこ

となんじゃないかなと思うんですけれども、必

ずしもこの事業で3,000人を目指したというこ

とじゃないということについては、了解いたし

ました。 

 結果として、この留学生3,000人委員会という

のが解散したということですから、そういう意

味でいけば、ちょっとこの3,000人委員会は、

3,000人にならんままに解散したということで、

ちょっと頓挫したということですね。分かりま

した。理解いたしました。ありがとうございま

した。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はありません

か。 

【山村委員】 私の方からは、議案外でありま

した県立大学の卒業予定者の就職内定の件でお

聞きしたいと思います。 

 学部別でよろしいので、できれば県内の男女

別、県外の男女別で、どういったところに就職

が内定しているのかというのが分かれば教えて

いただきたいと思います。 

【櫻間学事振興課長】 学部別の男女の県内・

県外のそれぞれどういった業種に就職している

かでございますけれども、まず経済学部につき

ましては、県内は男女ともに金融・保険業に多

く内定を取られております。それから、サービ

ス業の割合も結構多くございます、これは県内

の男女ともにですね。 

 それから、県外の男性も、同様に金融・保険

業が多いんですけれども、県外の女性に関しま

しては、金融・保険業というのは少なくて、卸

売業・小売業に就職する方が最も多くなってお

ります。 

 それから、地域創造学部におきましては、県

内は男女ともに公務員ですね、公務が最も多く

て、あとは金融・保険業も、それに次いで多い

ような状況になっております。 

 県外の男女につきましても、やはり公務が多

いんですけれども、女性の場合は公務よりもサ

ービス業に就く割合の方が高くなっております。 

 それから、国際社会学部でございますけれど

も、こちらは県内の男性は卸売・小売業ですと

か、サービス業、こういったところが半々ぐら

いで多くなっておりまして、女性の場合は、金

融・保険業、サービス業の順に多くなっており

ます。 

 県外の男性の場合は、サービス業、卸小売業、

女性の場合は、情報通信、運輸・郵便業、それ

からサービス業の順番に多くなっております。 

 あと、情報システム学部では、これはもう県

内・県外男女ともに情報通信、運輸・郵便業の

割合が圧倒的に多くなっております。また、サ

ービス業も一定数はいる状況でございます。 

 それから、看護栄養学部でございますけれど

も、こちらも県内・県外ともに男性は医療・福

祉業が100％、女性も県内・県外ともに医療・福

祉業が圧倒的に多い状況でございますけれども、

県内の場合は、公務ですとか、サービス業、県

外においても、サービス業に就かれる方も一定

いらっしゃるという状況でございます。 

【山村委員】 ありがとうございました。 

 私、一般質問でも公務員の人材確保の件をお

話しさせていただいたんですけれども、地域創

造学部の方が結構公務員が多いかなということ

でお話を伺いました。 

 たしか地域創造学部は人数も多くて、結構、

公務員なっていただく割合が多くなっていると、

多分、県だけじゃなくて市町においても公務の
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人材確保はすごく難しい状況になってきている

のかなという中で、この県立大学が、一定、こ

ういった公務の職場を目指す人たちの学部とし

て認知されてきてもらえれば、もっともっと公

務の現場で働く人たちというのが増えてくるの

かなというふうな考えもありまして、こういっ

た中で、こういった特色ある学部については、

県内の定員を増やすだとか、いろんな再編をや

っていってもいいのかなというふうに思うんで

すけれども、そういった中で、県の考えをちょ

っとお聞かせ願えればと思います。 

【中尾総務部長】 委員おっしゃいましたとお

り、一般質問でも公務の人材確保ということで、

いろいろとご提言をいただきました。 

 公務に限らず民間も含めて人材獲得競争とい

うのが非常に激化している中で、県立大学の一

つの特色として、地域創造学部というのは、公

務における人材を供給していただいている重要

な学部の一つだというふうに認識してございま

す。 

 一方で、多様な人材というのが県内でも求め

られているところでもございます。理系といい

ますか、情報系ですとか、様々な分野にたけた

人材というのを提供していただくという場とし

て、県立大学における学びというものを生かし

ていただく必要もございます。 

 これは、一義的にやはり県立大学の方針とい

うところもございますので、委員ご指摘のござ

いましたご提案というものは十分にお伝えさせ

ていただくとともに、大学としてどういう教育

方針で臨んでいくということかということは、

考えていきたいと思います。 

 いずれにせよせっかく県で持っている大学で

ございますので、長崎県にとって有用な人材が

生み出せる大学になるように、私どもとしても

よく大学とは協議してまいりたいと考えてござ

います。 

【山村委員】 ありがとうございます。 

 本当に、せっかく県立大学として存在してい

ただいているので、公務の人材は、なかなか実

は私立大学とか国公立大学で育たないところも

あるので、こういった特徴をぜひ生かしていた

だければというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかにご質問はございま

せんか。 

【本多委員】 先ほどから何回か上がっており

ます議案外の不登校の件でございます。 

 まず、児童生徒の皆さんが不登校になる主な

原因としては、どのようなものがあるというふ

うに。 

【櫻間学事振興課長】 「不登校について把握

した事実」というような質問項目が、このアン

ケートの中にございます。そういった中では、

小学校では、「不安・抑うつの相談があった」

というものですとか、「障害に起因する特別な

教育的支援の求めや相談があった」というのが

一番多くなっております。 

 中学校では、「生活リズムの不調に関する相

談があった」というのが多く、高校では、「学

校生活に対してやる気が出ない」などの相談が

一番多い割合となっております。 

【本多委員】 そういったものを原因に不登校

が、今、増えてきていると。 

 それで、先ほどからあったんですけれども、

昨年度と比較して不登校が減っているというの

があるんですが、その理由というのは、何か把

握されていますでしょうか。 

【櫻間学事振興課長】 まず、私立学校、ほと

んどの学校におきまして、不登校で教室に入れ
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ない児童生徒が学習をする部屋を教室とは別に

準備をして、教員等が対応しているというふう

に聞いております。 

 それから、スクールカウンセラーですとか、

スクールソーシャルワーカーが常時在校して、

児童生徒や保護者、教職員の相談に対応できる

体制が取られているというところもございます。 

 それから、そういった体制を整えていること

で、児童生徒の不調に気づいたら、早めにスク

ールカウンセラーにつなぐような取組もなされ

ているというふうに伺っております。 

 ただ、私立学校における不登校の児童生徒数

は減ってはおりますけれども、実は割合で見ま

すと、昨年度と同じぐらいの割合、やはり不登

校の生徒はいる状況でございますので、今後も

各学校においては、不登校支援に引き続き取り

組んでいただく必要がございますし、県としま

しても、スクールカウンセラーですとかスクー

ルソーシャルワーカーの配置に対しましては、

補助を行っております。こういった補助を継続

的に取り組んでいく必要があると考えておりま

す。 

【本多委員】 数は減っているけれども、割合

としてはそんなに変わっていないと。分かりま

した。 

 スクールカウンセラーとかスクールソーシャ

ルワーカー、それの配置は、また引き続き頑張

っていただいて、あと、先ほど中山委員もおっ

しゃられていましたけれども、何かいい取組を

やっているもし学校があるんであれば、そうい

ったものをしっかり共有していただいて、私立

高校全体で不登校が減るような取組をしていた

だきたいと思います。 

 次に、県立大学卒業予定者の就職内定状況に

ついてです。 

 県内内定率、こうやって数字を出していただ

いたんですけれども、３つの学部に関して、ち

ょっとお伺いいたします。 

 それぞれ３つ言いますね。まず、情報システ

ム学部の情報セキュリティ学科では、県内就職

率は落ちている。ただ、情報システム学科の方

では上がっていると。これはどういうふうに分

析されているのか。また、両学科でそれぞれ何

名が県庁に入ってきているのか。 

 2点目が、看護栄養学部の栄養健康学科の方で

は県内就職率が上がっている、これは昨年と比

べてですよ。それで、看護学科では落ちている。

これはどう分析しているのか。 

 あともう一つ、公共政策学科、これは公務員

志望、先ほどお話がありましたけれども、公務

員志望が多いと思うんですけれども、県内内定

率が、これは落ちている。これに対してどうい

うふうに分析をされているのか、お尋ねいたし

ます。 

【櫻間学事振興課長】 まず最初の情報システ

ム学部からでございますけれども、まずこの数

字自体が、現在、10月末時点の数字となります

ので、なかなか詳細な分析まではまだ行われて

いないところでございますけれども、このシス

テム学部の両学科の場合、同じ情報系の学科で

はありますけれども、どちらかというと汎用性

の高い情報システム学科と、より専門性の高い

情報セキュリティ学科という学科の特性の影響

は少しあろうかと思われます。 

 まず、情報セキュリティ学科は、情報通信業

への就職者が多くなっており、関東地区をはじ

めとしまして、セキュリティの専門人材を求め

る都市部からの求人というのが大変多くなって

おりまして、そういった影響で、県内就職率の

低下に影響が出たのではないかと考えておりま
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す。 

 一方で、情報システム学科におきましては、

こちらは今年度の状況としましては、県内に誘

致した情報系の企業への就職者が増加しており

まして、その結果、県内就職率の上昇につなが

っているということでございます。 

 なお、この情報システム学部のそれぞれ両学

科から県庁に就職した学生は、今年度はいない

状況でございます。 

 参考までに、令和5年度には1名、県庁の方に

入庁しているというところでございます。 

 それから、次に看護栄養学部の両学科でござ

いますけれども、看護学科につきましては、割

合としましては、県内生の県内就職率というこ

とで申し上げますと、それは72.2％ということ

で、昨年が72.3％でしたので、県内生の県内就

職率については、同じ程度の高い率を維持して

いるところでございますけれども、今回、就職

希望者に占めます県内生が昨年度より12名減少

しているということがございまして、それによ

りまして、県内就職率の低下というところが生

じていると考えております。 

 それから、栄養健康学科につきましては、こ

ちらは逆に就職希望者における県内生の割合が

増えております。それに加えまして、栄養健康

学科の就職先としましては、管理栄養士ですと

か栄養士の資格を持った方が就職する先という

ことになりますけれども、そういったところは

大体1つの企業に1人資格を持った方がというと

ころが多くて、その方が辞めない限りは求人が

発生しないという、なかなか就職先がいつ空く

かが分かりづらいという状況がありますけれど

も、今年度に関しましては、県内の病院ですと

か保育園、そういったところからの求人が増加

しているというところで、県内就職率の増加が

図られたものというふうに考えております。 

 それから、公共政策学科において、公務員県

内就職率が低下していることにつきましては、

県外生が県内の公務員、県内の自治体に就職す

る数が昨年度と比べまして減少しております。

そういった、特に公務員でのそういった動きが

大きく影響しまして、全体としての県内就職率

の低下が生じているというふうに考えておりま

す。 

【本多委員】 冒頭ありました今回の報告は、

あくまでも10月、途中だということで、まだ分

析の方もしっかりできていないというか、より

詳しくするまでには至っていないということな

ので、これは年度が締まった時点でしっかりと

分析をしていただければと思います。 

 ちなみに、そうなると、昨年のデータという

のも締まって、分析が進んでいると思うんです

けれども、今回、その分析の内容ですとか、そ

れをどのように、今、生かしているのか、そう

いったものがあれば教えていただきたいです。 

【櫻間学事振興課長】 県立大学の昨年度の県

内就職率は33.2％ということで、その前年度か

ら比較しますと、3.1ポイント減少したというの

が昨年度の実績でございます。 

 この要因としましては、これまでもこの委員

会でも少しご説明はさせていただいたんですけ

れども、本年、昨年度の卒業生が就職活動を本

格化しました3年時の5月に新型コロナウイルス

の感染症が5類感染症となりまして、インターン

シップなどにおいて県外に目を向ける、そうい

った機会が増えたということで、県内就職率の

減少に大きな影響があったものというふうに分

析をしたところでございます。 

 そのため、今年度におきましては、そういっ

た県内に向いている学生の目をできるだけ県内
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企業の方にも向いていただく、より県内の方を

見ていただくような取組が必要というふうに考

えまして、まずこれまでも行っておりますけれ

ども、県内企業との接点を増やすための合同業

界セミナーですとか、企業説明会、ＯＢ・ＯＧ

との座談会ですとか、キャリア相談など、こう

いった取組は引き続き継続しております。 

 それに加えまして、あとは採用活動が早期化

しておりますので、それに応じてイベントの開

催時期も変更したり、あるいはこれまでは県内

企業から、今、こういった生徒はいますかみた

いな企業からの問合せがあった際に、今、じゃ

あこういう学生がいますよというような、どち

らかというと受け身の対応というのがあったと

ころではございますけれども、そこを、学生が

今どういった就職活動を行っていて、今、内定

状況がこういう状況にあるというのを、大学の

側から企業に対してプッシュ型で情報を発信し

ていくという取組で、長崎県立大学キャリアサ

ポーター制度という登録制度というのを今年度

開始しております。こういった登録制度に企業

に登録をしていただいて、登録をしていただい

た企業には、どんどん大学の側から情報を積極

的に発信していくと、そういった取組を実施し

ているところでございます。 

【本多委員】 しっかりと分析したものを生か

していただいて、長く続くことですので、より

よいものを毎年毎年求めていただければという

ふうに思います。 

 先ほどの答弁の中で、情報システム学科に関

しては、誘致企業がそういった人材をちょうど

欲しがっているところに入ることができたと、

そういった何か県全体の取組がうまく回ってい

るんだなという事例をお聞かせいただきまして、

よかったなというふうに思っております。 

 あと、情報システム学部自体の県庁への入庁

がちょっと今年は今のところないということで、

いつも言っているんですけれども、県庁が長崎

県の中で多分一番大きい職場の一つだと思いま

す。県庁が今からＤＸとかを進めていくと思う

んですけれども、県内企業の先頭に立ってやっ

ていかないといけない、そういった立場もある

んじゃないかと思っていますので、しっかりい

い人材がいらっしゃると思いますので、そうい

った人材をしっかり採用いただいて、県庁の仕

事がスムーズに進む、県庁が県内で一番それが

進んでいるというような職場になれるようにし

ていただければと思います。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はありません

か。 

【近藤委員】 私立学校のことで、ちょっと一

つだけ質問です。 

 先ほどから中山委員とかが、いろいろ私立学

校の指導の中でいじめとかなんとかの質問があ

ってるんですけれども、私のところにも、よく

保護者からいろんな形で、そういう悩みとかが

来るんです。公立学校の場合だったら、そのま

ま教育委員会に回せばいいんですけれども、私

立学校だったらどこに回せばいいのかなと、そ

ういう私立の保護者の悩みとかなんとか、いろ

んなそういうのを受け付けるのが学事振興課の

中にあるんですかね。 

【櫻間学事振興課長】 保護者からのそういっ

た学校内での相談について、本来は、公立高校

における教育長という立場で言いますと、私立

学校における学校法人ということにはなるんで

すけれども、ただ、やはり保護者の皆様からす

ると、学校法人も学校もちょっと同じようなも

のに見えるかと思います。そういった意味では、

また別の組織に相談をしたいという思いがあら
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れるかと思います。 

 そういった意味では、学事振興課の方にもそ

ういった相談はよく問合せはいただきますし、

そういった相談に対しては、学事振興課の方で

それぞれの保護者に応じて相談対応を行ってい

るところでございます。 

【近藤委員】 多分、学校から学事振興課にい

ろんな相談が多いと思うんです。学校の経営と

かなんとかいろんな学校のあれで、学事振興課

の方に校長とか教頭からの相談が多いと思うん

ですけれども、学校と生徒の間の相談事、それ

が学事振興課に大体じゃあ年間どれくらい相談

が来ているか分かりますか、保護者から。 

【櫻間学事振興課長】 年間何件というふうに

集計はしていないんですけれども、問合せとい

いますか、相談につきましては、毎日のように

というぐらいにあって、それぞれ何らかの対応

は行っているところでございます。 

【近藤委員】 私立学校は、公立学校と違って

建学の精神の中で、学校がそれなりに独自の教

育方針とかなんとかをしっかりやった中で、い

ろんな問題事が出てくると思うんです。 

 その中で、それをどこにも相談、多分、学校

の方に相談に行くんでしょうけれども、学校と

のトラブルが結構ある中で、そのときには、も

う公立学校だったら県の教育委員会に直接電話

をしたりとか、そういう前例があるんですけれ

ども、私立学校の場合には、保護者がどこにそ

ういうときに、学校と意見が全然合わないとき

には、学事振興課の方に直接電話をしてきて、

いろんな形で学事振興課がそれに対応している

ということなんですかね。 

【櫻間学事振興課長】 私立学校の所管が学事

振興課であることをご存じの保護者の方は、も

う直接学事振興課の方にお問合せをいただいて

おります。 

 多いのは、やはり私立学校の相談についても

教育委員会の方へご相談されることも多いよう

です。そういった場合には、教育委員会の方か

ら、この所管は学事振興課になりますというと

ころで、そちらの方からお話を学事振興課の方

にいただくこともございます。 

 また、学事振興課の方に相談があります案件

というのは、大体、既に学校には相談をされて

いる案件というのが多いと思います。そういっ

た中で、なかなか学校との間で解決に至らない、

そういった場合に、学事振興課の方にお問合せ

をいただくことが多いかと思います。 

【近藤委員】 それは分かっています。 

 それで、一番私が心配しているのは、公立も

私立も退学者が出ているんですけれども、親に

よっては、授業料を納め切れないとか、そうい

う悩みとか、そういう前例が、私立なんかは、

まだ授業料がただじゃないから、そこら辺の悩

みで悩んでいる子どもさんたちが辞めていくと

いうのがあるんじゃないのかなと。そういう実

情というか、そういう件数とか、そういうのを

しっかり学校と、もしも独り親になられて、急

に授業料を払えなくなったと。そういう中で、

やっぱりそれがそのまま子どもに関連して学校

を辞めていくというのは、あんまりちょっとそ

ういうことがないように、やっぱり私立学校の

経営状態の中でも、生徒の授業料の未納とか、

そういうのもしっかり把握しとってもらえれば

と思うんで、ぜひよろしくお願いします。 

【中尾総務部長】 すぐれて児童生徒さんのプ

ライベートに関わる部分にもなってくるので、

そこは丁寧にやらせていただく必要があろうか

と思います。 

 今般、政府の施策によりまして、私立学校の、
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いわゆる授業料の無償化というものも行われて

いくという方針が示されている中でございます

けれども、そういう経済的な状況ですとか、今

般、ご報告いたしましたのは、いじめ・不登校

にまつわるいろいろな諸課題に関してのご報告

でございましたけれども、そこは丁寧に聞き取

りまして、少なくとも公立・私立問わず学生さ

ん、生徒さんが勉強する環境というものを整え

られるように、私学としても、私ども私学を所

管する学事振興課としてしっかりとサポートし

てまいりたいと考えてございます。 

【近藤委員】 よろしくお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はございませ

んでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すので、総務部関係の審査結果について整理し

たいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１９分 休憩 ― 

― 午前１１時１９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、教育委員会関係の審査

を行います。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時１９分 閉会 ― 
 

 

 

 



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１０日 

自  午前１０時００分 

至  午後 ３時４２分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

中村 泰輔 委員長（分科会長） 

虎島 泰洋 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

溝口芙美雄  〃   

前田 哲也  〃   

中島 浩介  〃   

松本 洋介  〃   

近藤 智昭  〃   

坂本  浩  〃   

本多 泰邦  〃   

山村 健志  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

前川 謙介 教 育 長 

狩野 博臣 教 育 政 策 監 

坂口 育裕 教 育 次 長 

井手 潤也 教 育 政 策 課 長 

山下 健哲 働きがい推進室長 

市瀬加緒理 福 利 厚 生 室 長 

山﨑 賢一 教育環境整備課長 

松尾美智子 義 務 教 育 課 長 

熊本  崇 義務教育課人事管理監 

岩坪 正裕 高 校 教 育 課 長 

馬木みどり 高校教育課人事管理監 

田代 賢司 高校教育課企画監 

近藤 孝司 教育ＤＸ推進室課長補佐 

近藤 亮二 特別支援教育課長 

髙比良 裕 児童生徒支援課長 

藤井 大作 生 涯 学 習 課 長 

岩尾 哲郎 学 芸 文 化 課 長 

鬼塚 晃嗣 学芸文化課企画監 

松山 度良 体育保健課長（参事監） 

岡﨑 天一 体育保健課体育指導監 

竹之内 覚 教育センター所長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時００分 開議 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会及び分科会を再開

いたします。 

 なお、教育ＤＸ推進室前田室長から、本委員

会を欠席し、近藤課長補佐を代理出席させる旨

の届出が出ておりますので、ご了承願います。 

 これより教育委員会関係の審査を行います。 

 分科会審査に入ります前に、委員の皆様にお

諮りいたします。 

 本日審査を行う第103号議案「令和7年度長崎

県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分

及び委員会付託議案である第121号議案ないし

第123号議案「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」は関連があることから、まず、予算議案

及び第121号議案ないし第123号議案について説

明を受け、一括して質疑を行い、その後、予算

議案についての討論・採決を行うこととします。 
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 そして、委員会再開後、第121号議案ないし第

123号議案について討論・採決を行うことといた

したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 それでは、そのように進

めさせていただきます。 

【中村(泰)分科会長】 まず、分科会による審

査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 教育長より予算議案の説明を求めます。 

【前川教育長】 おはようございます。 

 教育委員会関係の議案についてご説明をいた

します。 

 分科会の説明資料の2ページをお開きくださ

い。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案のうち関係部分について

ご説明いたします。 

 教育委員会所管の補正予算額は、歳出の合計

3億9,987万5,000円の減で、内訳は記載のとおり

であり、内容といたしましては、職員給与費既

定予算の過不足調整に要する経費であります。 

 この結果、令和7年度の教育委員会所管の予算

総額は1,309億9,042万2,000円となります。 

 債務負担行為については、令和7年2月議会に

おいて了承をいただいておりました特別支援学

校で使用するスクールバスの運行契約について

及び6行目の県立学校のデジタル採点システム

におけるライセンス使用料について、現在設定

している債務負担行為の金額では、令和8年度分

の契約ができないことから、記載のとおり計上

をし、また、3ページ中段の公の施設の指定管理

者の指定に伴う管理運営負担金に係る経費とし

て、記載のとおり計上をいたしております。 

 ここで、公の施設の指定管理者の指定に伴う

管理運営負担金に係る経費の予算議案に関連す

る議案をご説明いたします。 

 委員会関係の議案説明資料の2ページをお開

きください。 

 下から5行目にあります第121号議案及び第

122号議案は、県立佐世保青少年の天地及び県立

世知原少年自然の家、県立西彼青年の家及び県

立対馬青年の家の指定管理者を記載のとおり指

定しようとするものであります。 

 3ページをお開きください。 

 第123号議案は、長崎県立総合体育館、長崎県

営野球場、長崎県小江原射撃場の長崎地区3施設、

また、長崎県立総合体育館県北トレーニング室、

長崎県立武道館の佐世保地区2施設の指定管理

者として、それぞれ記載のとおり指定しようと

するものであります。 

 なお、公の施設の指定管理者の指定につきま

しては、後ほど担当課長からご説明を申し上げ

ます。 

 分科会説明資料の3ページ、下から3行目をお

願いいたします。 

 失礼しました。次に、第106号議案のうち関係

部分についてご説明します。 

 教育委員会所管の補正予算額は歳入予算では、

国庫支出金6億5,869万5,000円の増、歳出予算の

内訳は記載のとおりで、合計37億2,058万円の増

であります。 

 この結果、令和7年度の教育委員会所管の予算

総額は1,347億1,100万2,000円となります。 

 歳入予算の内容としましては、教職員給与費

に係る義務教育費国庫負担金であります。 
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 歳出予算の内容といたしましては、職員等の

給与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、生涯学習課長よ

り補足説明を求めます。 

【藤井生涯学習課長】 第121号議案及び第122

号議案「公の施設の指定管理者の指定について」

補足してご説明いたします。 

 委員会横長資料11ページをご覧ください。 

 今回、指定管理者の指定を予定しております

青少年教育施設は、県立佐世保青少年の天地以

下4施設でございまして、公募と非公募に分けて

指定管理者の募集・選定を行っております。 

 まず、13ページの公募分についてご説明いた

します。 

 佐世保青少年の天地、世知原少年自然の家の

2施設については、一体的な運営による施設間の

連携が可能となるよう、これまで同様に一括し

て管理運営できる指定管理者として募集いたし

ました。 

 1、選定経過については、去る7月25日から9月

5日までの間、県公報やホームページにおいて募

集を行い、現在の指定管理者である特定非営利

活動法人長崎県青少年体験活動推進協会1者か

ら応募がありました。 

 （3）の選定方法については、③に記載の学識

経験者や財務の専門家を含む外部有識者5名に

より構成された選定委員会を設置し、7月8日と

10月10日の2回、選定委員会を開催いたしました。

選考に当たっては、17ページにお示しする別紙

審査書の集計表にありますとおり、管理運営方

針に関する事項や収支計画、組織及び人員に関

する事項など、大きく5項目について、提出され

た事業計画や申請者によるプレゼンテーション

を基に採点を行い、その集計結果により、指定

管理者の候補者案が決定されました。 

 （4）採点結果及び14ページの（5）指定管理

者候補者については、記載のとおりでございま

す。 

 （6）の選定理由ですが、人員の配置や緊急時

の危機管理体制について適切な提案がなされ、

安全・安心な利用が確保されていること、学校

教育課程と連携したプログラムや、不登校、防

災などの社会的課題に対応したプログラムなど

の企画能力を有していること、企業やPTAに働き

かけるなど、利用者層の拡大に向けた取組によ

り、施設の利用促進が期待できること、また、

管理運営実績とノウハウを有するなど、安定し

た管理運営が期待できることなどが委員から挙

げられております。以上のような選定委員会の

意見を踏まえ、県といたしましても施設の安定

した管理運営のための計画内容などを総合的に

検討し、当該団体を候補者としたところであり

ます。 

 次に、非公募施設についてご説明いたします。 

 候補者については、（1）にお示ししておりま

す2団体です。 

 非公募としております西彼青年の家、対馬青

年の家の2施設についても、公募施設と同様の方

法により、選定委員会で審査していただきまし

た。 

 採点結果については、15ページの2に記載のと

おりでございます。 

 選定理由については、（3）に記載のとおりで

すが、先ほどの公募施設と同様に、人員や緊急

時の危機管理体制について適切な提案がなされ、

安全・安心な利用が確保されていることなどの

理由を挙げさせていただいております。 
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 2、指定管理期間につきましては、4施設とも

令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年

間としております。 

 なお、16ページに参考として記載しておりま

すが、4施設の管理運営に係る令和8年度から5年

間の県負担金の債務負担行為限度額の設定につ

いては、補正予算としてご審議をお願いいたし

ます。 

 今回の債務負担額については、前期である令

和3年度から令和7年度までの第4期5年間の負担

額と比較をしますと、約1億8,600万円の減とな

っており、主な減の内容は、千々石少年自然の

家廃止に伴う県負担金の減でございます。 

 以上、第121号議案、122号議案についての説

明を終わります。 

【中村(泰)分科会長】 次に、体育保健課長よ

り補足説明を求めます。 

【松山体育保健課長】 第123号議案「公の施設

の指定管理者の指定について」補足してご説明

いたします。 

 文教厚生委員会横長資料18ページをご覧くだ

さい。 

 今回、指定管理者の指定を予定しております

体育施設は、長崎地区による長崎県立総合体育

館、長崎県営野球場、長崎小江原射撃場の3施設

と、佐世保地区にある長崎県立総合体育館県北

トレーニング室、長崎県立武道館の2施設であり、

長崎地区、佐世保地区をそれぞれ一括管理する

次期指定管理者を公募により募集いたしました。 

 1、選定経過につきましては、去る7月25日か

ら9月5日までの間、長崎県公報やホームページ

などを活用し、募集を行いました。また、8月8

日と12日には施設の現地説明会を実施し、現在

の指定管理者を除き、長崎地区では2社、佐世保

地区では3社の参加がありましたが、最終的応募

者は長崎地区、佐世保地区とも1者となっており

ます。 

 選考方法につきましては、生涯学習課と同様

でございます。 

 また、選定に当たりましては、提出された事

業計画書や応募者によるプレゼンテーションを

基に採点を行い、指定管理者の候補案を決定さ

れております。 

 採点結果につきましては、（4）に記載のとお

りでございます。 

 （6）の選考理由ですが、長崎地区の長崎DSス

ポーツ協会グループにつきましては、これまで

の県体育施設の管理運営実績とノウハウに加え、

長崎県スポーツ協会が持つ各団体との関係をご

活用することで、さらなる事業の充実、利用促

進等が期待できることとなっております。 

 また、佐世保地区の公益財団法人佐世保市ス

ポーツ協会につきましては、佐世保地区にある

その他の体育施設の指定管理も行っており、各

施設の連携はもちろん、長崎県スポーツ協会各

競技団体とのつながりを生かした施設の管理運

営等が期待できることなどとなっており、双方

とも、現在の指定管理者としてこれまでの実績、

蓄積された情報、ノウハウを基に、さらなる県

民サービスの向上が見込まれるとされておりま

す。 

 以上のような選定委員会の意見も踏まえ、県

といたしましても、施設の安定した管理運営の

ための計画などを総合的に検討し、当該団体を

候補者としたところであります。 

 なお、指定管理の期間につきましては、5施設

とも令和8年4月1日から令和13年3月31日までの

5か年としております。 

 また、施設の管理運営に係る令和8年度から5

年間の県費負担金の債務負担行為限度額の設定
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につきましては、補正予算としてご審議をいた

だくところでございます。 

 今回の債務負担額は今季、令和3年度から令和

7年度までの5年間の債務負担額と比較いたしま

すと、人件費の上昇やエネルギー価格の高騰な

ど、昨今の社会情勢の変化を踏まえ、次期指定

管理期間の負担金に反映させたことにより、5年

間で約1億8,500万の増額となっております。 

 以上で補足説明を終わります。よろしくご審

議賜りますようお願いいたします。 

【中村(泰)分科会長】 以上で説明が終わりま

したので、これより予算議案及び第121号議案な

いし第123号議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】 補足説明がありました横長資料

の16ページに、これ、参考資料ということで、

令和7年11月補正の債務負担行為限度額等とい

うことで表が示されております。 

 その中の青少年教育施設の分で、ちょっとお

尋ねでありますけれども、今回債務負担行為と

いうことで、3施設といいますか、3つ、青少年

の天地、それから世知原、西彼、対馬の青年の

家ですね、8億5,823万5,000円ということになっ

ております。前回の債務負担行為の限度額とい

うことで比較がありますけれども、今回、通常、

これ、体育施設も含めて、今説明ありましたよ

うに、物価高騰とか、あるいは人件費の高騰で

当然上がるっていうのは理解できるんですけれ

ども、これ、青少年の天地と千々石、それから

世知原のところの比較で、前回は千々石少年の

家が含まれているんだろうというふうに思いま

すけれども、これを、例えば、その千々石を除

いた額っていうのを示してもらえば、上の1段目

のところはこれぐらい上がったんだなっていう

ふうな比較ができるのかなというふうに思いま

すので、ちょっとそこら辺を示していただけれ

ばと思います。 

【藤井生涯学習課長】 ありがとうございます。

ご指摘のとおり、ここにつきましては千々石の

負担金を含めて示しておりました。千々石の負

担金を除いて算出をしますと、2,800万円の増と

いうことになります。 

【坂本委員】 はい、分かりました。ありがと

うございます。 

 それで、これ、債務負担行為限度額を設定す

るに当たって、今、先ほど説明ありました物価

高とか人件費とか、そういう高騰の中で、やっ

ぱり一定のこの指定管理のところを運営する事

業者と一定その話をした上での積上げというふ

うな理解でよろしいでしょうか。 

【藤井生涯学習課長】 お話しのとおり、指定

管理者と日頃からやり取りをしている運営状況

等を踏まえて、進めているところでございます。 

【坂本委員】 了解いたしました。じゃあ、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑はございませ

んか。 

【松本委員】 19ページの今度は体育館とかで

すね、指定管理のことでちょっと確認したいん

ですけれども、今回、長崎、佐世保でそれぞれ

1団体応募があったということですが、まず、こ

の団体、2団体はいつからこの指定管理者を受け

持っているのか確認したいんですけど。 

【松山体育保健課長】 指定管理制度につきま

しては、平成18年度から導入をしておりますけ

ども、第１期、平成18年から22年までは、長崎

県体育協会グループと現在の長崎ダイヤモンド

スタッフが第１期をやっております。それと第

２期、第３期につきましては、長崎ダイヤモン
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ドスタッフ株式会社が単独で行っております。

第４期につきましては、今回ご提案をさせてい

ただいております長崎DSスポーツ協会グループ

が請け負っているというような状況でございま

す。 

 一方、佐世保地区につきましては、第２期か

ら指定管理制度を導入しておりまして、これま

で佐世保市体育協会、佐世保市スポーツ協会が

担当しているというような状況でございます。 

【松本委員】 20ページに書いてあるんですけ

ど、DSってことは、要するにその長崎ダイヤモ

ンドスタッフ株式会社が平成18年から、形は変

わってるけど、ずっとやっているということで

いいんですかね。 

【松山体育保健課長】 第4期までのうちに2期、

3期が長崎ダイヤモンドスタッフが単体で指定

管理を受けまして、第1期と第4期につきまして

はスポーツ協会とグループになって、担ってい

るというような状況でございます。 

【松本委員】 単独でやるのとグループでやる

のと、そこの違いっていうのはどういうことが

あるんでしょうか。 

【松山体育保健課長】 グループを組むか、単

体でやるかっていうのは、業者の方でそれぞれ

お話合いをされる中で担ってこられたというふ

うに思っております。 

 具体的にどのような形でやるかっていうのは、

応募者の方で決定をされると思うんですが、運

営につきましてはですね、これまで同様、同じ

ような形態で実施がなされているところでござ

います。 

【松本委員】 重ねて21ページに、今回の予算

が増額になっているんですけれども、特に長崎

の方が金額が1億7,272万、5年間だとしても、ち

ょっと大きい増額なんですけども、この増額に

関しては、もう、あちら側からのこれぐらいか

かるという指定でしか、もう結局上限が決まっ

てないわけであって、人件費やいろんな面でコ

ストが上がるっていうような、先方からの要望

という形になるんですか。具体的な根拠という

か上がる部分のです。 

【松山体育保健課長】 まず、指定管理者にお

きましては、県からの負担金、施設の利用料収

入、それと、自主事業による収入により施設の

管理運営がなされているところでございます。 

 今回の設定につきましては、第3期、令和3年

から令和7年の実質負担額年間1億7,400万円を

負担金として支出をしておりますけども、そこ

にエネルギー高騰、これにつきましては、令和

5年、6年、それぞれですね、この負担金とは別

に、約2,900万円の臨時交付金を活用した支援を

行っているところでございます。 

 そういった金額でありますとか、あと、先ほ

ど委員の方からありましたけども、人件費の上

昇、そういったところを加味をいたしまして、

こちらの方で決定をしているところでございま

す。 

【松本委員】 分かりました。前からこの会社

がずっとやってらっしゃる、1社でずっとですね、

それはほかに応募がないっていうことで了とす

るんですけれども、ただ、逆に言えば、1社しか

ないから自分の言い分でできるところはあるの

かなというところで、金額もそれは人件費も上

がるわけですから、致し方ないところはあると

思います。ただ、競争の原理が働いてないもん

ですから、あちらの言い値だけで全て通してし

まうっていうのが、本当に大事なことは、やは

りサービスの内容が低下しないようにしなきゃ

いけないし、じゃあ、もう高いから、これ以上

かかりますっていうことで利用者の方の負担が
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増えるとかですね、サービスの低下とかそうい

うことが落ちないように、もちろんチェックを

する外部の方がいらっしゃると思うんで、そこ

はしっかり審査をしていると思うんですけれど

も、そういったところが公平にですね、公正に

なされるようにですね、引き続き、確認をして

いただきたいというのと、もう一つ、点数のと

ころで、20ページのその佐世保市スポーツ協会

が900点満点中697点ということで、74％の得点

になっているんですけれども、ここはやっぱり

何か足りない部分があったのか、把握はしてい

らっしゃるでしょうか。 

【松山体育保健課長】 おおむね8割程度は取れ

てるのかなというふうに思っております。この

審査項目のうち、極端に点数が低いというもの

は特段ないというふうには思ってるんですが、

どうしても武道館、トレーニング室を運営する

ということで、利用にやはり限りがある、施設

としての限りがあるっていうところが、やはり

少し点数としては足りないところがあるのかも

しれませんが、おおむね8割近くの点数が取れて

いますので、良好なサービスが提供されている

ものというふうに考えております。 

【松本委員】 今おっしゃったおおむねという

ところで、足りなかったところがあると、武道

館等にですね。ということは、そこに関しては

十分ではないという判断が外部からなされたわ

けでありまして、そしたら、そういった足りな

い部分に関しては今後の5年間で具体的にどの

ように改善していくかということは認識はある

んでしょうか。 

【松山体育保健課長】 今後、具体的に話をし

てまいりますけども、自主事業、こちらの方を

もっと積極的に取り入れていただきながら、館

の利用の方の促進を促していきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑がないよう

ですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 討論がないようですの

で討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

【中村(泰)委員長】 次に、委員会による審査

を行います。 

 議案を議題といたします。 

 教育長より総括説明を求めます。 

【前川教育長】 それでは、教育委員会関係の

議案についてご説明いたします。 

 委員会の議案説明資料の2ページをお開きく

ださい。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第109号議案「職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分、121号議案、

122号議案、123号議案の「公の施設の指定管理

者の指定について」、134号議案「長崎県総合計

画みんなの未来図2030について」のうち関係部
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分であります。 

 先ほどご説明いたしました第121号議案から

第123号議案を除く議案の内容についてご説明

をいたします。 

 第109号議案は、人事委員会の令和7年10月6日

付の職員の給与等に関する報告及び勧告並びに

国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、

職員の給与等について所要の改正をしようとす

るものであります。 

 改正の主な内容は、令和7年度の給与改定にお

いて、若年層に重点を置きつつ、全世代を対象

とした給料月額及び期末勤勉手当の0.05月分の

引上げ、公立の義務教育等の教育職員の給与等

に関する特別措置法、給特法の一部改正に伴う

教職調整額の引上げなどであります。 

 3ページをお願いいたします。 

 第134号議案は、県議会をはじめ県民の皆様か

らご意見をいただきながら検討を進めてまいり

ました新たな総合計画について、「ながさきの

誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来を

ひらく」を基本理念に、「こども」「くらし」

「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱の

もと、12の基本戦略を掲げる令和8年度からの5

ヵ年計画として策定しようとするものでありま

す。 

 このうち、教育委員会においては、主に基本

戦略「こどもたちの将来の可能性を広げ、挑戦

を応援する」に関連政策等を位置づけておりま

す。 

 「地域資源を活用し、こどもたちの新しい時

代を切り拓く力を育む教育の推進」に関する施

策においては、地域や企業等との連携など、様々

な地域資源を活用することにより、子どもたち

が新しい時代を切り開いていくための必要な

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」

を育成するとともに、ふるさと教育やキャリア

教育、グローバル教育の推進により郷土の未来

を担い、そして、予測困難な時代を生き抜いて

いくことができる人材の育成等に取り組んでい

くこととしております。 

 また、「すべてのこどもたちを支援する魅力

ある学校教育の環境づくり」に関する施策にお

いては、地理的条件にかかわらず、すべてのこ

どもたちの多様な学びのニーズに応えることの

できる教育の推進や、地域と高校が一体となっ

た社会に開かれた魅力ある学校づくりの推進の

ほか、教員が教職の魅力や働きがいを実感しな

がら働くことができる環境整備等に取り組んで

いくこととしております。 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせ、

しっかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力

を尽くしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。 

 学校指定型のふるさと納税制度の開始につい

ては、10月29日から寄附の募集を開始しました。

令和7年12月末までに頂いた寄附金は、令和8年

度当初予算に計上し、部活動や特色ある教育活

動に要する経費など、各学校の一定の裁量の下

で、多様な用途に活用させていただく予定です。 

 各学校における教育環境のさらなる充実のた

め、県公式ウェブサイトへの掲載や県人会を通

じた広報のほか、各学校から当該校の同窓会を

お知らせするなど、積極的な広報活動を展開し

てまいります。 

 「ながさき次世代高校創生会議」の開催につ

いて。 

 少子化による生徒数の減少や、急速な社会変

化等に的確に対応し、10年後、15年後を見据え

た持続可能で魅力ある高校教育の構築に向けた
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議論を深める場として、10月14日に第1回目の会

議を開催しました。同会議に対して検討依頼し

ている項目等については、後ほど担当企画監か

ら説明をさせていただきます。 

 5ページの7行目をお願いします。 

 長崎の未来を担う子どもたちが、どの地域で

も夢と希望を持って学べる環境を実現できる再

編を目指して、県立高校の在り方の検討を進め

てまいります。 

 令和8年3月公立高等学校卒業予定者の就職内

定状況について。 

 本県が独自に調査した公立高等学校の新規高

等学校卒業予定者の就職内定率等は記載のとお

りであります。 

 下から2行目をお願いします。 

 10月末現在で、就職未内定者は474人おり、引

き続き学校及び関係機関との連携強化を図り、

就職を希望する全ての高校生が就職できるよう

支援してまいります。 

 公立学校児童生徒の問題行動等調査について。 

 文部科学省が行った調査の結果が、去る10月

29日に公表されました。 

 暴力行為の発生件数は本県でも915件と前年

度より279件増加しております。 

 なお、暴力行為の1,000人当たりの発生件数で

みると、全国が11.5件に対して本県は7.7件とな

っており、全国と比較すると低い状況にありま

す。 

 いじめ認知件数は、本県でも2,500件と197件

増加しております。なお、いじめの解消率は全

国76％に対し、本県は84.5％となっております。 

 また、本県の国公私立小・中・高・特別支援

学校におけるいじめ防止対策推進法に規定する

「重大事態」の発生件数は1件となっております。 

 3行飛ばしまして、長期欠席者のうち、不登校

児童生徒数は本県でも4,113人と、前年度より18

人増加しております。 

 不登校の全児童生徒数に対する割合は全国が

3.7％、本県は3.5％となっております。 

 7ページをお願いいたします。 

 今後も引き続き、暴力行為、いじめ、不登校

など児童生徒の数生徒指導上の諸問題や課題の

解消に向けて、学校・家庭・地域・関係機関と

連携し、児童生徒の問題行動等の未然防止や早

期発見、早期対応に努めてまいります。 

 また、子どもの心の安定を図る教育相談体制

の充実や、子どもが育つ環境の改善に向けた支

援体制の整備にも一層取り組んでまいります。 

 子どもたちの文化活動の推進について。 

 第39回ながさき“若い芽”のコンサート、「第

21回長崎県高等学校総合文化祭」、「第20回長

崎県中学校総合文化祭西彼・西海大会」の開催

については記載のとおりであります。 

 ここで、追加1の2ページをお願いいたします。 

 「神楽」のユネスコ無形文化遺産への提案決

定について。 

 国の無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議

において、「神楽」を令和7年度のユネスコ無形

文化遺産、人類の無形文化遺産の代表的な一覧

表へ提案案件とすることが了承されました。 

 今回の提案では、全国で4,000を超えると言わ

れている神楽のうち、本県の壱岐神楽、平戸神

楽及び五島神楽を含む国の重要無形民俗文化財

40件の構成で申請することとされており、令和

10年12月頃の正式決定を目指し、関係機関等と

も連携しながら、神楽の文化的・歴史的価値の

さらなる発信に取り組んでまいります。 

 文化財の登録について。 

 国の文化審議会は、佐世保市の旧親和銀行本

店本館と懐霄館及び諫早市のSEED1931諫早銀行
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本店を登録有形文化財建造物にするよう、文部

科学大臣へ答申を行いました。 

 3ページです。 

 今回の答申により登録されると、本県の登録

有形文化財建造物は140件となります。 

 それでは、当初版の8ページにお戻りください。 

 文化財の指定について。 

 去る11月5日に県指定無形民俗文化財として、

平戸市の舘浦の須古躍を新たに指定しました。

今回の指定により、県指定の無形民俗文化財は

24件となります。 

 スポーツの振興について。 

 第79回国民スポーツ大会は、去る9月28日から

10月8日までの11日間を本期間として、滋賀県で

開催されました。 

 本県においては、銃剣道競技成年男子の大会

2連覇をはじめ、6種目において優勝を飾ったほ

か、弓道競技少年女子遠的競技の準優勝なども

含め、団体、個人合わせて21競技54種目での入

賞を果たし、目標であった51種目を上回るとと

もに、昨年の総合成績40位から30位へと順位を

大きく伸ばすことができました。 

 選手、監督の皆様の健闘を心からたたえると

ともに、応援していただいた皆様に感謝申し上

げます。 

 引き続き、県スポーツ協会や各競技団体と連

携し、さらなる競技力の向上を推進してまいり

ます。 

 事務事業評価等の実施については記載のとお

りでございます。 

 教職員の不祥事について。 

 過去に不適切な指導に係る指導を受け、「体

罰・不適切な指導の再発防止のための指導力向

上研修」を受講していたにもかかわらず、令和

7年6月、クラスでオンライン映像を見る際に集

中していない被害生徒の態度を見て、きつく指

導しようと思い、一瞬かっとなり、胸ぐらをつ

かむなどの威圧的な指導を行った県立高等学校

教諭を11月7日付で懲戒戒告処分といたしまし

た。 

 県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶

と信頼回復に取り組んでいる中、このような不

祥事が発生したことは、学校教育に対する信頼

と期待を裏切り、県民に失望と不信感を与える

ものであり、県議会をはじめ県民の皆様に対し

深くおわび申し上げます。 

 今後も、全教職員に対し、あらゆる機会を通

して、児童生徒の教育に携わる職にあることの

自覚を厳しく促し、使命感や倫理観の高揚、服

務規律の徹底を図るとともに、全ての教育関係

者と連携し、不祥事根絶と信頼回復に向けた取

組の推進に全力を傾けてまいります。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【中村(泰)委員長】 次に、教育政策課長より

補足説明を求めます。 

【井手教育政策課長】 今回ご審議をお願いし

ております第109号議案「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」のうち関係部分に

ついて、補足してご説明いたします。 

 令和7年11月定例県議会文教厚生委員会説明

資料、横長資料の4ページをご覧ください。 

 まず、1、改正要旨についてでございます。 

 今回の条例改正は、令和7年10月6日に行われ

ました県人事委員会の職員の給与等に関する報

告及び勧告並びに国家公務員の給与の取扱いの

状況等を踏まえ、本年度及び次年度以降の給与

改定を行うため、所要の改正をしようとするも

のであります。 
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 次に、2、改正内容についてでございます。 

 （1）職員の給与に関する条例の一部改正及び

市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する

条例の一部改正について、ア給料表の改定につ

きましては、国家公務員の俸給表の内容に準じ

た改定だけでは民間給与との較差が残ることか

ら、各給料表の水準を、国家公務員の俸給表の

改定に準じた上で、当該給料表の各号給の額に、

一定の率として100分の100.3を乗じた額に改定

することにより、平均3.37％引き上げるもので

あります。 

 教育職給料表などその他の給料表についても、

行政職給料表との均衡を考慮し、引き上げるも

のであります。 

 イ教育職給料表の適用を受ける者のうち、そ

の職務の級が3級または4級で、人事委員会規則

で定める者の給料月額に対する加算額を5ペー

ジの表に記載のとおり引き上げるものでありま

す。 

 ウ諸手当の改定の①宿日直手当の引上げにつ

いては、5ページのとおり、宿直手当の限度額を

それぞれ300円引き上げるものであります。 

 また、②期末手当、勤勉手当の改定について

は、6ページのとおり、年間の支給月数を引き上

げるもので、一般職員については、現行の年間

4.60月分を0.05月分引き上げ4.65月分とするも

のであります。 

 7ページをご覧ください。 

 ③交通用具使用者に係る通勤手当については、

現行の距離区分のうち50km以上55km未満から

75km以上までの距離区分について、200円から

4,200円までの幅で手当額を引き上げるもので

あります。 

 また、これまで距離区分の上限を75km以上と

しておりましたが、国に準じて上限を100km以上

とし、75km以上の部分について、5km刻みで新た

な距離区分を新設するものであります。 

 加えて、こちらも国に準じて駐車場等の利用

に対し、1か月当たり5,000円を上限とする通勤

手当を新設するものであり、手当の支給対象者

や確認書類など制度の詳細については、国の取

扱いに準じて対応してまいりたいと考えており

ます。 

 8ページをご覧ください。 

 （2）長崎県教育委員会教育長の給与、旅費、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

改正については、教育長の期末手当の支給月数

について、国の指定職俸給表適用者の改定に準

じ、0.05月分を引き上げるものであります。 

 （3）義務教育等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例の一部改正については、

公立の義務教育等の教育職員の給与等に関する

特別措置法、給特法等の一部改正に伴い、表に

記載のとおり、教職調整額を段階的に引き上げ

るよう改定するものであります。 

 また、横長資料への記載はございませんが、

給特法等の改正に伴い、義務教育等教員特別手

当について、校務類型に応じた支給が可能とな

るよう、関係規則を改正いたします。 

 9ページをご覧ください。 

 （4）学校職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部改正については、多学年学級担当手当を廃

止し、児童または生徒の負傷疾病に伴う救急の

業務、及び児童または生徒に対する緊急の補導

業務に係る教員特殊業務手当の日額を500円引

き上げるものであります。 

 3、実施時期について。 

 給料表の改定を令和7年4月1日に遡及して実

施するほか、改定の内容に応じて、9ページのと

おり実施したいと考えております。 
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 以上、よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

【中村(泰)委員長】 以上で説明が終わりまし

た。 

 第121号議案ないし第123号議案の質疑につき

ましては分科会において終了しておりますので、

第109号議案のうち関係部分及び第134号議案の

うち関係部分に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】 109号議案「職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例」について、ちょ

っと確認をさせてください。 

 今、教育政策課長から説明が、補足説明があ

ったとおりであります。いわゆる県の人事委員

会の報告と勧告に基づくものと、今回は公立の

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法、いわゆる給特法が6月に一部改正を

されまして、それに伴う、いわゆる教職調整額

の引上げということで理解をいたしました。 

 人事委員会勧告、それから教職調整額の引上

げということで、これは一般質問でも質疑させ

ていただきましたけれども、全体的には処遇改

善ということにつながるというふうなことで理

解はするんですけれども、ただ、一方で、今、

最後の方で言われましたけれども、これ、条例

改正っていいますか、規則のところに、いわゆ

る義務特手当だとか、あるいは給料の調整額だ

とかそういったものが、今回の条例改正に伴っ

て一部、人事委員会の規則ですかね、これに明

記をするということですけれども、この条例と

いいますか、処遇改善等につきましては実施時

期について、9ページの方に書かれておりますけ

れども、基本的には来年の1月1日からの施行と

いうことになろうかと思うんですが、その規則

の改正の部分っていうのもやっぱり1月からと

いうことになるのか。これは条例じゃないです

から、議案外でも質疑がいいのかなというふう

に思うんですけど、中身についてはですね、実

施時期だけについて、ちょっとその規則の部分

というのがいつからになるのか、それだけちょ

っと確認させてください。 

【井手教育政策課長】 義務教育等教員特別手

当の改正につきましては、規則において学級担

任加算などの改正を予定しており、令和8年の1

月1日からの改定を考えております。 

【坂本委員】 これは今回のこの給与の条例の

改正に伴って同じ、合わせて1月1日からと、か

ら規則に明記をするということでよろしいです

ね。ただ、中身についてはすみません、議案外

の方でさせていただきます。 

【中村(泰)委員長】 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、第121号議案ないし第123号議案も含め

まして討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので

採決を行います。 

 第109号議案のうち関係部分、第121号議案な

いし第123号議案及び第134号議案のうち関係部

分は、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。 
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 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について説明を

求めます。 

【井手教育政策課長】 政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議に基づき、本委員会に提出いたし

ました教育庁関係の資料についてご説明申し上

げます。 

 対象期間は令和7年9月から10月まででござい

ます。 

 資料2ページをご覧ください。 

 こちらは県が箇所づけを行い、市町等に対し

内示を行った補助金の実績でございます。 

 直接補助金は、「指定文化財保存整備事業補

助金」2件を記載しております。 

 資料3ページをご覧ください。 

 こちらは1,000万円以上の契約案件の実績で

ございまして、競争入札の結果につきましては、

4ページから6ページに記載のとおりでございま

す。 

 資料7ページをご覧ください。 

 7ページから14ページは、知事及び部局長等に

対する陳情・要望のうち、県議会議長宛てにも

同様の要望が行われたもので、教育庁に関係す

るものとして、長崎市からの要望など6件となっ

ております。 

 資料15ページをご覧ください。 

 15ページから20ページにかけては附属機関等

会議結果の報告であり、長崎県立長崎図書館協

議会など計4件の会議結果を掲載しております。 

 以上、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料の説明を終わります。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

【中村(泰)委員長】 次に、高校教育課企画監

より補足説明を求めます。 

【田代高校教育課企画監】 ながさき次世代高

校創生会議の第１回の会議について補足して説

明をさせていただきます。 

 なお、県立高校の現状や国の高校教育改革に

関する動向についても併せてご説明をさせてい

ただきたいと思っております。 

 サイドブックスの資料、教育委員会補足説明

資料「県立高校再編に係る大綱策定について」

をご覧ください。 

 資料6ページ目をお願いいたします。 

 県立高校の現状の課題について、3つの項目に

分けて整理をしております。 

 1点目が今後の15歳人口の見通しについてで

すが、15年後に中学3年生となる令和6年の出生

者数は7,000人というふうになっております。今

年の春の中学校を卒業した生徒数が1万1,517人

でございますので、15年後には4割弱の15歳人口

が減少することが見込まれております。この減

少幅を単純に県立高校の募集定員に当てはめま

すと、机上での計算となりますが、4学級規模の

学校で20校に相当する数となります。 

 2点目が、県立高校の小規模化についてです。 

 この15年間、県立高校の統廃合は行わず、離

島や半島地域においては、通学環境なども考慮

して、小規模校をできる限り維持する方針の下、

生徒数の減少には、学級数の削減のみで対応を

してまいりました。その結果、表の吹き出しに

記載しておりますが、1学年当たり2学級以下の

学校数は、平成23年度10校だったものが令和7年

度には15校となり、また、3学級以下の学校は、

令和7年度には半数以上を占めるといった状況

になっております。今後、さらなる少子化の状

況を踏まえますと、再編整備については検討を

避けられない状況かと考えているところでござ

います。 
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 3点目でございます。県立高校の募集定員に対

する定員割れの状況でございます。 

 令和7年度の県立高校の募集定員に対する入

学者の充足率は80.6％と過去最低値となってお

り、特に離島や半島地域では地域内の子どもの

数の減少、都市部への大規模校への進学が影響

いたしまして、地域別の充足率は、離島地域で

55.5％、半島地域で67.3％と、さらに低い水準

となっております。 

 7ページ目をご覧ください。 

 このような現状も含めまして、現在、今後の

県立高校の在り方について検討を進めていると

ころでございます。 

 具体的には再編整備に関する方針を大綱とし

て整理し、来年の6月には県民の皆様にお示しし

たいというふうに考えております。 

 大綱の内容につきましては、外部有識者を含

む関係者会議、ながさき次世代高校創生会議に

おいて、現在、議論をしていただいております。 

 なお、再編整備に当たっては、生徒数に応じ

た機械的な統廃合ではなく、10年、15年先を見

据えた新たな学びを創出するような、魅力ある

再編に取り組んでいきたいと考えておりまして、

例えば、普通高校や農業、工業、商業などの専

門高校の枠を超えた再編についても検討してい

きたいというふうに考えております。 

 また、離島・半島地域では、小規模校であっ

ても地域の活力となる存在の一つとして、地域

と密着したその学校ならではの教育活動を展開

している県立高校もあることから、再編につい

ては、地元市・町や地域、産業界、様々な立場

の方々からご意見をいただきたいというふうに

考えております。 

 さらに、大綱策定の基礎資料とするため、県

内の公立高校の生徒、国公立の中学生、小中学

生の保護者を対象に、本年7月14日から8月末に

かけて、ニーズ調査も実施しております。その

主な内容につきましては9ページから11ページ

に掲載しております。 

 12ページ目をご覧ください。 

 来年度から高校授業料の無償化が始まります。

それに伴いまして、公立高校離れが懸念される

という全国的な課題がございます。この対応も

含めまして、国において、公立高校の高校教育

改革に関する施策が現在進められております。 

 具体的に申し上げますと、②でございます。

3党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の

振興方策、黒丸の3ポツ目をご覧いただきたいん

ですが、高校教育改革に関する基本方針として、

「高校教育改革に関するグランドデザイン2040」

を文科省が今年度中に作成し、各都道府県では、

この国の方針を踏まえまして、実行計画を令和

8年度中に作成することとなっております。その

上で、各県の高校教育改革が円滑に進むよう、

国では、交付金等の新たな財政支援の仕組みを

構築することとなっております。 

 13ページ目をご覧ください。 

 その国の基本方針グランドデザインについて

ですが、骨子が11月28日に文科省から示されて

おります。 

 2040年に向けて、深刻化する生産年齢人口の

減少や人材需給のミスマッチを解消し、強い経

済と地域社会を支える人材を育成することがグ

ランドデザイン策定の背景となっておりまして、

高校生が学校で自ら問いを立てる力や、他者と

ともに価値をつくり出す力などを身につけ、希

望する進路に進み、生涯を通じて幸福に暮らし

ていくことができるよう、3つの視点から、グラ

ンドデザインの策定が進められております。 

 1つ目ですが、AIに代替されない能力や個性の
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伸長です。 

 探究的な学びを推進し、生徒の好きを育み、

得意を伸ばしていくと定めてあります。 

 2つ目、我が国の社会経済を発展させる人材育

成です。工業、農業など専門高校の機能強化や

普通科改革による理数系、デジタル系人材の育

成を図ると定めてあります。 

 3つ目、一人一人の多様な学習ニーズに対応し

た教育機会のアクセスの確保です。少子化が進

む地域でも、学校間連携や遠隔授業を活用し、

質の高い学びの選択肢を保障すると定めてござ

います。 

 今後、大綱を策定するに当たりまして、この

国の示すグランドデザインを盛り込んで、新た

な交付金を創設されますので、しっかりと活用

しながら、再編に係る教育環境整備の充実を図

ってまいりたいというふうに考えております。 

 14ページ目をご覧ください。 

 大綱策定に係るスケジュールですが、ながさ

き次世代高校創生会議の第1回目の会議を10月

14日に開催しました。委員につきましては、15

ページに記載のとおり、公募委員を含む17名で、

大学教授、民間の教育事業者、金融機関、シン

クタンク、市町の教育委員会の教育長、中学校・

高校のPTA及び学校長などの代表者で構成して

おります。 

 今後、3回程度ご議論をいただいた後、再編整

備の方針となる大綱案を会として今年度中に取

りまとめていただく予定としております。 

 その結果を踏まえまして、令和8年6月を目途

に県として、これからの県立高校の方向性を示

す大綱を策定していきたいと考えているところ

です。 

 また、大綱策定後8年度の後半から9年度にか

けて、地区別説明会や地域での意見聴取を行い

ながら、県立高校の具体的な再編整備計画を策

定する予定としております。 

 16ページ目をご覧ください。 

 10月14日に開催しました第1回の創生会議に

おいて、委員の皆様には今後の高校の在り方に

ついて、左側の下部に青字で記載しております

3つの事項に沿ってご検討いただくようお願い

をしております。 

 まず、1点目は、全ての生徒が自己の在り方、

生き方を主体的に考え、多様な学びと社会参画

を実現できる魅力ある新しい県立高校の在り方

についてです。 

 これからの教育は生徒自身がどう生きたいか

を考え、主体的に学び続ける力を育むことが求

められております。人生の選択肢が多様化する

中で、従来の枠にとらわれない新しい高校の姿

について、自由な発想でご検討をお願いしてい

るところでございます。 

 次に、2点目は社会や地域の期待に応える特色

ある再編整備の方向性についてです。 

 教育の質を保つためには、学校規模の適正化

や地域との連携が重要でございます。地域の特

色を生かした学校づくりや、地域の未来を担う

高校の在り方について、幅広い視点からご検討

をお願いしているところでございます。 

 最後に3点目は、特色ある教育を可能にする教

育環境整備の在り方についてです。 

 再編に伴う施設整備や通学支援など、柔軟で

実効性のある環境づくりが求められます。地域

と協働した学びの場や企業との連携など、教育

機会の確保に向けた支援体制についてもご検討

をお願いしているところでございます。 

 17ページ目をご覧ください。 

 第1回会議における委員の皆様の主なご発言

をまとめております。 
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 主なものを申し上げますと、まず、高校再編

においては、目的や意義を明確にすることが重

要であり、多様性への対応や共通性の確保とい

った観点を踏まえるべきとの指摘がございまし

た。 

 また、不登校生徒への支援、理系人材の育成、

少子化に対応した専門学科の統合なども論点と

して挙げられました。 

 加えて、離島と都市部をつなぐ学びの仕組み

の構築、主体的思考力を育む授業の展開、教員、

産業界、行政が連携した教育支援体制の整備に

ついてもご意見があったところです。 

 さらに、学校が地域のコミュニティの中心で

あることを踏まえた役割の再認識、居住地に関

係なく、教育機会を確保するための環境整備な

ど、多岐にわたるご提案がありました。 

 以上で私の補足説明を終わります。よろしく

ご審議願います。 

【中村(泰)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。 

 なお、審査対象の陳情番号75、79となります。 

 陳情書について何かご質問はありませんか。 

【虎島副委員長】 私からは陳情番号75番、教

育環境充実に関する陳情書についてご質問いた

します。 

 こちらはですね、長崎県PTA連合会からいただ

いております。 

 県PTA連合会はですね、今回初めて県に対して、

こういう陳情書を提出されたということです。

この内容については、PTA組織の話ではなくて、

子育て環境のことで、何とかよくしたいという

思いで、2つ、2件について陳情をしてください

ました。 

 子どものために、また、学校のために、しっ

かりと考えて提出いただいたということで、非

常に重く受け止めております。 

 私も委員長も共に、また別に、この陳情書を

受け取るということもいたしました。 

 この内容について少し質問したいと思います。 

 まず、1番ですけれども、特別支援学級の定員

が現在8名ということになっております。内容と

しては、8名ではなかなか、支援も必要な生徒さ

んをですね、8人同時に指導するというのは非常

に無理があるというような意見が現場、そして、

保護者の皆さんからいただいているということ

でございました。 

 そこでですね、現在、この特別支援学級が長

崎県内で何クラスぐらいあって、どのような学

級があるのか、支援が必要な種類によって教室

がつくられていくということですけども、どん

な種類があって、何教室程度あるのかというの

をお知らせください。 

【熊本義務教育課人事管理監】 失礼いたしま

す。 

 まず、令和7年度における特別支援学級の数で

すけれども、特別支援学級については現在、県

内で1,262学級が開設をされております。 

【虎島副委員長】 支援学級の種類と小中学校の

別も分かれば教えてください。 

【熊本義務教育課人事管理監】 失礼いたしま

した。特別支援学級の種類につきましては、知

的障害、それから言語、情緒、肢体、それから

難聴、弱視、病弱といった種類がございます。 

 それぞれ小学校においてはそれら全ての合計

が879学級、そして、中学校においては、それら

全ての種別の合計が383学級となっております。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。か
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なりの数がですね、現在あるということですけ

ども、この陳情の内容にあります最大8人という

のを6名にした場合、どのくらいの数が該当して

ですね、学級が増える、増やす必要があるのか

というのを教えてください。 

【熊本義務教育課人事管理監】 失礼いたしま

す。現在、先ほど申し上げました特別支援学級

の数で想定しますと、この基準を8名から6名に

削減した場合、新たにですね、小学校では教員

の数で言いますと126名が、そして、中学校では

24名の教職員が必要となってまいります。 

【虎島副委員長】 つまりは6名以上見ている学

級が小学校で126クラス、中学校で24クラスとあ

るということと理解をいたしました。聞くと、

この教員っていうのは特別な指導を受けたわけ

ではない方ばかりがほとんどであるというふう

なお話でございました。 

 現在、この教職、教員の数が足りないと。成

り手不足というところもある中、なかなか厳し

い状況等はございますけれども、この実現可能

性について教えてください。 

【熊本義務教育課人事管理監】 この特別支援

学級についてはその必要性というのは十分に承

知をしているところでございますが、やはり現

在、この人材不足であるということから、非常

にこの確保というのは非常に困難であると捉え

ております。 

 なお、この特別支援学級の編制基準引下げに

つきましては、政府の政策要望を通して国に要

望をしているところです。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。 

 国でですね、基準が引き下げられるというこ

とであっても、教員の不足ということにはなか

なか厳しい状況ではあると思いますけれども、

何とか頑張っていただければと思います。 

 続いて2番ですね。教頭先生にPTA業務を担っ

ていただいている現状があるということですけ

ども、実際、現場の状況について分かる範囲で

教えてください。 

【熊本義務教育課人事管理監】  教頭の働き方

の現状としましては、例えば、昨年度におきま

して、時間外勤務45時間超えの教頭の割合が全

部で44.8％となっております。これは全教職員

の平均であります13.6％を上回っているという

状況でございます。 

 その要因の1つとして、PTAに関する業務等の

対応もあると捉えておりまして、この教頭の働

き方改革というのは喫緊の課題であるというふ

うに捉えております。 

【虎島副委員長】 教頭先生の働き方改革とい

うのは非常にいろんな場面で耳にすることであ

り、喫緊の課題であるということでございます

けれども、実際このPTAの業務負担ということに

ついて、どのような対策を講じているのか教え

てください。 

【藤井生涯学習課長】 失礼します。PTAの事務

につきまして、教頭先生が単位PTAであったり、

連合会の事務を担っている状況が多くあること

は、私どもも認識しているところであります。 

 県PTA連合会の皆様とも、こうした課題がある

ことについては、私ども生涯学習課としまして

は、日々の情報交換の中で共有をしているとこ

ろであります。 

 PTA活動について助言をしていく役割を担っ

ております生涯学習課としましては、こういっ

た特定の教職員や保護者の負担とならないよう

な、時代に合ったPTAの在り方、例えば、アナロ

グ的な活動でいまだ行われているような活動で

ありますとか、事務内容についてはデジタル化

していくでありますとか、これまで多くのPTAで
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長く運営されてきております、いわゆる専門部

活動といったようなものにつきましても、従前

のやり方でよいのかというふうなことの見直し

を図るなどの検討をしていただくよう、市・町

教育委員会でありましたり、県・市町のPTA連合

会とも共有してまいりたいと思っておるところ

です。 

 今後、県のPTA連合会の皆様とも連携をしてい

きながら、望ましいPTAの在り方について、今後

も協議をしていきたいと思っております。 

【虎島副委員長】 PTAのですね、陳情書では事

務補助員の配置というようなお話もありました

けども、そもそものPTAの業務とかですね、教頭

先生の業務というところをしっかりとしていき

たいというようなお話と理解をいたしました。 

 この補助員についても、ぜひ様々な観点から

検討いただきまして、この陳情をしっかりと受

け止めていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

【前田委員】 関連で質問させていただきます。 

 今PTAの事務についてありましたけれども、す

みません、そもそもPTA事務ってどんなことがあ

るんですか。 

【藤井生涯学習課長】 教頭先生のPTA事務、学

校によって結構大きく異なる部分もあるんです

けれども、例えば、PTA行事の企画運営に一緒に

教頭先生も入って運営をしていくでありますと

か、文書の作成でありましたりとか、学校によ

っては多少、物品を買ったりとか、何かそうい

ったふうなこともやっておられているというふ

うなことで承知をしているところです。 

【前田委員】 それは各学校でその事務補助員

が配置されてるとこあると思うんですが、そう

いう方にはその業務は今はできないっていうふ

うになってるんですか。 

【熊本義務教育課人事管理監】 失礼いたしま

す。学校の教職員がPTA業務を行う場合について

は、例えば、県立学校におきましては、地方公

務員としての職務に専念する義務というのを特

例的に免除をさせていただいて。 

【前田委員】 事務補助員ができる仕事なんで

すかっていう質問です。 

【熊本義務教育課人事管理監】 事務補助員に

つきましても、市や町の雇用になりますので、

同様の取扱いが必要になってくるかと思われま

す。 

【前田委員】 そうであるならばですよ、この

書きぶりだと事務補助員が配置されてても、PTA

業務が業務として定められてないっていうふう

に、これ、私は読み取ったんですけども、そう

じゃないっていうことですね。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１１分 休憩 ― 

― 午前１１時１４分 再開 ― 
 

【前田委員】 よく分かりました。その上で、

今後このことについて、いろんな種々検討して

いただくという中で言えば、まずは、教頭先生

の45時間以上の勤務が四十数％あるという実態

の中に、このPTA業務も含まれているところであ

るならば、それは45時間以上の中にですね、ど

れぐらい含まれてるのかっていうのは、やっぱ

りしっかりアンケートか何か取っていただいて、

まず、実態を把握してほしいと思います。 

 それと、その負担を軽減する中で、今教育長

が言われたような事務補助員のところの厳しい

こともあるけども、選択肢としてあるんであれ

ば、そこの検討もしていただきたいなと思って

おります。 

 参考までに、その各学校に事務補助員を配置
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するのは、これは市・町教育委員会の管轄って

書いてますけども、今そのどれぐらい配置って

いうのはなされているんですか。それに対して、

県として財政支援をしてほしいというような要

望にもなっていますけども、そのことに対する

見解をお伺いして、この質問を終えたいと思い

ます。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長 陳情につきましては、要望

としてとどめていただいて、分かった段階でお

知らせいただければと思います。 

 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すので、陳情につきましては承っておくことと

いたします。 

 10分休憩を挟ませていただいて、11時25分再

開といたします。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時２５分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 それでは再開します。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質問がないようですので、

次に議案外所管事務一般について、ご質問はあ

りませんか。 

【前田委員】 先ほどは通告なしにすみません

でした。 

 今日の補正予算も説明があった中で、やっぱ

り全て予算に係るのかなと思っています。せん

だっての個人質問の中で、私は産業労働部に対

して、やっぱりもう少し突き抜けるんだったら、

予算をしっかり取るべきだということで、正直

言って、その20％シーリングしてって、あのや

り方に対して、あれじゃ、なかなかですね、ど

こも突き抜け切れないよなと思ってるんですね。 

 そのことはもうちょっと置いておきながらで

すね、僕は産業労働部同様、教育委員会も今日

言葉であった、ながさきの未来を担う子どもた

ちのためにってことを考えたときに、もう少し

しっかり予算を取ってきて、いろんな展開をす

べきだなという趣旨にのっとって質問したいと

思います、そういうことを踏まえて。 

 今現在ですね、教育にかかっている予算全般

ですけども、本県は離島とか、小規模の学校も

抱えていますので、先ほど言ったように、人件

費等の額も膨らんでると思うんですが、まずも

って全体的に、九州各県と比べて、長崎県の教

育にかける予算がどういう状況なのかをご答弁

いただきたいと思います。 

【井手教育政策課長】 教育委員会所管の予算

全体のことについてのお尋ねでございます。 

 教育委員会予算、教育委員会所管の令和7年度

当初予算額は、1,309億9,071万円でございまし

て、九州各県の中で見ますと、福岡県、沖縄県、

鹿児島県、熊本県に続きまして5番目に多い予算

となってございます。 

【前田委員】 1,309億ということで、今回の補

正で1,347億1,100万になったということですけ

ども、全体としての順位聞いたときに5番目とい

うことで、沖縄とかやっぱり鹿児島とも長崎県

同様、離島とかを抱えているから、もしかする

とその教育の予算の中に人件費も結構含まれて
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いると思うんですけども、人件費を除いたとこ

ろでですね、どれぐらいの位置にあるのかとい

うことと、産業労働部の場合に単純比較すると

きに、なかなかやっぱ条件が違いますから、産

業労働部では事業者1社当たりに対して予算が

幾らになってるのかって質問したんですが、教

育委員会で置き換えると、児童1人当たりに対し

て予算が幾らぐらいかということの質疑をさせ

ていただいて、その順位等も確認させてもらい

たいと思います。 

【井手教育政策課長】 今、ご質問いただきま

したうち、まずは職員給与費を除きました行政

経費といたしましては、令和7年度当初予算額に

つきましては189億8,633万4,000円となってお

りまして、これは九州各県の中で見ますと、7番

目となっております。 

 続きまして、児童生徒1人当たりの予算額とい

うことでございました。 

 最初にご答弁申し上げました全体予算で見ま

すと、児童生徒1人当たりの金額といたしまして

は、やはり九州各県で見ますと5番目となります

けれども、給与費を除いたところで見てみます

と、児童生徒1人当たりの金額は、やはり7番目

ということになります。 

【前田委員】 1,309億円の中で、人件費等を除

いたら189億、しかというか、しかなんでしょう

ね。しかないっていうことなんでしょうけども、

九州各県の中で比較しても、やっぱり7位という

ことを含めたときにですね、やっぱり、冒頭話

しましたけども、これからそのどこにお金かけ

るかっていったときに、やっぱり子どもにお金

かけるってことはすごく大事だと思うんですね。

そういった現況を見たときに、まず、その今の

現状について、教育長としてどういう認識を持

っているのかですね、お尋ねしたいと思います。 

【前川教育長】 前田委員からご質問ございま

して、課長から答弁申し上げましたけれども、

教育予算の中で職員給与費を除いたところの事

業費であったり、あるいは教育環境を整備して

いく予算というのは、九州の中でも決して多い

ような状況ではないと思っています。 

 特に、本県、もともと財政基盤、非常に脆弱

でありましたけれども、三位一体の改革以降で

すね、やっぱり選択と集中、コスト削減ってい

うのは続いておりまして、教育委員会としても

なかなか思い切った予算の要求ができていない

というそういう状況が長く続いているというふ

うに認識をいたしております。 

【前田委員】 予算要求の査定率もですね、確

認させてもらいましたけども、十分な予算要求

できない中でもそこでもさらに査定がかかって

いるという現状を考えたときにですね、やはり

僕個人的に見ても、もっともっと整備、ハード

面で整備してほしいこともあるし、ソフト面を

もっと充実させてほしいということがあります。 

 例えば、後ほど今日質問出たかもしれません

けども、ちょっとハードとは違いますけど、タ

ブレットですね。前回もいろんな議論できまし

たけど、その中で佐賀と大分は県が負担してい

るってことですけども、多分その負担額ってか

なり何十億という金額、その財源がどこにある

か分かりませんけども、やっぱりそういったこ

とも含めて、あわせて学校校舎も老朽化してい

るし、特に施設の中見ると、トイレ等の改修等

も急がれるところかなと思ってます。 

 ソフト面を見たときに、さっきタブレットの

話もしましたけども、各種のKPIの指標の中で、

検定等ですね、そういうものの達成率がまだ達

していないってなったときに、他県においては、

そこに対して助成をしているような県もありま
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す。 

 私個別に少しやり取りさせてもらっている、

これから子どもの探究学習をもっともっと進化

させてほしいという中で、今年初めてですね、 

5,000円掛ける800人分、400万ですね、予算もつ

きましたけども、そういうこともまだまだその

予算を拡大してほしいということを、僕自身は

思っています。今日、こういう質疑やらせても

らってですね、少なくとも長崎県の予算がそこ

まで突出してないっていうか、低い方にあるっ

ていうことを数字で事前に見せて、資料として

もらったので、できましたら、その資料を委員

長の許可取ってですね、各委員の中でも共有さ

せていただいてですね、財政厳しい中で大変か

もしれませんけども、やっぱりどこにお金をか

けるかってなったときに、教育にかけるってこ

とはとても大事だと思いますんで、その上で、

しっかりとこういう議会の声も踏まえてですね、

予算要求をもっとしっかりやると、大胆にやる

っていうことをしないと、もっと突き抜ける選

ばれる県にならないのかなという気もしていま

すので、そういうことを最後に要望したいと思

いますが、総括してですね、教育長として僕の

やり取り含めたところで、決意というか思いを

述べていただいて質問を終えたいと思います。 

【前川教育長】 ありがとうございます。 

 これから教育の面で、ソフトの面ではグロー

バル教育であったり、探究あるいは文理横断、

また、新たなAIへの対応などですね、様々な課

題がございます。ハード面でも1人1台端末であ

ったり、あるいはもう夏場の猛暑対策のための

空調整備、あるいはトイレの改修とかですね、

本当に教育委員会として早急に力を注いでいか

なければならない喫緊の課題が数多くございま

す。教育県長崎の確立のためにも、必要な予算

というものをしっかり確保できるように、知事

部局の理解を得ながら、積極的に取り組んでま

いりたいと思っております。ありがとうござい

ます。 

【前田委員】 すみません、別の質問に入りま

す。 

 以前からですね、その教職員の現場において

僕らも地元で聞いてんですけども、やっぱり保

護者への対応、クレーム対応ですね、大変だと

いうことで、僕はカスハラっていう見方をして

ますけど、カスハラという言葉が適切かどうか

は別としてですね、以前から県の条例でも必要

かもしれませんけども、教育委員会としては早

急に、その教育現場におけるカスハラの指針を

立てるべきだということを要望していますけど

も、現状、どんな進捗になっているのかをご答

弁いただきたいと思います。 

【馬木高校教育課人事管理監】 ありがとうご

ざいます。以前の委員会の議論を踏まえて、今

年度、調査をしております。例年実施している

県立学校ハラスメントに関する調査の中にカス

タマーハラスメントの項目を追加して実施をし

たところです。 

 県立中学校・高等学校、特別支援学校の全教

職員を対象にしてやっております。 

 令和6年10月1日から令和7年9月30日の間に起

こった内容について回答を求めたところです。 

 その中で、様々なハラスメント挙がってきて

るんですけど、今回そのカスタマーハラスメン

トに関わるものも数件、内容が挙がってきてお

ります。 

 内容としましては、保護者からの過剰な要求

というものが多かったというような状況がござ

います。 

 そういったことも踏まえてですね、少し取組
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をしております。前、申し上げましたとおり、

弁護士相談窓口とか、それから、学校経営アド

バイザーとか、そういった対応をしていたとこ

ろですが、それに加えてですね、留守番電話対

応を新たに始めてみたり、そういったことを今

少し進めているところです。 

【前田委員】 実態を調査していただいたって

いうのはありがたいですけども、今おっしゃっ

たような3つぐらいの対応含めてですね、ちょっ

となかなかそれだけで学校現場の方の教職員の

方が、それで本来の仕事に専念できるかってな

ったら、ちょっと難しいのかなとまだ思ってい

ます。 

 他県でも、このこと問題になっていて、つい

先日の新聞等にも、よその県の事例等もありま

したので、少し先進事例も確認していく中で、

もう少し明確に、学校現場に対して指針を出せ

るようにしてほしいと思っていますけども、再

度答弁を求めたいと思います。 

【馬木高校教育課人事管理監】 ありがとうご

ざいます。 

 長崎県教育委員会「ハラスメントに関する苦

情相談に対応するに当たり留意するべき指針」

を、以前、つくっておりました。ただ、このハ

ラスメントの中には、先ほどと同様、カスタマ

ーハラスメントについての内容が含まれており

ません。そういった意味で、内容に少し古いと

ころもありますので、この今、既存の指針の中

にですね、カスタマーハラスメントに対する内

容を至急追加をしていくことを考えております。

県のハラスメントの対応指針、長崎県カスタマ

ーハラスメント対応基本指針であるとか、先ほ

ど委員がおっしゃったような、他県の事例とか

もしっかり内容を確認しながら、積極的に検討

していきたいというふうに思っております。 

【中村(泰)委員長】 先ほどの前田委員からあ

りました資料の提供ですけれども、委員の皆さ

んにですね、配付いただきますようよろしくお

願いいたします。 

【中山委員】 校種間連携について、お尋ねい

たしますが、先日9月の26日、常任委員会で、子

ども政策局の方に対しまして、子どもの健全な

育ちについて考えるプロジェクトについて、幾

つか質問をしたわけでありますが、その折、幼

保小連携に課題がたくさんあるということが指

摘されました。 

 そこで教育委員会のこの事業に対する現状認

識、課題、今後の取組について、幾つか質問を

したいなと思いますが、まず最初に、現状の評

価についてでございますが、前期教育基本振興

基本計画、令和1年から令和5年までにおいて、

幼保小の接続、園と小学校との交流を2回以上実

施とありますけども、最終目標はですね、100％

になっておりますが、これに対して、令和5年度

55.2％ということでですね、非常に低い。この

ことをですね、こども政策課の方はですね、未

来課の方はこれをしてきたんだろうというふう

に考えておりますが、これについての評価です

ね、教育委員会としてこれをどういう評価しと

るのかお尋ねしたいなと思います。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

幼保小連携につきましては、これまでもいわゆ

る推進協議会等をしながらですね、進めてまい

ったわけですが、先ほど中山委員の方からあり

ました、いわゆる幼保小連携のいうところの部

分について、なかなか活動が2回以上できている

ものが55.2％というところでなかなか進んでい

ない部分もあるのかなというふうに感じており

ます。 

 ただ、幼保小連携による教育活動の実施状況
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というところを確認しますと、連携をしている

ところは、もうほぼほぼ98％以上あるというと

ころもありますので、そういったところの連携

している内容等について、今後、また確認をし

ていく必要があるかなというふうに考えている

ところです。 

【中山委員】 基本的には内容の問題だと思う

んですよね。それでね、この幼保小連携につい

ては、子ども政策局ができる前からですね、取

り組んできている問題で、かなり長い時間を経

過しているわけですね。 

 それで、このたびのその交流についてね、基

準年、平成30年のですね、68.3％ですね。はる

かに下回ってるわけですね。5年間かけて基準年

を大きく下回っておると。この辺の要因につい

て、義務教育課として、どのように分析しとる

のか、お尋ねしたいなと思います。 

【松尾義務教育課長】 幼保小連携の必要性、

重要性というのはですね、各学校しっかりと考

えているところだと思っております。 

 先ほども申しましたとおり、教育活動の実施

状況につきましては、一定何らかの連携を図っ

ているということですが、先ほど言われました 

下がっているというところにつきましては、30

年度を基準としてということでありましたので、

途中コロナ関係もございましたので、そういっ

たところでの減った部分もあるのではないかな

というふうに捉えているところです。 

【中山委員】 このね、コロナはね、一つ影響

しとることは間違いないと思うんですけれども、

園側としてね、このコロナもあってね、交流し

ようという積極的な関わりが薄いというような

ね、調査結果が出とるわけね。これを踏まえて

どうするかという問題になってくるわけですよ

ね。 

 そこでね、就学前の施設にとって、小学校へ

の働きかけることのですね、抵抗感が強いと指

摘されているわけです。これに対してどのよう

な取組をしてきたのか。ここを解消せんことに

は、なかなか難しいなって考えているわけであ

りまして、結果は小学校の方で出てくるわけで

あってね、幼稚園の送り出すわけやから。そう

なると、小学校の方から義務教育の方が積極的

にね、働きかけていく必要がね、僕はあるんじ

ゃないかと思いますが、それを踏まえてどうい

うふうに取り組んでおったのか、お聞きしたい

なと思います。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

先ほども申しましたとおり、幼保小連携につき

ましては、本当に必要な部分であるかなという

ふうに思っておりますので、先ほど申しました

幼保小連携推進協議会におきまして、やはり市

町教育委員会の方と、幼保小連携の在り方につ

いてですね、情報共有をさせていただいている

ところです。 

 各学校の取組から申しますと、1年生の生活科

の学習の中で、幼稚園生を招待して昔遊びをし

たり、そういったところでの交流を図っている

学校もございます。そういったところのですね、

交流の成果とか効果についてもですね、しっか

りと情報共有ができればよいなというふうに考

えています。 

【中山委員】 交流は、やっとるけども、言い

たいことは、今現在、いろいろな子どもがおる

と。子ども一人一人についてね、的確に把握し

てないんじゃないかと。そこは十分じゃないん

じゃないかと。そこに問題点がある出とるんじ

ゃないかなというような話をしとるわけです。 

 そこでね、こういう意見がありますよ。市町

教育委員会による園訪問や、園と小学校との入
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学前の引継ぎは、特別な支援が必要な園児を確

認することを中心に行われているとね。ここな

んですよ。このためにね、教育委員会として、

県教育委員会として、市町教育委員会、どのよ

うな形で指導しとるのか。これ、最近の9月の段

階でこういう指摘受けとるんですよ。どういう

指導をしておるのか、市町教育委員会に対して。

そこをお聞きしたいなと思います。 

【松尾義務教育課長】 先ほどおっしゃいまし

た幼稚園、保育園の子どもたちの情報をしっか

りと小学校につなぐということはとても大事だ

と考えております。特に、1年生で学級編制をす

る際の、やはり資料となりますので、そういっ

たところの情報についてはしっかりと各学校に

おいて、入学前、後の情報交換をしているとい

うような状況を聞いております。 

 ただ、先ほど言われましたとおり、園側の方

から、要するに幼稚園、保育園の方から逆に課

題意識があるという部分については、しっかり

と市町教育委員会や各学校にも伝えていく必要

があるかなというふうに考えております。 

 この幼保小連携のことにつきましては、先ほ

ど申しました推進協議会もですが、各市町の指

導主事研修会等におきましても、その重要性等

についてはしっかりと指導してまいりたいと考

えております。 

【中山委員】 指導するっていうことによって

その中身の問題ですよね。どういうふうに充実

していくのか。お互いにウィン・ウィンの関係

をどう持っていくのか。そういう結果を出して

いく形なってくると思うんですね。 

 そこでね、やはり先ほどちょっと話したけど

も、園から学校に来た小学校に来た場合ですね、

生徒がいろいろ、例えば、保育園、幼稚園イン

ターナショナルスクールとか、海外からの転居

した人とかですね、入学前の児童の状況がです

ね、様々であるということがですね、さらに複

雑化しておるということなんですよね。 

 そこでね、これ、1つの対策の1つでね、プレ

クラス制度、東京都港区の小学校で導入しとる

んですけどもね。入学当初は1か月間、仮クラス

ね、プレクラスとしてですね、児童の状況を見

た上で、正式には5月にクラス編制をするという

ようなことになってるようではございますけれ

ども、この場合、やはり慎重に取り組んでいる

学校もあるわけですね。そうすると、もう1回改

めてお尋ねしますけれども、本県において、そ

の小学校のクラス編制の予定というかね、どの

辺に、時代に応じてやっぱり変わってくると思

うんです、時代に応じてね。そのクラス編制の

要請についてどのように考えているのか、お尋

ねしたいなと思います。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

先ほどもお伝えしたとおり、園からの情報等を

基にしっかり学級編制をさせていただいている

ところですが、3月末ぐらいにですね、園の方か

らの情報をいただくような会を各学校、設けて

いると思います。 

 その子が入学してくるお子さんが在籍をされ

る幼稚園、保育園等にしっかりと連絡をして、

その方々に来ていただく、もしくは伺って、し

っかりと情報をいただくというようなところを

しているのではないかと思っております。それ

を基に、基本的には学級編制をさせていただい

ているところです。 

 その際に、先ほどおっしゃいました仮クラス

をして5月にというような取組等もあるという

ことですが、多分、長崎県内においては4月に学

級についてはもうしっかりと決めて、子どもた

ちを迎えているという現状ではないかなという
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ふうに考えております。そのような学級編制に

つきましては、先ほど申しました3月末に園から

の情報をいただいた上で、子どもたちの関係性

のことであったりとか、そういったことを含め

て編制をさせていただいているというところに

なります。 

【中山委員】 ぜひね、やはり保育所と小学校

は、かなり段差が多いですよね。それであれ、

クラス編制を併せて、やはり幼稚園では、遊び

ながらやっていくというのが基本にやってきと

るでね、そうなると、やっぱり遊びながら、遊

びのある授業というのをね、少しやっぱ研究し

ていって、真四角な形でね、授業ばかりじゃな

くて、遊びを取り入れた中で、授業をどういう

ふうに理解していくのか。この辺のね、技術的

な問題もあると思いますけどもね、ぜひ、そう

いう対応を、ひとつお願いしておきたいなと思

います。 

 それと、特にもう一つ、小中校の連携ですね。

特に中学校は思春期っていうこともあったりす

るけども、やはり不登校あたりが非常に多いわ

けね。そうなると、小学校から中学校に来ると

きの段階で、なかなか学びについていけないと

いうようなこともあろうかと思いますけれども、

この小中連携の現状と課題ね、これをどういう

ふうに捉えておるのかお尋ねしたいと思います。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

先ほどもおっしゃっていただいた、幼保小連携

だけではなく、校種間、小中の連携につきまし

ても、基本的にはしっかりと連携をしている状

況にございます。 

 基本的に小中学校、ほぼほぼ99％の学校の方

で小中連携を行っているところです。 

 逆に、連携をしていないところはあるのはな

ぜなのかというところがあると思いますが、そ

こはいわゆる分校、いわゆる低学年しか在籍を

しないという学校につきましては、連携といい

ますか、教育活動しておりませんが、基本的に

は高学年がある小学校につきましては、中学校

との連携をしっかりとしているところです。 

 ただ、中1ギャップとかいう話もございますの

で、6年生から中学校1年生に上がる際の、いわ

ゆる先ほどのような情報交換といいますか、そ

ういったところをしっかりとやっているところ

ではないかと思いますが、なかなかそれが中学

校の中で生かされていない部分もあるのかもし

れません。中学校の中でいろいろな問題が起き

たときに、再度小学校に情報を求めたりとかい

うような現状もございますので、やはり3月の小

学校から中学校に上がる際の情報交換のところ

について、しっかりと改めてやっていくように

ということで話をしていきたいというふうに考

えております。 

【中山委員】 ぜひね、この辺についてはやは

り小学校から中学校に上がるときに、やはり正

確な情報を、お互いに共有していくと。この辺

がやはり基本になってくると思うんですよね。

それと併せて、小学校時代に潜在化したやつが

中学校で顕在化してくるってこういうケースも

あるんでね、よくよくその辺を専門家を見なが

らね、やはりつなぎをしていくと。その辺につ

いてもっと力強くやっていく必要があるんでは

ないかなということを指摘しておきたいと思い

ます。 

 それと、もう一つお尋ねしますけれども、こ

の幼保小連携事業と子どもの健全な育ちについ

て考えるプロジェクトのこの関係性ですね。こ

れ、どういう考えればいいのか。僕としては、

幼保小連携がうまいこといっとるからプロジェ

クトに進んできたのか。このプロジェクトは、
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いじめの予防防止という観点があるわけですね。

これの関係性がね、どうなっておるのか。それ

と、このプロジェクトの今後の展開をどう考え

ておるのか。この辺をちょっとこっちだったか

な。お尋ねしたいと思います。 

【藤井生涯学習課長】 ありがとうございます。

本プロジェクトの意見交換会の方を受け持って

いるところでございます。 

 本プロジェクトについては、不登校だけじゃ

なくて、いじめでありますとか、いわゆる学校

内での問題行動であるとか、そういった子ども

たちが増えているというふうな状況をもって、

関係者の皆様方にお集まりいただいて、今後、

どのようなことができるかというふうなことを、

その背景を含めて検討しているところでござい

ます。 

 そうした中で、現在、2回目の会議が終わった

ところであります。そこで出てきてきた論点と

いたしましては、幾つかございますが、まずは

先ほどもお話にありましたような、幼児期から

の育ちの連続性に関わること、ほかに愛着形成

でありますこと、または子どもたちの感情の調

整がうまくいかないというふうなこと、または

居場所づくりのこと、そういった面の多面的な

観点でお話が出てきたところでありました。 

 今度、次は3回目、年明けにもう一度意見交換

会をします。その中では関係者の皆様方、多様

な皆様がお集まりですので、それぞれの皆様方

の立場でどのようなことができるかであります

とか、また私ども県の課題として、今回このこ

とにつきましては、広く社会に訴えていきたい

取組にしていきたいと考えておりますので、単

純に保護者、親御さんに起因することであると

か、学校に起因することとかっていうふうなこ

とではなくて、広くいろんな面で社会ぐるみで

取り組んでいきたいというふうなことを先の視

野として持っておりますので、そういったこと

に向けて関係者の方々から丁寧に意見を伺って

いきたいと考えているところです。 

【中山委員】 今ね、いろいろお話あったけど

も、私、これをやはり発展させていく必要があ

ろうと考えているんですよね。やはり今の子ど

もっていうのは、私が感じるのにやはり、親子

の関係、兄弟の関係、社会との関係、やっぱつ

ながりがやっぱり弱くなっておるということが

基本にあって、そこでやはり信頼関係ね、先生

との仲も含めて、誰かとやはり信頼関係をつく

っていくことによって、心の安定というか、そ

ういう部分が出てくるんだろうと思うんですよ

ね。 

 そういう中で、教職員と児童生徒一人一人と

向き合う時間の確保が、働き方改革しとるけど

も、なかなか十分まだ取れないという状況にあ

りますよね。 

 そういう中で、あわせて今グローバル人材を

育てようということも言われておりますけども

ね。そういう中で、僕、愛のね、愛の握手の作

戦というかね。愛の握手作戦。そして、学校に

来たときでもいいけども、先生の大きな手と小

学生1年生の小さな手と合わせてね、問題、要点

はこれだけじゃなくて、やはり目と目を合わせ

ると。目を、アイコンタクト、ここをきちんと

習慣できれば、やはり必然的に心と心が通って

くるんではないんじゃないかなと、こういうふ

うに思ってるわけですよね。 

 そして、これは時間もあんまりかからない、 

握手するのはね。そういう意味ではこれをね、 

幼稚園とか保育所とか、この小学生の低学年の

時代ね、やはり教育活動の中でね、1回やってみ

たらどうかなというような考え方をですね、持
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ってるわけでございますが、その点について教

育委員会の考え方についてお尋ねしたいなと思

います。 

【中村(泰)委員長】 時間が来てますので、最

後のやり取りをお願いします。 

【中山委員】 あと1回駄目かな。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

教師にとって、子どもたちのことをしっかりと

理解をすること、子どもたちと心を通わせるこ

と、とても大事なことだと思っております。そ

して、さらには子どもと教師の信頼関係づくり

をすること、その中で委員がご提案していただ

いています握手につきましては、やはり子ども

としっかり向き合って教師の愛情を伝え、子ど

もの表情を身近に感じることのできる、ぬくも

りのある行為の一つではないかなというふうに

思っております。子どもとの信頼関係を築いて

理解をする上で有効な手だての一つとして考え

ているところです。あくまでも、子どもの理解

や信頼関係づくりということが大切だと思って

おりますので、その手法については、その握手

だけというわけではなくて、やはり子どもたち

の発達段階や、いわゆる状況、お子さんの中に

は目を合わせることを苦手としているお子さん、

体に触れられることを苦手とするお子さんもお

りますので、やはりそういった子どもたちの状

況や各学校の実態に応じた柔軟な手法や取組が

望ましいのではないかなというふうに考えてい

るところです。 

【中山委員】 最後にします。 

 この握手のね、というのは日本人は両手でこ

うやるけども、外国人は全部片手でやるんです

よね。僕、1回外国行ったときに、両手で握って、

笑われたことあるんですよ。握手についてもね、

これは儀礼ですからね。日本人頭を下げてこう

するけどもさ、必ず外国人は手を先に出すんで

すよ。この辺を、きちんと、グローバル人材を

育てようということであれば、そういう子ども

たちの状況はいろいろあるとしても、段階的に

すればいいわけであってさ、段階的にね。ぜひ、

これを幼保小連携事業かね、またはその子ども

を健全に育ちを考えるプロジェクトの、これを

今後、事業化していくためにね、こういう事業

の中で、モデル事業として、1回取り組む必要が

あるのではないかなというような気がしており

ますんで、今日もうこれくらいにしますけど、

ぜひ、一つモデル事業として、幼保小連携事業

あたりで取り組んでやってみたら、長崎方式と

いうか、独自の方式がね、長崎で開発されるか

もしれないし、ぜひ、一つ、積極的な取組を期

待して、質問を終わります。 

【中村(泰)委員長】 それでは、午前中の審査

はこれにてとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は1時30分から第１号請願「ゆたかな学び

の実現、教職員定数改善等に関する意見書の採

択を求める請願」の審査を行い、午後2時30分よ

り、第２号請願「本県の教育条件を改善しすべ

ての子どもたちにゆきとどいた教育を行うよう

求める請願書」の審査を行います。お疲れさま

でした。 
 

― 午後 零時 １分 休憩 ― 

― 午後 １時２９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願審査を行います。 

 第1号請願「ゆたかな学びの実現、教職員定数

改善等に関する意見書の採択を求める請願」を

議題といたします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堤議員】 紹介議員の堤典子です。本請願は、
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子どもたちの豊かな学びや学校の働き方改革を

実現するために、教職員の定数改善等に関する

5つの項目を措置することを求める意見書を国

に提出していただきたいというものです。 

 5項目の内容は、1つ目は、35人学級を着実に

実施し、さらなる少人数学級の検討を行うこと、

2つ目は、働き方改革や長時間労働是正に向けて、

教職員定数を改善すること、3つ目は、自治体で、

国の基準を下回る弾力的な学級編制ができるよ

う、加配の削減をしないこと、4つ目は、新規採

用者が専門性を発揮して意欲的に働き続けられ

るよう、処遇改善に必要な財政措置を講じるこ

と、そして、5つ目に、教育の機会均、教育水準

の維持向上のため、義務教育費国庫負担制度を

堅持すること。 

 子どもたちの学びの力を引き出し、その成長

をサポートする教育の仕事は大変やりがいのあ

るものです。しかし、様々な教育課題、多様な

子どもたちや保護者への対応が増えて、多忙な

長時間労働の仕事であることから、教員希望者

は減少しています。今年6月に公立学校の教員給

与特別措置法、給特法が改正されて、残業代の

代わりに基本給の4％相当を支給している教職

調整額を、来年1月から毎年1％ずつ、10％まで

引き上げていくことになりましたが、学校現場

の深刻な状況の改善にはとても追いつかず、教

職員定数の改善は急務です。先生たちが元気で

生き生きと働き、分かる授業を工夫し、子ども

たちの小さなつぶやきやSOSをキャッチできる

ためには、教職員が本務である仕事に専念でき

る環境を整える必要があります。県の政府政策

要望にもしっかり盛り込まれています。 

 子どもたちの豊かな学びを実現し、学校現場

の働き方改革の実現に向けて、請願への各委員

の皆様のご賛同をよろしくお願いします。 

 なお、請願人が趣旨説明を希望しております

ので、よろしくお取り計らいいただきますよう

お願いいたします。以上です。 

【中村(泰)委員長】 この際お諮りいたします。 

 請願人から趣旨説明を行いたい旨の申出があ

っておりますが、これを許可することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡明にお願いいたします。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時３２分 休憩 ― 

― 午後 １時３５分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】 今日は請願人、そして紹介議員

のお二方ですね、大変お疲れさまです。今出さ

れました請願1号のですね、ゆたかな学びの実現、

教職員定数改善等に関する意見書のですね、採

択を求める請願について、それぞれ趣旨説明が

ありました。そのことを含めてですね、少し教

育委員会の方とそれから請願にもですね、幾つ

か質疑をさせていただきます。 

 まず、請願で出された5項目につきましては、

ほぼ県教委が毎年、国に対して政策要望を出し

ています。今年度も義務教育に関わる教職員定

数の改善と確実な財源保障、それから、学校の

ニーズに応じた専門スタッフや多様な人材の配

置推進に係る財政支援の充実、それから、公立

学校施設の設備促進、公立学校におけるICT環境

設備に関わる財源措置の充実というふうなこと
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で、それぞれ要望を出されております。 

 それで、まず、教育委員会の方にお尋ねです

けれども、1項目のですね、中学校での35人学級

を着実に実施することということとですね、そ

れから、さらに少人数学級について検討するこ

とということでありますけれども、この少人数

学級についての県教委としての認識をお尋ねい

たします。 

【熊本義務教育課人事管理監】 お尋ねの、ま

ず、少人数学級編制についてでありますが、少

人数学級編制につきましてはご承知のとおり、

子ども一人一人に目が行き届く教育が推進でき

るといったこと、また、子どもたちが抱えるよ

うな様々な問題にきめ細やかに対応することが

できることといったような効果があると認識し

ておりまして、本県におきましても、小学校、

中学校へ順次進めてきた経緯がございます。 

【坂本委員】 ありがとうございます。それか

ら、2番目のですね、教職員定数改善を推進とい

うことで、これは国の方に、定数改善を求めて

いるとおりだろうというふうに思います。 

 3番目の国の標準を下回る学級編制基準の弾

力的運用の実施というふうなことがありますけ

れども、これは午前中の陳情審査の中でも一つ

の例として、いわゆる特別支援学級の編制基準

について、県のPTA連合会の方からも引下げを要

望しますというふうなことで、そのときの質疑

の中で、県教委としても国に要望しているとい

うふうなの答弁がありましたけれども、そのこ

とをもう1回確認させてください。 

【熊本義務教育課人事管理監】 今ご指摘いた

だいたとおり、国の標準を下回る学級編制につ

いての弾力的運用等についてはですね、同様に、

加配定数の確保も含めて国の方に要望させてい

ただいているところでございます。 

【坂本委員】 それから、5番目のいわゆる義務

教育国費の国庫負担制度の維持ということなん

ですけれども、これもですね、午前中、ちょっ

と教育長からも答弁ありました、いわゆる三位

一体改革後、本来であれば、それまではこの義

務教育の国庫負担というのが2分の1、2分の1だ

ったんですけども、それが三位一体改革の中で

ですね、いわゆる構造改革の中で3分の1に減少、

国の負担の方がですね、減らされたというふう

なことになっております。 

 特に、本県は離島とかですね、離島、半島を

抱えまして、県内の全ての地域で均等な教育を

受けるためにこの義務教育の国庫負担というの

は非常に重要な制度ではないかなというふうに

認識をしておりますけれども、現在の3分の1、

これをもちろん地方財政、地方交付税措置もあ

りますので、一定確保はできてるんだろうとい

うふうに思いますけれども、その重要性と今後

も維持していくことについてはここに書かれて

いる内容で間違いないかどうか、そこを確認さ

せてください。 

【中村(泰)委員長】 答弁できますか。暫時休

憩します。 
 

― 午後 １時４２分 休憩 ― 

― 午後 １時４３分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

【井手教育政策課長】 義務教育費国庫負担制

度につきましては確実に財源措置がなされるよ

うに国に要望をしているという状況でございま

す。 

【坂本委員】 それぞれありがとうございまし

た。 

 それから、最後に請願人の方にお伺いいたし

ます。 
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 4番目の教職員の処遇について、新規採用を継

続的に確保するということと、それから、その

ことが専門性を発揮して意欲を持って働くこと

ができる。それと、専門性を発揮して、意欲を

持って働くことができるよう、改善に必要な財

政措置を講じる。具体的にどういうふうなこと

を講じていけばいいのか、そこについてちょっ

と認識をお伺いします。 

【中村(泰)委員長】 しばらく暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４９分 休憩 ― 

― 午後 １時４９分 再開 ― 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑ありませんか。 

【坂本委員】 それぞれ県教委の担当課、そし

て、請願人のご答弁、ありがとうございました。

以上です。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑、ございませ

んでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

【近藤委員】 自民党会派を代表しまして、本

請願に反対の立場から討論させていただきます。 

 現在、政府・与党は誰一人取り残すことなく、

全ての子どもたちの可能性を引き出す、令和の

日本型学校教育の構築に向け、ICT活用と少人数

の学級を車の両輪として取り扱っております。

令和7年度予算においては、教師等の働き方改革

のさらなる加速化等を挙げており、小学校35人

学級の計画的な整備に必要な経費が盛り込まれ

ております。現時点において、できる限りの対

応を行われていることに加え、来年度概算要求

においては、文科省予算10％増が計上されてお

り、GIGAスクール構想の継承や中学生の切れ目

がなく、35人学級が実施されること等が計画さ

れております。 

 自民党令和の教育人材確保に関する特例委員

会は、昨年5月、政府に対して、令和の教育人材

確保に向けた緊急決議を政府に対して要請し、

教師の処遇を抜本的に改善すること等について

要望を行いました。それを受けて本年6月、教職

員給与特別措置法改正法が成立し、教職調整等

額を従来の4％から10％まで段階的に増額する

ことや、時間外勤務時間を30時間程度とするよ

う、目標値が盛り込まれました。また、義務教

育費国庫負担金に関しては、義務教育における

教育水準に格差が生じないよう、教職員給与費

の全額を補償することの制度は必要な制度であ

ると考えております。 

 しかしながら、制度の負担割合の拡充に関し

ては、ほかの政策と整合性の観点から、また、

厳しい財政状況下にある国の負担割合を高める

ことは、現実的ではないと考えております。 

 以上の点を踏まえまして、既に政府・与党に

よる様々な対策が行われていることによって、

本請願には反対をいたします。委員各位のご賛

同をよろしくお願いします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに討論はありません

か。 

【坂本委員】 改革21を代表して請願に対して

賛成の討論をさせていただきます。 

 子どもたちの豊かな学びと健やかな成長を実

現するために教職員がやりがいを持って授業を

はじめとする教育活動に打ち込める環境を整備

することが不可欠であります。このことが教職

員の魅力化につながり、さらには持続可能な学

校教育の実現にもつながっていくというふうに

考えております。 
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 今、反対討論の方がありました。もちろん政

府・与党として、そして、県議会の自民党会派

さんとしてですね、この請願と向かう方向は同

じではないかなというふうに私、聞きながら、

感じた次第であります。 

 ただ、一点だけですね、義務教育の国庫負担

制度を維持することっていうふうな項目があり

ますけれども、これは、必ずしもその負担割合

を求めているものではありません。そのことは

ぜひ確認をお願いしたいというふうに思います。 

 もちろん今、政府・与党が取り組まれている

内容、そして、今国会今年の6月に、いわゆる改

正給特法が成立をしたというふうなことで、今

からもっと働き方改革含めた教職員の定数改善

とかそういったものがさらに進めなければなら

ないというふうに思っております。 

 そういう状況の中で、県の方も毎年、国に対

して政策要望活動を行っておりますけれども、

今回の請願につきましては、この5項目の意見書

を国へ提出をするというふうなことであります

ので、こういった流れを加速をさせ、そして後

押しをするというふうな位置づけではないかと

いうふうに認識しておりますので、この請願に

ついて賛成ということで討論をさせていただき

ます。 

 委員各位のご賛同方をいただきますように、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【中村(泰)委員長】 ほかに討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 これをもって討論を終了

いたします。しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時４９分 休憩 ― 

― 午後 １時４９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 第１号請願に対する質疑・討論が終了しまし

たので採決を行います。 

 第1号請願「ゆたかな学びの実現、教職員定数

改善等に関する意見書の採択を求める請願」を

採択することに賛成の委員の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

【中村(泰)委員長】 起立少数。 

 よって、第1号請願は不採択するべきものと決

定されました。 

 以上で請願の審査を終了します。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。本委員会を代表いたしまして御

礼申し上げます。ありがとうございました。 

 請願人にはご退出いただきたいと存じます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時５０分 休憩 ― 

― 午後 １時５３分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 議案外所管事務一般につ

きまして、質問を続行させていただきますが、

ご質問ございませんでしょうか。 

【松本委員】 では、質問させていただきます。

お手元にもお配りされていますふるさと納税に

ついて、まず、質問させていただきます。 

 前回の議会でも質疑がありまして、もう早速

の対応ということで、部長説明資料にも4ページ

に、10月29日から寄附の募集を開始したという

ふうにあります。 

 このビラがあるんですけれども、まず現状と

して、今12月ですけれども、その募集を開始し

た状況についてお尋ねをいたします。 

【井手教育政策課長】 10月29日にふるさと納

税の募集を開始をいたしておりますが、現状の

寄附金がどれくらい集まったかということにつ
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きましては、11月末現在のところで、25校に合

計36万6,000円の寄附を頂いているという状況

でございます。 

【松本委員】 まだ、始まったばっかりで1か月

で周知もされていないと思います。これはあく

までもふるさと納税ではございますが、通常の

ふるさと納税と違って返戻品があるわけではあ

りませんし、それともう一つは、やはり寄附さ

れる方が母校への思いでされるものであります

から、まず、この制度を知らないことには寄附

もできないわけであります。 

 やっぱり今後、この制度をせっかくつくった

のであれば、いかにして母校への思いがある方

に届けていくか、要するに必要なことをですね。

それと、やはり各学校に対しての寄附になりま

すから、学校が何に必要な寄附なのかと。何の

ための寄附なのかっていうところを、やっぱり

寄附したいって思っていただけるための熱意で

あったり、必要性っていうのをやっぱりいかに

伝えるかっていうのが大事になってくると思う

んですけれども、そういったところの、事務的

にホームページつくっただけではなかなか厳し

いかなと思うんですけども、もうちょっと踏み

込んだ取組についてはいかがお考えでしょうか。 

【井手教育政策課長】 学校指定型ふるさと納

税制度につきましては、制度をつくりまして以

来ですね、在京の同窓会を通しました周知です

とか、長崎ゆかりの交流会でのチラシ配布、ま

たフェイスブックやインスタグラムなどによる

情報の発信というものを行ってまいりました。

一部報道機関にも取材をいただきまして、報道

を通して発信をしてきたところでございます。 

 今、委員からご指摘のありました学校がどの

ようなことに使おうとしているのかとかいった

ような、卒業生の方々に響くような、情報をど

のようにお届けするかということにつきまして

は、私どももまだ制度始まってちょっと間もな

いところもございまして、足りてないところが

あるかもしれません。学校の方にはですね、そ

ういったところをちょっと工夫するようにも呼

びかけていきたいと思いますし、県庁の中でも

ＰＲ戦略課ですとか、広報課の方にも、どのよ

うな広報が効果的なのかというところをですね、

ご相談しながら磨き上げていきたいというふう

に思っております。 

【松本委員】 特にですね、やはりさっきの午

前中の質疑でも、やっぱり教育の予算が限られ

た予算の中で、そして、生徒児童数が今度減っ

ていく中で、そしてまた、私学も無償化してい

く中で、やっぱり公立高校の置かれている状況

は大変厳しいものがあると思います。やっぱり

教育環境を整備していく上で、なかなかこうい

う部分で生徒が困っているところ、もちろん保

護者会とかもあるんですけれども、特に12月は

帰省される方が多いと思います。そしてまた、

年末で納税のことを考える人も増えてくると思

うので、いかにそこの部分をこのチラシもそう

ですけど、ＳＮＳ等ですね、またＯＢ会とかに

相談して伝えることも大事だし、地元の地域も

やはり公立高校に存続していただきたいという

思いもありますから、やはり地域でこの地元の

県立高校を育てていくとか守っていくとかです

ね、そういった思いというのもやはり大事なん

じゃないかなというふうに思っております。 

 私学もこれ、同じように始めていますので、

やはり同じように取り組まれると思いますので、

しっかり皆さんに伝わるように取り組んでいた

だきたいと思います。 

 次に、ながさき次世代高校創生会議について

です。先ほど補足で、資料で説明いただきまし
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た。ありがとうございます。 

 それで、要するに今後、高校再編どうするか

という話になってくると思うんですけれども、

先ほどのご説明の中の資料の14ページですね、

再編整備に係る大綱策定に係るスケジュールが

提示されております。 

 これだと、今10月14日の第1回会議が終わって、

今後、今月からですね、2回、3回、4回とこの会

議をされるわけでございますが、やはりちょっ

と気になったのは、もちろん再編整備に係る会

議でありますから再編の内容にはなるんですけ

れども、この後3回でどのような議論をして、そ

して、発言の中で争点になることとか、ただ話

を聞くだけではなくて、何を議論していくのか、

進め方というかまとめ方というか、そういうも

のが分かればお願いいたします。 

【田代高校教育課企画監】 10月14日に第1回目

の会議を開催させていただきまして、県立高校

の現状、今取り組んでいる学び、また、ニーズ

調査を実施いたしましたので、その辺りもご説

明して、具体的な生徒が自ら可能性を発揮し、

社会の変化に主体的に対応する力を育むことが

できる魅力ある県立高校についてどのような具

体的方策があるのかというところで、先ほどご

説明しましたけど、3つの視点ですね、多様な学

びと社会参画を実現できる魅力ある新しい県立

高校の在り方、社会の期待に応える特色ある再

編整備の方向性、特色ある教育を可能にする教

育環境整備の在り方についてですね、検討をご

依頼しております。その後ですね、各委員さん

の思いというのをいただいているところでござ

います。 

 第2回目の会議を今月12月21日に開催させて

いただきますが、1回目で、委員さんの皆様の思

いをお聞きしております。それを先ほど申しま

した3つの項目に整理をいたしまして、具体的な

方策について、さらにご議論を深めていただく

というふうに考えております。 

 そして、3回目、4回目の会議につきましては

2回目の議論を踏まえた上で、大綱案という形で

整えながら、ご協議をいただきたいというふう

に考えているところでございます。 

【松本委員】 15ページにですね、そのメンバ

ーのリストがあるんですけど、ほぼほぼ教育関

係の方々、内部の方々なんですね。だから、今

やっている関係者の方々が多い。7割ぐらいです

ね。その中で、これ、次世代を次の世代のため

に創生をする、新しくつくり替える会議なんで

すよね。だから、そこの中で、4回の限られた回

数の中でどれだけのものが精査できるかってい

うところがすごくハードルが高いと思うんです

ね。 

 やっぱり論点の中のポイントの中で、ぜひ考

えていただきたいのが、そもそもの話なんです

けれども、何でその公立に何が足りないのか、

なぜ私立の専願の数が増えていっているのか。

だから、公立の魅力、私立の魅力、それぞれあ

ると思うんですけれども、今後、私学が無償化

されていく中で、公立を維持していくために限

られた、今度さらに生徒数が減っていく中で、

その中で公立、私立が生徒数を取り合うような

感じになるんですよね。その中で、やはり公立

の魅力を、やっぱり旧来のものではなくて、さ

らにやはり大きく再編するような、本当に大き

く今までと違うような、やはり学科とかカリキ

ュラムとか、そういったものの魅力を高めない

と、ただただその数合わせで減らすっていうこ

とだけをしても、抜本的な解決にはならないと

思うんですね。やはり生徒から選ばれるような

カリキュラムの内容にしていくためには、私学
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にないものを公立がこれから磨きをかけていか

なきゃいけない。それを僅かこの短期間でやら

なきゃいけないってことですから、やはりそれ

なりの論点であったり、その情報であったり、

また、他県の取組とか、そういったものも様々

並べた中で、一般論ではなくて、やはりそうい

う、もうドラスティックに変えるぐらいの思い

でやっていかないと、せっかく集まって話すの

に、大綱の部分が今までどおりの保守的な内容

であったら、せっかくつくったところで、ただ

の数を減らしただけにならないように、やはり

そういったところを考えていただきたいと思い

ます。 

 ニーズのところの10ページのところにですね、

それが顕著に出ていまして、子どもたちがやは

り何で高校を選ぶかっていうところが、やっぱ

り学科とコースが一番に上がっているんですね。

それとですね、もう一つはですね、これもオー

プンスクールに行った生徒たちからよく聞くん

ですけど、学校の雰囲気っていうのもあるらし

くて、私は両方行ってないから分かんないけど、

やっぱり公立、私立って全然雰囲気が違うそう

です。それはもう多分行った人間しか分からな

いんでしょうけれども、そこのところで何か公

立と私立の違いがあるならば、そこはまた改善

していけばいいわけであって、そういったとこ

ろを見直していくことが、やはり創生につなが

るんではないかなと思うんですが、教育長は今

後のこの在り方についてどのようにお考えです

か。 

【前川教育長】 まさに、我々が重要な視点と

して思っているところは、松本委員ご指摘のと

おりでございまして、今回の再編につきまして

は大きく2つ、再編の目的を持っております。 

 1つはやはり15年後、20年後見たときに、児童

生徒数が減少していくということが1つ。そして、

もう一つはやはり学びが大きく変わっていくと

いうところ、これから変化の激しい世の中を子

どもたちが将来生き抜いていくために、どんな

学びが必要か、この後者の方が非常に大事な部

分だと思っておりますので、単なる数合わせで

はなく、従来の枠組みを打ち破るような、そう

いった新たな再編を。ここは私学ともお互いに

生徒を取り合う、争うという視点ではなくて、

私学とも連携して、きちんと私学も本県を支え

る教育資源の一つという視点で、私学とも協議

をしながら、大胆な再編を行っていきたいと思

っております。 

【松本委員】 おっしゃるとおりで、やはり私

学も私学で努力をしていらっしゃるわけで、そ

して、私学の得意な分野と、公立が得意な分野

って、それぞれあると思うんです。特に、公立

が得意なのはやっぱり実業高校ですね。工業系、

商業系、水産もありますし、そういうやっぱり

キャリアに直結してる部分が私学にやっぱり少

ないところであり、普通科は私学が得意なとこ

ろであり、そういったところ、パイが減る中で、

お互いに共存というか、お互いにすみ分けをし

ていくことも一つのやり方ではないかなという

ふうに私も同感で思います。 

 減らすんではなくて、残すためにですね、特

に、離島・半島の高校はもう地域にとって死活

問題になってまいりますので、ぜひ地域の声も

ですね、離島・半島の方々の声もやはりそこに

反映させないと、やっぱり報告だけをしてもで

すね、やっぱり地域の意向というのもあります

から、ぜひ配慮いただきたいと思います。 

 次に、教育振興基本計画のですね、数値目標

のところ、一番最後の部分なんですけど、ちょ

っと気になったんですけど、教育振興基本計画
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の成果の指数指標の達成状況なんですけど、3ペ

ージですね、3ページの3番のところなんですけ

ど、確かな学力の育成の中で、授業以外の授業

以外に家庭でですね、家庭じゃなくても、なん

でしょうけど、1時間以上小学生は、中学生は2

時間以上の学習をしている児童生徒の割合とい

うのが数値目標になっていて、令和5年の基準値

が25.4％に対して、さらに下がって22.8％にな

ったということで、目標はもっと高い数字があ

るんですけれども、令和10年度に40％にしたい

ということなんですけれども、これにちょっと

違和感を感じました。そもそもなんですけれど

も、中学生の場合は部活もやってるから、家に

帰宅するのはもう夕方の6時ぐらいで、食事して

いろいろやってたらもう7時になって、その状況

の中でそっから2時間をやるっていうこと自体

が、時間的に結構無理があるといいますか、毎

日2時間をですね。小学生の場合は早く帰宅しま

すから、時間の余裕はあると思うんですけども、

そもそも学習を、家庭学習のその機会を増やす

というか、時間がありきではなくて、やはりそ

の自発的に学習習慣が定着する目標設定にしな

いと、時間が全てというのがちょっと概念とし

てどうなのかなと思うんですが、これを2時間に

された根拠と取り組み方についてお尋ねいたし

ます。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

家庭学習につきましては、平成18年に県の方か

らリーフレットを作成して示したものがござい

ます。その中に、家庭学習の時間の目安として、

小学校であれば、その発達段階に合わせて30分

から2時間、中学校におきましては2時間から3時

間というふうに示しておりました。それを基に、

各学校におきまして、それぞれ家庭学習のしお

り等を作成し、取り組んでいただいているとこ

ろではないかと思っております。 

 そのような中で、全国学力・学習状況調査の

質問調査がございました。その中の授業外での

学習時間にやはり本県は課題があるというふう

に捉えております。 

 その中の中学校におきましては、1時間以上、

2時間以上も全国の割合を下回っている状況な

んですが、2時間以上の部分がやはり全国との差

が大きくございました。差が一番大きかったの

が令和3年度で10.5ポイントの差がございまし

た。令和6年度につきましては、先ほどもご指摘

いただきましたとおり、2時間以上は本県22.8％

でしたので、国との差は8.9ポイントとなってお

ります。参考としまして、中学校の1時間以上の

子どもたちへは本県は57.6％の子どもたちが1

時間以上と答えております。それでもやはり国

との差が6.7ポイントあるという現状がござい

ます。 

 委員ご指摘のとおりですね、時間を延ばすの

がというのではなく、私たちとしましても、時

間を長くすることが目的ではありません。やは

り授業外でも自ら学びに向かうことができるよ

うに、子どもたちに学びに向かう力であったり

とか、自ら学びを進める力をつけたいというふ

うに考えております。 

 そのために学びの習慣化メソッドというリー

フレットを作成して、昨年度の4月に職員の方に

配付をさせていただきました。そのリーフレッ

トを基に、学ぶ意義を子どもたちと一緒に考え

てほしいという願いも込めまして、その活用や、

具体的な取組等について研修会を行っていると

ころでございます。 

 もう一つ、授業においても、やはり子どもた

ちが学ぶ方法などはやはり自己決定をして主体

的に学ぶような授業の在り方について、今、令
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和の長崎スクールの方でも研究を進めていると

ころでございます。 

【松本委員】 だから、大事なのは、確かに1時

間だと57％ということで大幅に上がるんでしょ

うけれども、結局2時間しなさいと勉強をと言わ

れても、何をどう勉強していいかが、その生徒

にとっては分からないわけですね。塾に行けば、

それは強制的にしますけれども、家庭学習で中

学生の場合は宿題もほとんどありませんから、

自学ノートを提出しなさいって言われても真っ

白な状態で、何を自分で勉強すればいいのかっ

て、もうそこまで教員が指導がまだまだ追いつ

いてないし、また丸つけもしなきゃいけなくな

りますし、だから、そこの部分で時間というよ

りも、やはり日々の中で予習復習の重要性って

いうか、必ず学校で学習したことを復習しなき

ゃいけないような授業のカリキュラムの中にで

すね、反復というかですね、そういうものを、

もうそこの習慣化をしていくということで、も

うちょっと30分でもいいから、その机に椅子に

座ってみましょうというような、そういうふう

に促していくことがやっぱり大事なのかな。何

時間もしなさいというふうに一律に決めるんで

はなくて、どうやったら家で学習できるかって

いうことを、やっぱり現場の方でなるべく指導

していく、自主的な自発的な、そこに促すよう

な取組っていうのも数字だけにこだわらずにで

すね、じゃ、座っとけばいいのかと、座ってて

携帯をいじってたら同じことですから、そこの

部分をぜひ、ここの低い目標には、低くなって

ますけれども、加味していただきたいと思いま

す。 

 最後にですね、ちょっと県立高校の寄宿舎の

ことについてですね、質問いたします。 

 県内のですね、7校の寄宿舎があります。今、

何名入居して、入居率がどれぐらいの状況なの

か、お尋ねをいたします。 

【山﨑教育環境整備課長】 県内7つの高校の寄

宿舎の状況でございますけれども、それぞれの

定員の合計511人に対しまして、入居している者

の数は260人となっております。入居率につきま

しては平均で50.9％となっております。 

【中村(泰)委員長】 松本委員、もう時間です

ので、最後に。 

【松本委員】 手短に、すみません。その中で

離島の入居率は何％ですか。 

【山﨑教育環境整備課長】 離島地区におきま

しては五島と対馬にそれぞれ設置をしておりま

して、五島地区の方は五島高校がメインになり

ますけれども35.1％、そして対馬高校が36％と

なっております。 

【松本委員】 離島留学がですね、非常に今後

重要になっていく中で、離島の寮の入居率が下

がっていると。これはもう少子化で仕方ないん

ですけども、入居率が下がれば、寮の収入も減

るわけであって、離島の場合は特に、コストも

上がります。今は電気、ガス、いろいろ食料品

も上がっている中で、今後、そもそも寮が運営

できなくなってしまったら、受け入れることさ

えできないという状況になっていくわけですね。

そちらに対して、やはりもう受け入れませんっ

てなってしまったら、離島留学制度自体が消滅

してしまうので、今後、今の物価高の高騰、政

府が今後対策すると思いますが、今の現状にお

ける対策っていうのはどのようなものを取って

らっしゃるでしょうか。 

【山﨑教育環境整備課長】 今後の対策といた

しましては、まず、県におきましては現在、既

に物価高騰対策といたしまして、国の臨時交付

金を活用して追加の支援、追加の補助も行って
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おります。 

 また、それぞれの寄宿舎におきましても、例

えば、近年の米価の高騰に対しまして、納入業

者に対する納入単価の見直しでありますとか、

生徒数の状況に応じまして、調理員数の削減、

あるいは勤務体制、シフトの見直し、そういっ

たことを図りながら、人件費の縮減、さらに食

事提供の見直し、そういったこともそれぞれの

寄宿舎で行っているというような状況でござい

ます。 

【松本委員】 なかなか限界があると思います

し、補助がありきになってしまうところはある

と思いますが、例えば、地域の農家の方々に協

力していただくとか、様々なやり方があります

けれども、これはもう教育環境整備の一環であ

りますので、県教委としてもですね、維持がで

きなくなる前に、状況を把握して、そして受け

入れる体制づくりを、しっかり整えていただき

たいと思います。以上です。 

【中村(泰)委員長】 審査の途中でありますが、

第2号請願に関する審査を行いますので、しばら

く休憩いたします。 

 再開は午後2時30分からといたします。 
 

― 午後 ２時１５分 休憩 ― 

― 午後 ２時２８分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願審査を行います。 

 第2号請願「本県の教育条件を改善しすべての

子どもたちにゆきとどいた教育を行うよう求め

る請願書」を議題といたします。 

 紹介議員から説明をお願いします。 

【堀江議員】 第2号請願「本件の教育条件を改

善し、全ての子どもたちに行き届いた教育を行

うよう求める請願書」、紹介議員の堀江ひとみ

です。 

 本請願は、長崎の豊かな教育を目指す会より

提出され、3,873筆の署名も提出されています。 

 請願の内容は、小中学校での30人学級を実現

してください、県内市町で無償給食ができるよ

う、県が補助してくださいなど、大きく3項目の

要望となっています。子どもたち、保護者や学

校関係者からの切実な要望となっています。財

源の問題があることは承知しておりますが、優

先順位を決めて、年次計画での対応でご検討い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 本日は、請願人より趣旨説明の申出があって

おります。中村委員長はじめ、文教厚生委員会

の皆様におかれましては、どうかよろしくお願

いをいたします。 

【中村(泰)委員長】 この際お諮りいたします。 

 請願人から趣旨説明を行いたい旨の申出があ

っておりますが、これを許可することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願人の趣旨説明を許可いたします。 

 なお、請願人に申し上げますが、趣旨説明は

5分以内で簡潔にお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時３４分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより請願についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

【山村委員】 自民党会派を代表しまして、本

請願に対して反対の立場で討論させていただき

ます。 

 まず、教職員の増員及び少人数学級の推進に

つきましては、子どもたちのよりよい教育環境

を実現する上で、教職員の負担軽減、あるいは

個別適切な学びを実現するための適切な学級規

模の設定というものは、検討、推進していく必

要があると思います。実際に政府においては、

教職員の処遇改善に係る予算を計上するととも

に、教員の業務支援体制の充実にも努めている

ところです。 

 また、少人数学級につきましても、一定の教

育効果を認められるところですが、その実現に

は、教職員の増員及びそれに伴う膨大な予算が

必要となるため、教職員の処遇改善や業務改善

も含めて一体的に検討していく必要があります。 

 さらに、学校教育においては、よりよい人間

関係を構築する力を養成することも重要であり、

そのためには、一定規模以上の集団の中で過ご

す環境も求められ、地域や学校の状況、子ども

の発達段階などを踏まえながら、適切な学級規

模を実現していくことが必要と考えます。 

 学校給食につきましては、家庭の経済状況に

かかわらず、子どもたちが安心して食べられる

ことができる環境をつくることは重要であり、

現在、国においても検討が進められているとこ

ろでございます。 

 同様に、学校施設の環境改善については、現

在整備が進められているもの、また、随時検討

が進められているところであります。 

 このように、教育環境の改善については、既

に取り組まれて検討が進められているところで

あり、本請願には反対をいたします。各議員の

賛同を得ますことをお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３７分 休憩 ― 

― 午後 ２時３８分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開いたします。 

 第2号請願に対する質疑、討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 

 第2号請願「本県の教育条件を改善しすべての

子どもたちにゆきとどいた教育を行うよう求め

る請願書」を採択することに賛成の委員の起立

を願います。 

〔賛成者起立〕 

【中村(泰)委員長】 起立なし。 

 よって、第2号請願は不採択とすべきものと決

定されました。 

 以上で、請願の審査を終了します。 

 請願人におかれましては、大変お疲れさまで

ございました。本委員会を代表いたしまして御

礼申し上げます。ありがとうございました。 

 請願人にはご退出いただきたいと存じます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３９分 休憩 ― 

― 午後 ２時４０分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開いたします。 

 引き続き、所管事務一般につきまして、質問

はございませんでしょうか。 

【山村委員】 議案外で質問をさせていただき

ます。 
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 多分、部長説明資料の中にもありました問題

行動の調査があったと思います。不登校や発達

障害の方々の生徒さん増える中、暴力行為も増

えているっていう現状を報告していただきまし

た。 

 学校現場において、問題行動の指導がすごく

やはり負担になってきてるのかなっていう実態

があるのかなと思っております。 

 そこでお聞きしたいんですが、現在、問題行

動の指導をどのようにしているのか。また、先

生たちの負担になってるんだろうというふうに

は実感しておりますが、それを県としてどのよ

うに把握しているのか教えてください。 

【髙比良児童生徒支援課長】 委員ご指摘のと

おりですね、暴力行為については昨年度よりも

件数も非常に増えているというふうな状況でご

ざいます。教師が軽微な暴力行為についてもで

すね、積極的に認知をしているというふうなこ

とを考えております。 

 そういった中で、ご指摘もあったところです

けれども、配慮を要する児童生徒、それから感

情をコントロールできない児童生徒も増えてい

るというふうなところで、そういったところに

そういった背景も含めて、しっかりと確認をし

ていくというふうな先生方の地道な対応をして

いただいているところです。 

 その中でも、やはり非常に大きな事案、非行

であったりとかそういったことについては、児

童生徒のみならず、保護者への対応が必要な場

合も多く、学校だけでは対応できないような、

そういった事案も増えているというふうに認識

をしております。 

【山村委員】 はい、ありがとうございます。

今、基本的には学校の先生たちで対応している

っていうのが現状だということでよろしいです

かね。 

【髙比良児童生徒支援課長】 一義的には教職

員が当たるわけですが、その際に各学校には学

校警察相互連絡制度というのがございますので、

警察と連携した対応というものを行うよう、そ

ういったこともですね、こちらの方で指導をし

ているところです。 

 また、ふだんから県警が実施をされているス

クールサポーター制度というのがございますの

で、そういった巡回されてくるスクールサポー

ターに相談するなどの対応も行っているところ

でございます。 

【山村委員】 ありがとうございます。やはり

教員の方々が途中で辞められる方も多くなって

きているっていう現状も伺っております。いろ

んな要因があると思うんですけど、やはり学校

の子どもたちを教えるだけで、そんなにストレ

スを感じる方々じゃないんだろうとは想像はし

ております。どちらかというと、午前中、前田

委員からもありましたPTAの関係だとかもいろ

いろあるんでしょうけど、やっぱり一つ大きな

その個別の事案に対して、問題行動であったり、

それぞれ気にかけなきゃいけない方々であった

り、例えば親御さんとの関係性であったりって

いう、本当の授業以外、本当の授業じゃないと

ころでの気遣いだとかストレスっていうのがす

ごく大きくやはりもうなってきたんだろうって

いうふうには想像しております。 

 そこで、先ほど、警察の方とですね、連携し

てやっているっていうことでした。やはり先生

たちだけでは、やっぱりなかなか難しいところ

もあるだろうと思うし、むしろ私も実は公務員

時代、経験したんですけど、警察のOBの方をで

すね、あの警察官としてじゃなくて、退職され

た方に、補助員として働きに来ていただいて、
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いろんなクレーム対応だとかいろんなことに一

緒に相談に乗って、その職場にいながら相談に

乗ってもらいながらっていうことをすることで

ですね、やはり安心感といいますかですね、あ

の心強さというのが全く変わってきたという経

験があります。やはり学校の現場って、どうし

ても教員の方々がほとんどなんですが、もう正

直言いますと、授業以外のところっていうのは、

いろんな方にも入ってもらって、学校運営して

いった方がいいんじゃないのかなっていうのが

正直思ってまして、本当にそのとき警察OBさん

といろいろお付き合いして分かったことは、も

う本当に、非行案件だとか暴力案件だとか、そ

ういうのには全然精神的に病むような人たちじ

ゃないもんですから、すごく心強かったってい

うのもありますし、もっと午前中の議論でもあ

りましたけど、いろんな支援の方を学校現場に

やっぱりきちっと配備する、配置するっていう

ところがすごく大事になってきてるんじゃない

のかなと思ってまして、先生たちには、子ども

たちに本当に向かい合っていただきたい。それ

以外を、それ以外の人たちがカバーするってい

うような、学校組織のつくり方っていうのもあ

ると思っていますので、今の制度でどうこうっ

ていうことはないと思いますが、そこにコスト

が必要だったり、いろんな制度が必要だったら、

それはつくり込めばいいのかなっていうふうに

思っていますので、ぜひですね、そういったと

ころも検討をしていっていただければなと思い

ます。それが、ひいては教員の方の離職防止に

もつながるんじゃないかなっていうことで思っ

ておりますので、ぜひご検討していただければ

というふうに思います。よろしくお願いします。 

 次にですね、遠隔教育センターのDECTT、４月

から運用開始していただいております。今の現

状とですね、評価といいますか、そういったの

が分かればちょっと教えてください。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 ありがとう

ございます。今年度の配信教科科目数は5教科13

科目です。県立高校10校に配信を行っておりま

す。また、全ての県立高校を対象に、教育課程

外の配信コンテンツとして、公務員試験対策講

座や韓国語講座、キャリア講演会など多様な学

びのコンテンツの配信を行っています。 

 評価につきましては、受信校の生徒を対象と

したアンケートから、事業の進め方や内容の分

かりやすさについて、9割を超える生徒から肯定

的な評価を得ています。 

【山村委員】 ありがとうございます。まだ今

からね、大学進学とかいろんなところにつなが

っていくかどうかっていうのはきちんと分析を

していただかなきゃいけないかなと思ってます

けど、スタートとしてはすごくいい感じででき

てるのかなと思っています。 

 あと、やはりそれをきちっと評価をしてです

ね、何を改善したらいいのかとかいうのをです

ね、毎年毎年きちっと繰り返していただければ

なと思っておりますんで、よろしくお願いしま

す。 

 それと関連してなんですが、学校再編につい

てなんです。ちょっと私が思っているのは、今

回の高校再編の部分でいくと、必ずこの遠隔授

業っていうのは、避けては通れないだろうと思

っております。むしろ、遠隔授業は長崎できち

っと確立をしておかないと、特に離島・半島が

多いこの長崎県においては、必ずやこの遠隔教

育をどう組み込んでいくかっていうのが大事に

なってくるかなと思っておりますが、その辺に

ついて、今どういうご検討されているのか教え

てください。 
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【田代高校教育課企画監】 離島・半島地域を

抱える本県の県立高校の再編を検討するに当た

りまして、再編後も地域間の教育格差を生じさ

せない仕組みを構築する必要があろうかと思っ

ております。そのためには、遠隔教育の基盤と

なる遠隔教育センターの機能を最大限に活用す

ることを検討する必要があろうかなと思ってる

とこでございます。 

 第1回目の創生会議におきましてもですね、委

員から、離島地域における学びの充実には、遠

隔教育のさらなる強化が不可欠とか、再編整備

後の通学負担の軽減を図るため遠隔教育を積極

的に活用すべきではないだろうかといった意見

も寄せられております。 

 補足説明でも申し上げましたが、創生会議と

して再編の方針である大綱を今年度中に取りま

とめていただく際には、遠隔教育の充実につい

てもですね、柱の一つになるのではないかと思

っているところでございます。 

【山村委員】 ありがとうございます。高校再

編とか人口減少とか、やはり郡部とか離島部と

か、どうしても人口が少ないエリアから入って

きます。そこって、逆に言うと、交通網も脆弱

で多分どんどんどんどんなくなっていくんだろ

うっていうことでいけば、通える高校、特に通

える高校がないとか、私立がないとかいろんな

ところの課題が出てくると思います。その中で

高校になれば、多分学力差ってかなり出てきま

すので、自分たちが学びたいのに応じた学びが

その地域ではできないってことにならないよう

にしなきゃいけないかなっていうところでいけ

ば、今まではどうしても遠くに自分が行かなき

ゃ学べなかったところが、我々は今、遠隔教育

っていうのが手に入れましたので、それをいか

にやはり組み込んでいくかって、すごく大事な

コンテンツになってくると思うし、それが日本

の中でやってなければ、まず、長崎からやって

みるとか、組み込んでいくっていうのをですね、

ぜひ考えてやっていただきたいと。ある意味長

崎モデルだって言われるぐらいのものに落とし

込んでいただきたいと思っておりますので、ぜ

ひ、ご検討、また、あと遠隔教育のですね、 

充実っていうのはですね、多分再編始まる前に

それなりにきっちり整備しておかないと、いき

なり再編になって整備しますじゃ、多分遅いと

思いますんで、両輪でですね、進めていただけ

るようお願いしておきたいと思います。以上で

す。 

【坂本委員】 それでは、午前中の議案審議の

ときもちょっと申し上げておりましたけれども、

質問をさせていただきます。 

 まずですね、いわゆる給特法のですね、改正

が一部改正がですね、6月に成立をいたしました。

この趣旨はですね、学校の学校における働き方

改革の一層の促進、それから、組織的な学校運

営及び指導の促進、教員の処遇の改善というこ

とであります。 

 まず、学校における働き方改革の一層の推進

なんですけれども、この中で2点、お尋ねいたし

ます。 

 この働き方改革の一層の推進というところで、

各教育委員会に対して、教員の業務量の適切な

管理と健康福祉を確保するための措置を実施す

るためのですね、これはもう業務量管理健康確

保措置実施計画というそうでありますけれども、

この計画の策定、公表、それから計画の実施状

況の公表を義務づけるというふうなことであり

ます。 

 この計画の中に、いわゆる持ち帰り業務を含

めた超過勤務の縮減というふうなことが含まれ
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ているというふうにされております。 

 今年の3月に、教職の魅力化作戦会議の提言が

出されました。その中でも、いわゆる超勤の時

間というのが、小中高を含めて縮減をされてい

るというふうな報告があっておりましたけれど

も、そのことが裏返せば、持ち帰り業務も増え

てるんじゃないかというふうなことも、現場の

方からの声として伺っているところであります

けれども、この持ち帰りの業務がどのように県

内になっているのか。そこら辺の状況を把握さ

れているのかどうかですね。把握されておれば、

今後、縮減に向けてどういうふうなことをやっ

ていくのか、それについてお尋ねいたします。 

【馬木高校教育課人事管理監】 実は、令和5年

度に一度調査をしております。そのときの内容

といたしましては、多くが授業研究、教材研究

ですね、そういったものの割合が非常に多かっ

たというところがあります。 

 ただ、今回の文科省の指針を見ましても、持

ち帰り業務といったものが自己研さんとの違い、

どの部分が持ち帰り業務で、どの部分が自己研

さんかっていうような、そこもきちんと判断を

しなければいけないということも上がっており

ますので、その辺をしっかり判断をして、今年

度末にもう一度持ち帰り業務についてはアンケ

ートを取りたいというふうに思っております。 

【坂本委員】 小中の方もお願いします。 

【熊本義務教育課人事管理監】 失礼いたしま

す。小中学校の現状につきましても、県立と同

様に、やはりこの教材研究や授業準備といった

ものがほぼほとんどを占めているといった状況

でございます。 

 今後、各市町教育委員会が策定します教員の

業務量、管理または健康確保措置の計画の中に

もですね、そういった実態を把握するように盛

り込むよう、各市町の教育委員会に対して働き

かけを行ったところでございます。 

【坂本委員】 はい、分かりました。このいわ

ゆる授業準備とかですね、教材研究というふう

なことだというふうなことでありますけれども、

結構、現場の皆さん方の声を聞くとですね、必

ずしもそれだけではない、もちろんそこがなか

なかですね、教職員の皆さんの場合はどこで線

引きするかっていうのは、非常に何か難しいと

ころはあろうかというふうに思いますけれども、

これ、今回、給特法が改正をされまして、より

一層そういったところを厳しく教育委員会とし

てチェックをすべきというふうな趣旨だという

ふうに理解をしておりますので、それぞれ県立

のところ、それから義務教育のところもですね、

特に義務教育のところは県教委の方から各市町

の教育委員会の方への指導、助言もこれ、努力

義務というふうなことになっておりますので、

ぜひそういった法改正の趣旨を踏まえた今後の

取組を改めて要望させていただきます。 

 それと2点目はですね、この健康確保措置の中

に含まれるんじゃないかなと思うんですけれど

も、いわゆる校内安全衛生委員会、これがそれ

ぞれ学校単位であるというふうに思いますけれ

ども、この設置状況と取組について、それぞれ

県立と義務教育とご答弁いただければと思いま

す。 

【市瀬福利厚生室長】 学校の安全衛生委員会

についてのご質問だと思います。 

 まず、県立学校につきましては、全ての学校

において安全衛生委員会を設置しております。 

 開催につきましても、月1回の開催をお願いし

ております。市町立学校につきましては関係法

令において常時50人以上の職員を使用する学校

は、衛生委員会の設置と毎月1回以上の開催が義
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務となっております。本県における職員50人以

上の市町立学校については、全て衛生委員会が

設置され、毎月1回以上開催されております。職

員50人未満の学校につきましては具体的な数値

を把握しておりませんが、市町によって実施し

ているところとそうでないところが様々あると

いうことでございます。 

【坂本委員】 はい、分かりました。県立では

もう全ての学校に設置をして月1回のですね、委

員会をやっているというふうなことであります。 

小中については多分大規模から小規模まである

っていうふうに思いますが、これは法令で50人

以上ということで義務づけになっておりますけ

れども、小中でのところで何校設置されていま

すか。 

【市瀬福利厚生室長】 小中学校における50人

以上の学校で言いますと、3校になります。 

【坂本委員】 規模的にはそういうふうになる

のかなというふうに思います。これ、私以前、

ストレスチェックの問題のときにも指摘させて

いただいて、その後、改善されたというふうに

認識をしておりますけれども、ストレスチェッ

クも、いわゆる50人っていうのが一つの単位に

なっているわけですよね。 

 ただ、学校の場合はもちろん小中の場合50人

以上、以下っていうのはあろうかというふうに

思いますけれども、やっぱり教職員全体で見る

と、健康管理っていうのは小規模校にいても大

規模校にいても、やっぱり同じような環境とい

うのが必要じゃないかなっていうふうに思うわ

けですよね。だから、何て言うんですかね、教

職員というのは県内で1万数千人いらっしゃる

というふうに思いますけれども、その方々がや

っぱりひとしくですね、あの健康管理保持をし

ていくためには、なかなか本当に少ないところ

では、今でもただでさえ業務がいろいろ多い中

で、こういう校内安全衛生委員会というのを設

置するのは厳しいかというふうに思いますけれ

ども、その分を、例えば、市町の教育委員会で

きちんとカバーするとか、そういったこともで

すね、必要じゃないかなというふうに思います。

それで、できるだけ可能な範囲で小規模校にも

やっぱり安全衛生委員会に準ずるような、やっ

ぱり教職員の皆さんの健康保持のための何らか

の形をつくっていただきたいなというふうに思

いますけれども、そこら辺についての認識はい

かがですか。 

【市瀬福利厚生室長】 ご指摘のとおり、衛生

委員会は労働災害の防止や健康保持・増進を目

的として、それに関する事項について調査、審

議を行うこととされておりまして、今回の改正

給特法によって、より重要になったと感じてお

ります。 

 市町立学校における労働安全衛生管理体制の

整備につきましては、これまでも県としても、

体制の整備について、市町教委や校長会に対し

て説明をしてまいりましたが、ただ、これまで

は法令上の義務となっているところを中心に話

をしてまいりましたので、今回の改正給特法を

きっかけに、今後は、衛生委員会の目的を改め

て確認していただき、職員50人未満の学校につ

きましても同様の機会を設けることについて、

お願いをしてまいりたいと考えております。 

【坂本委員】 ぜひお願いしたいと思います。 

 あと、それぞれ学校単位で、校内安全衛生委

員会の設置とともに、例えば、長崎市の教育委

員会においては市教委の方で包括的な労働安全

委員会を設置をして、例えば、何て言うんです

かね、超勤時間が長い学校とか、そういうとこ

ろに教育委員会に設置をした委員会の方で指導
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に行ったりとか、そういうことをやって、一定

効果がでてるっていうふうなこともお伺いして

おります。そういうのが長崎市教委以外ではま

だないですよね。いかがですかね。 

【市瀬福利厚生室長】 申し訳ございません。

長崎市以外については把握しておりません。 

【坂本委員】 把握していないということであ

りますので、ぜひちょっと調査をしてもらって

ですね、もし、ないんであれば、長崎市の先行

する事例、いい事例があるというふうに思いま

すので、そこら辺を参考にして、今後、取組を

進めていただければというふうに思います。要

望いたします。 

 それから次に、先ほど申し上げましたが、給

特法改正の3つ目の趣旨ですけれども、教員の処

遇の改善の部分であります。 

 これ、午前中の条例の改正のときにもありま

した、いわゆる教職調整額を4％から10％まで段

階的に引き上げるというふうなことで、来年の

1月から、まず1％ということで、順次引き上が

っていくわけであります。 

 それと同時にですね、今度逆にですね、例え

ば、義務教育等教員特別手当、いわゆる義務特

手当っていうのがありますけれども、これが校

務類型に応じてですね、支給するというふうな

ことで、逆に、減る方、教職員が出てくるので

はないか。現在は多分、この義務特手当につい

ては給料月額の平均1.5％相当が定額で支給さ

れてるんじゃないかなというふうに思いますけ

れども、これが減ってですね、代わりに学級担

任には加算するとこういうふうな方向だという

ふうに伺っておりますけれども、そこら辺につ

いてはいかがでしょうか。そういうふうになっ

ているんでしょうかね。 

【井手教育政策課長】 今、坂本委員がおっし

ゃったとおりでございまして、教職調整額が1％

ずつ上がっていく一方で、義務教育等教員特別

手当につきましては現在1.5％相当支給されて

いるところが、今回の改正で1％相当支給という

ことで、0.5％下がるということでございます。 

 同じく義務教育等教員特別手当の中で、学級

担任加算ということで、1学級当たり3,000円の

加算がされることとなっております。 

【坂本委員】 それ以外にもですね、これ、義

務特手当っていうのはですね、学校教育の水準

の維持向上のための義務教育諸学校の教職員の

人材確保に関する特別措置法、いわゆる人確法

というのに基づいてですね、支給されてきた制

度じゃないかなって思います。これ、随分以前

にですね、確立、要するに人手が足らなかった

というふうなことでの人材確保ということに基

づいた制度ということで、通常の公務員よりも

ですね、少し多いということでこの手当がつけ

られたわけです。 

 その趣旨からするとですね、確かに教職調整

額は増えていきますけれども、逆に、この義務

特手当が減るということになれば、学級担任以

外は減るというふうなことも想定されるわけで、

逆に、その人材確保という面からすると、非常

にどうなのかなというふうな感じがしておりま

す。 

 それと、あとは給料の調整額っていうのもあ

ると思います。これは、何て言うかな、すみま

せん、ちょっと忘れましたけれども、これも小

中学校のいわゆる特別支援学級の担任とか、あ

るいは特別支援学校に勤務する教職員の皆さん

へ支給されてきたやつなんですけれども、これ

も、順次これも減るというふうな内容になって

おりますけれども、それも間違いないですかね。 

【井手教育政策課長】 まず、前段のことにつ
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きましてでございますけれども、確かに、義務

特手当につきましては今回、1.5％から1％に下

がるということではございますけれども、一方

で、教職調整額につきましては1％上がると。義

務特手当は0.5％下がりますが、教職調整額は

1％上がりまして、またその後、10％まで上がっ

ていくということでございますので、全体的な

処遇の面ではですね、改善されていくという方

向で動いていくというふうに考えているところ

でございます。 

 それから、2点目の給料の調整額につきまして

は、委員おっしゃったとおりですね、特別支援

学校教育職員及び小中学校特別支援学級職員に

対しまして支給されているものでございますけ

れども、これにつきましては、令和8年度の文部

科学省の予算案におきまして、削減される形で

の予算要求がなされておりまして、予算案が成

立しましたら、削減されていくというようなこ

とが示されてございます。 

【坂本委員】 今からっていうことですよね、

この給料の調整額。これは今の月給の3％相当と

いうものが、予定では何か1.5％ということで半

減されるというふうなことでありますので、要

は、今回の改正給特法が処遇改善にきちんと結

びついているのかなと。今言われましたように、

その教職調整額が段階的に上がっていきますか

ら、最終的に10％。ただ、これ毎年1％ですから

ね。しかも、この10％に増額って、4％から10％

ですけれども、今の学校現場の超勤の時間外の

勤務の状況で言いますと、これが10％がどうな

のかな。まだ、これでも非常に厳しいんじゃな

いかっていうふうなこともありますので、ぜひ

処遇改善にきちんとつながるように、今後も

様々な手当等について下がらないような形でぜ

ひお願いをしたいというふうに思います。それ

とですね、この学級担任のところで上がるとい

うことになるわけなんですけれども、例えば今、

学級担任だけじゃなくて、いわゆるその文科省

も何年か前に提唱したチーム学校というような

形でですよ、学級担任だけじゃなくて、あるい

はその専科の教員だけじゃなくて、学校全体で

いろんな諸課題に当たっていこうというような

ことで、既に学校単位では複数担任制というの

が浸透し始めているわけですよ。そうすると、

その今の学級担任手当がクラスごとっていうこ

とに、学級ごとっていうことになると、例えば、

5学級あって担任が複数制で、例えば7人ってい

うことになると、今の方針では均等割ですよね。

あくまでも上がるのは5クラス分であって5クラ

スか、要するに5人分であって、それを７人で均

等割でプールしなさいっていうふうな話ですも

んね。それでいいのかなって。もう複数担任複

数制とか、むしろそのチーム学校でやっていこ

うってなっている中で、学級担任だけ、1人分だ

け増やすっていうのはどうも何か矛盾してるよ

うな感じがするんですけれども、それについて

の認識はいかがですか。 

【井手教育政策課長】 この学級担任加算の仕

組みにつきましては、今、委員おっしゃったと

おりでございまして、5つの学級を7人の担任で

見るという形でございますと、5学級分の手当に

つきまして7人で均等割にするという形になり

ます。この点につきましては、メリハリのある

処遇を目指す趣旨ということで、やはり学級を

担任するということはそれだけ負担があるとい

うことで、そこについてはやはり処遇の改善を

図るという趣旨で、今回その学級担任加算とい

うことで1学級当たり3,000円という形になって

ございます。それを二人で担任するとなります

と、二人で割る、均等割するという形でござい
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まして、メリハリのある処遇改善というところ

がまずベースにありまして、複数の教員で担当

する場合は、均等割というところ制度設計して

まいりたいと思っております。 

【中村(泰)委員長】 坂本委員、間もなくまも

なく時間でございます。 

【坂本委員】 分かりました。今のちょっとや

っぱり均等割というのは、現場感覚からすると、

なかなかどうなのかなっていうふうに思います。

そのメリハリっていうのが、何のメリハリかが

よく分かりませんけれども、これはこれでスタ

ートはするっていうふうには思いますけれども、

ぜひ、今回のこの、要はこの今回のこの給特法

の改正が、きちんとやっぱり人材確保につなが

るかどうかっていうことなんですよね。やっぱ

りそれを主に、財政的な問題も先ほど午前中、

やり取りありまして、厳しいかというふうに思

いますけれども、あの独自財源も含めてですね、

やっぱり考えていただきたいということを最後

に申し上げまして終わります。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑はございませ

んでしょうか。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。私

は高校生のタブレットについて、県立高校ので

すね、一人1台端末についてご質問したいと思い

ます。 

 来年度入学生からですね、BYOD方式、家庭で

所有する端末を持ってくるか、新たに購入する

ということを求めていくという方針が示されて

おります。 

 これはですね、家庭によっては経済的に端末

購入が困難な場合は十分に懸念されるというこ

とで、様々なこれまでですね、議論が交わされ

てまいりました。 

 今回、我々ですね、委員会として今年の11月

に、GoogleforEducationを視察に行きまして、

様々な議論を行ってきました。今回、このBYOD

方式移管に関しましてですね、委員長を中心と

して報告書を作成いただきましたので、ちょっ

と今回、質問する次第でございますけども、ま

ず、1つ目の要望、質問としましてはですね、生

活困窮家庭に対する費用負担をどの程度行って

いくかというところをまず、お伺いしたいと思

います。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

経済的に厳しいご家庭への公費端末の貸与をは

じめ、新規で購入される場合の支援などご家庭

の負担軽減に向けて何らかの対応ができないか、

関係各課と協議をしているところです。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。線

引きということですね、経済的に県もね、厳し

い状況の中、線引きの難しいとは思いますけど

も、ぜひとも多くの方にですね、困っている方

に届けられるようにしていただきたいと思って

おります。 

 続きまして、家庭にですね、端末を購入する

に当たって、最低スペックというところで文科

省が推奨するスペックが示されておりますけど

も、その必要スペックをクリアするものを県と

して推奨していくということになると思います

が、現場では、この文科省の推奨スペックをク

リアしていても、ぎりぎりのスペックのもので

は起動速度に時間がかかったり、使用の速度も

遅延が生じるということで、現場でも混乱が生

じるんじゃないかと懸念をしているわけです。 

 この県が推奨する端末については、この文科

省スペックにこだわらずね、現場が混乱しない

ように、十分な情報を様々な業者から得て、速

度等の適正な情報を各世帯に伝える必要がある

んではないかと思いますけども、見解をお伺い
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します。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 本県高校で

使用する1人1台パソコンの必要スペックは、文

部科学省の最低スペック基準を参考にしながら、

業者からの聞き取りも含めて、本県の実情に応

じたものを定めてまいります。 

 端末のスペック不足などが生徒の学習機会の

損失につながることがないよう、検討を進めて

各家庭へお伝えしてまいりたいと存じます。 

【虎島副委員長】 ぜひともよろしくお願いい

たします。 

 その際はですね、やはり価格というのも非常

に重要な情報になると思いますので、このスペ

ックだとこの価格になりますというのをしっか

りとお示しいただければと思います。 

 続きまして、グーグルアカウントの件でござ

います。 

 これまで、小中学校におきましては、ほとん

どの学校がChromebookを支給されて、それぞれ

グーグルアカウントを取得して使用しておりま

す。そのグーグルアカウントを使ってつくられ

たコンテンツというのは、ＰＣ上ではなくて、

クラウドにあるわけですけども、そのグーグル

アカウントが継続して高校でも使えないとなる

と、そういった今まで使ったコンテンツが高校

でも使えなくなるというような懸念があるわけ

ですけども、高校において、この小中学校で使

用していたグーグルアカウントが継続使用でき

るのかという点についてお伺いします。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

県立高校でもグーグルアカウントを新たに配付

することを検討していますが、県内各市町で管

理されていますグーグルアカウントとはテナン

ト、管理単位が違いますので、小中学校で使用

していたグーグルアカウントを引き続き使うこ

とは難しい状況です。 

 ただ、学習成果物の継続性というのは非常に

重要だと思いますので、こちらの継続性担保と

いうところにつきましては、小中学校における

学習成果物を中学校卒業時に、一旦、個人でUSB

メモリなど外部記憶装置に保存していただき、

高校で使用する端末に移行していただく、移し

てもらうということで、学習成果物の継続性を

担保できたらというふうに考えております。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。同

じChromebookというカテゴリーでもやはり高校

では違うアカウントが必要になるということで

理解をいたしました。 

 コンテンツの利用についてはですね、USBで移

行ということもありましたけども、そういった

技術的なアドバイスとかですね、そういったも

のもしっかりと行っていただきたいと思います。 

 次にですね、生徒はこれまで小中学校で指定

した、各高校でも指定端末、単一の端末で使用

していたわけですけども、今後は生徒ごとに異

なった端末が出てしまって、複数のOSが教育の

現場で使われるということになります。その複

数の端末に対応しないといけない教育現場です

ね、先生の労力というのが負担にならないのか

というのが懸念されるわけですけども、その点

についてお伺いします。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

これまで令和3年度末に導入しました公費のウ

ィンドウズ端末を使用してまいりましたが、令

和8年度からは新入生は3つのOSの端末を選択し

て使用するようになります。 

 そうしますと、学校では3種類のOSが混在する

環境になりますが、生徒及び教員に対しまして

は、これまでどおりマイクロソフト365のアカウ

ントを全員に配付をいたします。これにより、
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それぞれの端末の上でですね、異なるOSの差を

超えて、Teamsであったり、ワード、エクセルな

どオフィスのアプリケーションを使うことがで

きますので、これにより教育現場では、端末の

OSの差を最小化した環境での指導が可能となり

ます。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。複

数端末でも同じ環境が、複数の端末のOSを乗り

越えてですね、同じ環境が得られるということ

で安心をいたしました。 

 お話を聞いてるとですね、マイクロソフトオ

フィスだけではなく、その他のグーグルのアプ

リであったりとかいうことも使えるし、グーグ

ルアカウントも全員に配付されるというような

お話でしたので、できる限り共通環境ですね、

現場に負担がない、教師の働き方改革というの

をやってるわけですから、そこの現場の負担と

いうのを極力排してですね、進めていただきた

いというふうに思います。 

 希望としてはですね、もちろん全員に統一の

端末をお配りできるというのが理想であります

けど、そこは難しいということですので、でき

る限りそういった、こういった問題をですね、

解決しながら、導入に進んでいただければと思

います。 

 私からは以上です。皆さんから質問があれば

ぜひお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑、質問ござい

ませんでしょうか。 

【本多委員】 すみません、関連でお尋ねいた

します。 

 今、県としては3つのOSの機種を紹介しようか

というようなお話だったんですけれども、県の

方でその3つの動きとかですね、そういったもの

はもう十分に試されたんでしょうか。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

3OS混在環境ということで、それぞれのOS、ウィ

ンドウズとクロームOSとアイパッドOSなんです

が、これが同じ環境で動くかというところを今

年度、諫早高校を対象にですね、３OS混在環境

のテストランをしておりまして、その中でスム

ーズに動くということが確認できておりますの

で、その方向で案内していければというふうに

思っております。 

【本多委員】 3つの異なるOS上で動くように今、

実証実験というか、実証していて、問題がない

ということ。機器についてはいかがでしょうか。

ウィンドウズの機器、ほかですね、のその使用

する感覚ですとか、スピード感ですとか、授業

に見合うのかどうか、そういったところはいか

がでしょう。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

それぞれの今年、文科省の最低スペック基準を

超えたものというところを基準にお持ちいただ

いて、テストランをしておりますが、それぞれ

の環境ではスムーズに動いているというお話で

したので、文科省最低スペック基準を超えれば、

その環境が実現できるんじゃないかなというふ

うに思っております。 

【本多委員】 ありがとうございます。である

とするならばですね、今、小中で、Chromebook

がほぼ皆さん使ってらっしゃる。そして、高校

でもそのウィンドウズとかiOSに変えず、

Chromebookで同じようなものができるんである

とするならばですね、この委員長、副委員長で

つくっていただいた資料によると、Chromebook

が一番安価ではあるですね。それで、その教育

上、全然問題ないということであれば、こちら

を推奨するのが一番自然じゃないかと思うんで

すけども、そういったところはどのようにお考
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えでしょう。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

Chromebookは非常に要求スペックも低くてです

ね、安価な端末を準備することで実現可能なん

ですが、こちらを1機種、OS指定をしないという

ところにつきましては、本県特有の条件が入っ

てきます。 

 Chromebookは基本的に端末上では計算と申し

ますか、処理をせずにですね、ネットワーク上

でサーバーに計算を投げて、その結果を端末で

受け取って表示をします。つまり端末は入出力

装置という取付けですので、ネットワークに接

続されていることが前提の端末です。 

 そうしますと、本県は本土地区は大分改善は

してきたんですが、島地区でネットワーク環境

が非常に脆弱なところも一部ありますので、全

体としてChromebookに統一をしてしまいますと、

ネットワーク的に少し負荷がかかるんじゃない

かということで、3OSでネットワークのロード分

散というところを計画しているところです。 

【本多委員】 長崎ならではの、そういった特性

というか、問題があるということですね。分か

りました。ありがとうございます。 

【市瀬福利厚生室長】 先ほどの答弁について、

補足と訂正をさせていただきます。 

 先ほど坂本委員からご質問があった安全衛生

委員会の実施状況についてですが、県立学校に

ついては毎月1回以上の開催をお願いしており

ますと答弁させていただきましたが、確かにお

願いはしておりますが、実施状況としては昨年

度の平均開催回数は8.6回と、12回には至ってお

りません。毎月の1回以上の開催については、引

き続きお願いをしてまいりたいと思っておりま

す。 

 それから、もう一点、総括的な安全衛生委員

会につきましては、令和6年度の調査にはなりま

すけれども、8市町が実施をしているとのことで

す。 

【中村(泰)委員長】 委員長を交代します。 

 先ほど虎島副委員長からですね、質問いただ

いた1人人1台端末の件なんですけれども、我々、

GoogleforEducationの方にですね、行きまして、

いろいろ様々議論をさせていただきました。 

 今の件でですね、Chromebookがなかなか離島

の方でネットワークにっていう話なんですけど、

私が聞いておる情報では、小中学校95％以上が

Chromebookを使っているということであるんで

すが、その点につきまして、離島はChromebook

を使用していないのか。はたまたそこでいろい

ろトラブルがあったのか、その辺りについてお

尋ねをいたします。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 失礼します。

離島もChromebookを小中学校で使ってらっしゃ

るということを聞いております。その際、学校

ごとのネットワークについて補強をしていると

いうところで話を聞いておりますので、ただ、

県立高校につきましては、本土地区で1ギガの一

番大きいところで、東高の10ギガの通信回線で、

それ以外のところも1ギガの回線があるところ

に対しまして、島地区では100メガですね、0.1

倍になってしまいますが、100メガの通信回線で

あったりというところで、回線が脆弱というと

ころがありますので、少し心配があるという状

況です。 

【中村(泰)委員長】 ありがとうございます。

要はネットワーク環境が離島が弱いというとこ

ろで、それだけそもそも違ったら、今時点で様々

な問題が起きててもおかしくないんじゃないか

なって、ちょっと思ったんですけど、その辺ど

うでしょうか。ちょっとびっくりしたんですが。 
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【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 お話を伺っ

たところというところで、少し情報源が遠くな

ってしまいますが、小中学校でChromebookを使

用される場合に起動時が一番ネットワーク帯域

を食べるというところで、使用してしまうとい

うところで、登校次第起動するような、負荷分

散をしながら使っているという工夫も既にされ

ているということでしたので、ネットワーク帯

域というところは大分大きな問題になる、問題

といいますか、要因になるんじゃないかなとい

うふうに想像しております。 

【中村(泰)委員長】 県立学校で要は、小中学

校は補強はしているけれども、県立学校で補強

ができていないという理解でいたんですけれど

も、ならば、県立学校で様々な問題が今時点で

起き、本土と比べてですね、結構問題が起きて

るんじゃないかなっていう認識でいるんですけ

ど、要は県立高校、マイクロソフトをメインに

使ってるってことなので、それだけの同じ端末

だったとしても、離島と本土でそれだけのネッ

トワークの環境差があれば、かなり使用におい

ても問題があるんじゃないかっていうお尋ねな

んですね。いかがでしょうか。 

【近藤教育ＤＸ推進室課長補佐】 島地区の回

線というところで、現行のウィンドウズ端末を

使用する際もですね、遠隔授業等で配信をする

際に、なかなかそのままの回線では厳しいとこ

ろもありますので、例えば、島によってはスタ

ーリンクを併用したりというところで回線補強

をしながら使用しているというところを聞いて

おります。 

【中村(泰)委員長】 となってくると、最初に

おっしゃった、そのChromebookが使えない理由

が、何かなおのこと分からなくなってきたんで

すが、ちょっとここでちょっとこれ以上ちょっ

とですね、深めることもなかなか難しいと思い

ますので、もう少しですね、ちょっと技術的に

ちょっと課題点も含めておっしゃっていただい

てですね、要は我々が視察に行ってきてですね、

どこのパソコン、どのOSを使ってくださいって

いうことは、申し上げないんですけれども、た

だ、やはりChromebookが圧倒的に安くてですね、

もう正直にお話をしますと、グーグルとしては

ですね、マイクロソフトが示されているスペッ

クっていうのが、実はそれじゃ足りないんじゃ

ないのかと。なので、もう少し価格差が出るん

じゃないかっていう話だったんですね。ただ、

あくまでもそれは一つの情報で、県としてそれ

をどう判断していくのかと。やはり経済的に困

窮する家庭に対しては安価なパソコンを、PCを

適切なスペックを持ったPCをやはりお伝えしな

いといけないと思いますし、それもできれば、

県下でネットワークの環境が弱いから安価なパ

ソコンが使えないっていうのはですね、そうい

う理由で果たしていいのかなっていうふうにち

ょっと疑問に感じましたので、含めまして、ち

ょっとご検討いただければと思います。以上で

す。 

【虎島副委員長】 交代します。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【中山委員】 先ほどですね、時間の都合で少

し割愛しておりましたんで。 

 幼保小連携についてですね、少しお尋ねしま

すが、義務教育課とこども未来課、市町教育委

員会がですね、やはり少しその認識がですね、

違うような感じをしております。どういうふう

な形で共通認識を高めていくかということが必

要だと思いますし、このこども未来課からもら

った令和7年10月3日の資料によればですね、や
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はり、園側と学校側のお互いの教育・保育への

理解不足と、そして職員同士の交流不足だと。

そういうことで、研修を充実させてほしいとい

う、こういう意見も出ているわけですね。それ

をぜひね、それを理解してほしいなと思います。 

 それとね、一つだけちょっと対応策として、

これはいいなというのがあるんですが、かけ橋

期のね、架け橋期のカリキュラム作成と実施、

その後の研修と改善までのサイクルを制度化す

るとあるんですね。これに対して、義務教育課

としてはどのように取り組んでおるのか、これ

をどう発展させて制度化していくのか、それに

ついて、お聞かせいただければというふうに思

いますが。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

午前中にお話をさせていただいたとおり、やは

り幼保小連携についての重要性については義務

教育課としてもしっかりと認識をしているとこ

ろです。 

 先ほど言われました幼稚園や保育園、こども

未来課さん等の課題につきましてもですね、こ

ちらの方でしっかりと受け止めながら、市町教

育委員会にもしっかりと共有を図っていきたい

と思っているところです。 

 先ほどご紹介いただきました架け橋期のカリ

キュラム検討委員会につきましては本課の担当

職員も入って、しっかりと関わらせていただい

ておりますので、しっかりとしたものをつくっ

た上で、それをまた市町教育委員会、さらには

各学校へ下ろしていきたいというふうに考えて

おります。 

【中山委員】 カリキュラムの作成、実施、そ

して、検証、改善というね、このサイクルが動

きだすとかなり改善されるんじゃないかと思う

んですね。そうすると、県教育義務教育課でつ

くって、それを市町村に、教育委員会に進達と

言うかどうか知りませんけども、方針を出すの

はいつ頃になりますか。 

【松尾義務教育課長】 失礼します。昨年度か

ら今年度に検討委員会の方を開催させていただ

いております。 

 今年度ももう昨年度からずっと進めておりま

して、第5回まで終わっておりまして、第6回が

今度あるということになりますので、そこで一

定の方向性といいますか、形ができるのではな

いかなというふうに考えているところです。 

【中山委員】 今まで5回やって、6回今年やっ

て、そして取りまとめをして、そして、市町教

育委員会にはどういう形で伝達していくんです

かって聞いとるんですがね。 

【松尾義務教育課長】 つくったものに関しま

しては、基本的にはもちろん文書等でもおろし

ていきますが、さらには、午前中にもお話をさ

せていただきました幼保小連携推進協議会等で

市町教育委員会への説明、さらには指導主事研

修会等でもしっかりと説明をしながら進めさせ

ていただければと考えております。 

【中山委員】 それじゃ、その小学校、中学校

の教職員については、どのような形で深掘りし

ていきますか。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

小中学校の連携につきましても、やはり市町の

教育委員会の学校教育課長さん方の会議がござ

いますので、そういったところでのお伝えをす

るとともに、担当の方にもやはり指導主事研修

会等でしっかりとお伝えをさせていただければ

と考えております。 

【中山委員】 お伝えすることについては間違

いなくあるというふうに思うんですよね。問題

はその理解して行動できるかという問題ですか
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ら、それに対してですね、やはり説得力あるね、

説明していかんばいかんし、ただ、一方的に通

達したからということで皆さんが理解するわけ

じゃないわけだから、それは十分ね、交流して

取り組んでいただきたいなと思います。 

 それとね、先ほど私は愛の握手を教育活動に

生かしたらどうかということでありましたけれ

ども、やはり基本はね、この小1プロブレムです

よね、これをどう解消するかと。小学校1年生の

ときに、これ、うまいこといかんならば、あと

が非常にやっぱりつまずいたら、後が非常に難

しいんだと思うんですよね。ここをどういう形

でうまいことを乗せていくのか。 

 それに関しましたらね、やはり、いろいろ生

徒はいろいろそれぞれ個性があるし、いろいろ

事情を抱えている人、たくさんおるというふう

に考えておりますし、先生あたりも、若い先生

あたりね、特に担任とか持った場合はね、大変

な場合ご苦労が多かろうって考えとるわけです

よね。そういう中で、やはりお互いの信頼関係

をどうつないでいくのかと。時間さえあれば、

先生たちはできると思うんです、僕はね。しか

し、現状ではなかなか向き合ってやるという形

はなかなか難しいんじゃないかと思ってるんで

す。そうすると、短時間であるならば、やはり

声をかけるか、目を見るか、手を握るか、タッ

チしてやるか、いろいろ方法あると思うんです

よ。一番いいのは名前呼んで目を見てやるとい

うのが一番いいと思うんです、僕はね。そうい

う形でね、やはり短時間でやはり先生と生徒た

ちの信頼感をつくるためには、やはりいろいろ

仕掛けが要ると思うんです、僕はね。その基本

になるのが握手じゃないかと思っとるんですよ。 

ぜひね、こういう先ほど期待するということで

終わりましたんでね。これを幼保小連携事業で

やられるか、やった方がいいんだと思いますけ

ども。ここでね、一つそういうモデル事業をつ

くって、モデル校を決めて、手を挙げてもらっ

て、そういう一歩踏み込んでね、長崎モデルを

つくったらどうかというような思いを長年持っ

とったわけですけれども、モデル事業、手を挙

げさせてもろうて、やる気はありますかね。ど

うですか。 

【松尾義務教育課長】 ありがとうございます。

もう委員のおっしゃる、子どもたちの様子、理

解をしていく、信頼関係づくりをするというと

ころは、もう本当にもう学校の中では基本のと

ころだと思っています。その土台があるからこ

そ、いろいろな指導もしていくことができます

し、しっかりとした力をつけていくこともでき

るのではないかと思っております。 

 ですので、そういったところで子どもたちの

理解とか信頼関係づくりにつきましては、やは

りそれぞれの学校で実態に応じたものを今して

いただいているんではないかなと思っておりま

す。 

 さらには小学1年生の小1プロブレムという話

もございました。そこにつきましても午前中に

お話をいただいた幼稚園保育園とのしっかりと

した情報共有であったりだとか、さらには、小

学校、私も小学校の教員でございますが、朝か

らやはり健康観察の中で一人一人の子どもたち

を名前を呼んで、しっかりと目を見て話をして

様子を確認するような場を、必ず朝の時間を取

っております。そういったところもしっかりと

大事にしていただけるようにお話をしていけた

らなというふうに思っています。 

 握手というところを一つの方法として進める

というのは正直、なかなか難しいかなと思いま

すが、先生がおっしゃっている子どもたちの関
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係性であったりとか、子どもたちの理解であっ

たりとか、そういったところをしっかりとそれ

ぞれの各学校で取り組んでいただけるようにお

話をしていきたいなというふうに考えていると

ころです。 

【中山委員】 今、松尾課長ね、当時どこの小

学校の校長をしたか分かりませんけども、やは

り松尾課長のような校長先生がおれば、私は非

常に子どもはね、恵まれとるというふうに考え

ておりますけれども、やはり松尾校長先生のよ

うなばかりはおらないと思うんですよ、僕はね。

そこが問題なんですよね。やはり、この問題を

取り組んどるということについては承知してお

るんですよ。しかしながら、それに加えたよう

な形で、この子どもの、生徒の様態が変わって

きとるです。外国人もいるし、いろんな方がお

る。それに追いついてないんじゃないかという

ような感じを持っとるんですよ。そのために、

例えば、こういう短期間でやれるアクションの

握手を考えたけれども、短期間にやれるこうい

う一歩踏み込んでやったらば、前に進むんじゃ

ないのかと。今のような形でやるならば、なか

なか追いつかんと思うんですよ、僕はね。先生

方ももともとは子どもが小さく、家族は小さく

なったし、兄弟も少なくなってきたし、やはり

子どもを扱う回数が少なくなってきてると思う

んですよ。その中で難しい子どもをどう見極め

ていくのか。いわゆる難しい。そのためやはり

何らかの形でね、やはり共通的な動作をすると

か何かをすることがね、一つは僕は握手だと思

っとるんですよ。握手っていうのは恥ずかしい

ことじゃないんですよ。世界どこに行ってでも

握手をしとるんですよ。それが嫌、手が嫌らし

いとかなんとかっていうのあるかもしれんけど

も、これは基本ですからね、それ、多くの今は

外国人が日本に、長崎に来とうわけですから、

ぜひね、それも含めてやはり1回モデル事業をす

ぐできなかったらね、やはりよくよく握手の効

用について1回研究してもらって、ぜひね僕はね、

いい結果が出るんじゃないかと思いますんで、

ぜひね、それを含めてね、モデル事業として実

施していただくことをね、私としては強く強く

お願いしておきたいと思います。以上です。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はございませ

んでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すので、教育委員会関係の審査結果について整

理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４２分 休憩 ― 

― 午後 ３時４２分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして教育委員会関係の審査を終

了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、こども政策局を含む福

祉保健部関係の審査を行います。 

 大変お疲れさまでございました。 

― 午後 ３時４２分 散会 ― 
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1、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１１日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 ２時４８分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

2、出席委員の氏名 

中村 泰輔 委員長（分科会長） 

虎島 泰洋 副委員長（副会長） 

中山  功 委 員 

溝口芙美雄  〃   

前田 哲也  〃   

中島 浩介  〃   

松本 洋介  〃   

近藤 智昭  〃   

坂本  浩  〃   

本多 泰邦  〃   

山村 健志  〃   

 
 

3、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

4、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

5、県側出席者の氏名 

新田 惇一 福 祉 保 健 部 長 

岩崎 次人 福祉保健部次長 

尾﨑 正英 福祉保健部次長 

川村 喜実 福 祉 保 健 課 長 

西村 武士 
福祉保健課企画監 
(地域福祉･計画担当) 

長谷川麻衣子 地域保健推進課長 

松尾  実 監 査 指 導 課 長 

猪股慎太郎 医 療 政 策 課 長 

坂本 敬作 医療人材対策室長 

桑原 一馬 薬 務 行 政 室 長 

江口  信 国保・健康増進課長 

鶴田小百合 
国保・健康増進課企画監 
（健康づくり担当） 

中村 直輝 長 寿 社 会 課 長 

山田  薫 
長寿社会課企画監 
（地域包括ケア担当） 

里  隆介 障 害 福 祉 課 長 

町田 裕央 
障害福祉課企画監 
（精神保健福祉担当） 

庄崎 鉄也 原爆被爆者援護課長 

 

浦  亮治 こども政策局長 

黒島 孝子 こども未来課長 

村﨑 佳代 
こども未来課企画監 
（幼児教育・保育担当） 

大内田基教 
こども未来課企画監 
（こども施策連携担当） 

鴨川  司 こども家庭課長 

 
 

6、審査の経過次のとおり 

 

― 午前９時５８分 開会 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会及び分科会を再開

いたします。 

 これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。 

 分科会審査に入ります前に、委員の皆様にお

諮りいたします。 

 本日審査を行う第103号議案「令和7年度長崎

県一般会計補正予算(第5号)」のうち、関係部分

及び委員会付託議案である第120号議案「公の施

設の指定管理者の指定について」は、関連があ

ることからまず予算議案及び第120号議案につ

いて説明を受け、一括して質疑を行い、その後、

予算議案についての討論・採決を行うこととし
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ます。そして委員会再開後、第120号議案につい

て、討論採決を行うことといたしたいと存じま

すがご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 それではそのように進め

させていただきます。 

【中村(泰)分科会長】 まず、分科会による審

査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 福祉保健部長より予算議案の説明を求めます。 

【新田福祉保健部長】 おはようございます。

福祉保健部関係の議案についてご説明いたしま

す。 

 予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料の福祉保健部の2ページをご覧ください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第5号)」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算(第6号)」のう

ち関係部分の2件でございます。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算(第5号)」のうち関係部分について

ご説明いたします。 

 歳入予算は福祉保健部合計で1億4,299万円の

減、歳出予算は福祉保健部合計で2,080万2,000

円の増となっております。なお、各科目につき

ましては、2ページに記載のとおりであります。 

 3ページをご覧ください。補正予算の内容につ

いてご説明いたします。 

 職員給与費について。福祉保健部職員の給与

費について、関係規定予算の過不足調整により

1億2,944万5,000円の減を計上いたしておりま

す。 

 福祉マンパワー処遇等対策費について、独立

行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設

職員等退職手当共済制度において、社会福祉法

人が運営する福祉施設等に勤務する職員の待遇

改善を図るために必要となる経費について、本

県負担分として1億5,024万7,000円の増を計上

いたしております。 

 債務負担行為について、令和8年4月1日から実

施が必要な長崎県視覚障害者情報センターの運

営に要する経費といたしまして、複数年度にわ

たって指定管理者を指定するため、債務負担行

為といたしまして、1億3,769万5,000円を計上い

たしております。 

 このほか、薬務行政費について債務負担行為

を行うものであります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算(第6号)のうち、関係部分についてご

説明いたします。 

 歳出予算は、福祉保健部合計で1億8,673万

5,000円の増となっております。これは福祉保健

部職員の給与改定及び会計年度任用職員報酬等

の改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますよう、

お願いいたします。 

【中村(泰)分科会長】 次に、こども政策局長

より予算議案の説明を求めます。 

【浦こども政策局長】 おはようございます。

こども政策局関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明

資料のこども政策局の2ページをご覧ください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第5号)」のうち関係部分、そして第106号議

案「令和7年度長崎県一般会計補正予算(第6号)」

のうち関係分の2件であります。 
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 まず第103号議案についてご説明いたします。 

 歳出予算は合計で641万3,000円の減となって

おり、各科目については記載のとおりでありま

す。 

 歳出予算の内容についてご説明いたします。 

 職員給与費について。こども政策局職員の給

与費について、関係既定予算の過不足調整によ

り、641万3,000円の減を計上いたしております。 

 続いて3ページをご覧ください。 

 債務負担行為について。令和8年4月1日から実

施が必要な事業について、支払い限度額の補正

を行うため、長崎こども・女性・障害者支援セ

ンターの別館警備委託に要する経費として、174

万3,000円の増を計上いたしております。 

 次に、第106号議案についてご説明いたします。 

 歳出予算は2,149万4,000円の増となっており、

これはこども政策局職員の給与改定及び会計年

度任用職員報酬等の改定に要する経費でありま

す。各科目につきましては、記載のとおりであ

ります 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。よろしくご審議を賜りますよう、

お願いいたします。 

【中村(泰)分科会長】 次に、障害福祉課長よ

り、補足説明を求めます。 

【里障害福祉課長】 予算議案に計上しており

ます債務負担行為と、第120号議案の公の施設の

指定管理者の指定につきまして、一括してご説

明いたします。 

 資料は、文教厚生委員会説明資料、福祉保健

部の5ページからをご覧ください。 

 今回ご審議いただきますのは、身体障害者福

祉法に基づき設置する長崎県視覚障害者情報セ

ンターの管理業務に係る指定管理者の指定につ

いて、指定期間が今年度末で期間満了となるこ

とから、新たに指定を行おうとするものでござ

います。 

 まず施設概要ですが、長崎本館は、長崎市橋

口町の長崎こども・女性・障害者支援センター

内に、佐世保分館は、佐世保市万徳町の佐世保

こども・女性・障害者支援センター内に配置し

ており、面積や施設の内容は記載のとおりであ

ります。 

 業務内容は、5ページから6ページにかけて記

載しておりますとおり、点字刊行物、視覚障害

者用の録音物、その他必要な資料を制作し、ま

たは収集し、視覚障害者等の利用に供する業務、

点字刊行物視覚障害者用の録音物等の普及奨励

及び相談に関する業務。点訳奉仕員及び音訳奉

仕員の指導育成に関する業務等となっておりま

す。 

 指定管理者候補者としては、現在の指定管理

者である一般社団法人長崎県視覚障害者協会を

引き続き予定しております。 

 指定期間としては、令和8年4月1日から令和13

年3月31日の5年間を予定しております。 

 選定方法につきましては、本年9月2日から24

日まで公募を行い、応募のあった1団体につき、

選定委員会委員による聞き取りを経て選定委員

会の決定により、候補者として選定いたしまし

た。 

 選定に当たっては、センターの目的や管理運

営に対する理解、視覚障害者、家族の視点に立

った管理運営ができるかなどの視点により選考

がなされております。 

 また、7ページになりますが、候補団体のこれ

までの指定管理の実績と経験も評価されており

ます。 

 選定委員会の委員は、資料に記載のとおりで

ございます。 
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 運営費に係る債務負担額につきましては、指

定管理予定期間である5年分の1億3,769万5,000

円を計上いたしており、年間2,753万9,000円の

運営費を予定しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますよう、お願いいたします。 

【中村(泰)分科会長】 以上で説明が終わりま

したので、これより予算議案及び第120号議案に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【坂本委員】 おはようございます。 

 この第120号議案、予算と一緒にということで

ありますので、1点だけお尋ねいたします。 

 まずこの債務負担行為で限度額が1億3,769万

5,000円ということで、これ指定期間が令和8年

の4月から令和13年の3月末までということで、

5年間ということであります。 

 この間指定管理の部分につきましても、5年間

の中で例えば人件費の増とか物件費とか。そう

いうものがあろうかと思いますけれども、前の

5年間でこの債務負担行為が幾らだったのか、そ

れに対して幾らぐらい積み上げたのか、そこら

についてお尋ねいたします。 

【里障害福祉課長】 前回の指定管理期間であ

る令和3年度から7年度までの運営費と比べた増

減についてでございますが、前回が1億2,099万

5,000円ということで、今回1,670万円の増とな

っております。 

 その理由としましては、委員からお話があっ

たとおり、給与や最低賃金の引上げの状況を踏

まえた人件費の増というのが主な内容となって

おります。 

【坂本委員】 ありがとうございました。 

 約1,700万円増というふうなことで、これはも

ちろんこの指定管理にありました、視覚障害者

協会ですかね、長崎県視覚障害者協会の皆さん

と相談の上で積み上げた金額というふうなこと

で理解してよろしいですか。 

【里障害福祉課長】 金額としましては、現在

の令和6年度の実績、そういったものを踏まえま

して、それに給与や最低賃金引上げの状況とい

うのを踏まえて、検討して積算したものになり

ます。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑ございませ

んか。 

【溝口委員】 103号議案ですけれども、歳入の

方で、使用料及び手数料が1億4,329万3,000円の

減になっているんですけれども、その内訳につ

いてお尋ねしたいと思います。 

【里障害福祉課長】 歳入の方の減の内容でご

ざいますけれども、今回予算額としては、給与

費の過不足調整により減額補正を行っておりま

すが、それに合わせまして財源の補正を行って

おりまして、内容としましては、こども医療福

祉センターの入院や外来収入の一部を使用料と

して、人件費や運営費の財源に充当しておりま

して、その関係で減額をしているものになりま

す。 

 理由としましては、予算としましては過去5年

間の実績を踏まえて、入院・外来の収入額を見

込んでおりますけれども、近年の肢体不自由児

を主とする小児整形の患者の減少であったり、

手術件数の減少、長期入院を必要とする患者の

減少などから、見込みよりも入院収入が減少し

ておりまして、これに伴い減額をして一般財源

を増額しているものとなります。 

【溝口委員】 すみません、使用料と手数料で

すが、福祉センターの方から一応貸しておると

いう形になる、その職員とか患者さんが来んけ

んから、使用料とか手数料が入らんかったとい
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うことになっとるわけ、内容がちょっと分かり

にくかったので。 

【里障害福祉課長】 こども医療福祉センター

の人件費の方の財源に、こども医療福祉センタ

ーで収入となります、その入院・外来収入、そ

ういったものを財源としておりまして、今回そ

の財源の方の収入の減が見込まれるということ

で、財源の減ということにしているものでござ

います。 

【溝口委員】 分かりました。入院とか外来が

おらなかったので少なくなったということです

けれども、1億4,300万円という、この1億円以上

というその金額が、そんなに見込みとして離れ

てしまうのかなという感じがするんですけれど

も、普通だったらちょっとあまりにも、赤字に

なってくるんじゃないかという感じがするんで

すけれども、そこら辺についてはどのように対

策をしようとしているんですか。 

【里障害福祉課長】 予算の計上といたしまし

ては、支出、収入、双方多めに見込んでいると

いうこともございまして、過去5年間の実績を踏

まえて今回予算計上を行い、補正を行っている

ところでございます。 

 こどもセンターの収入の減につきましては、

申し上げましたとおり、入院患者の減、そうい

ったところで減少が見込まれているところでご

ざいますけれども、肢体不自由児の減というよ

うなところも多くございますが、一方で発達障

害児、そういうところは増加しているところも

ございますので、そういった小児診療の分野で

の入院の増、そういったものなどセンターの方

で増収対策を行って、対応してきているところ

でございます。 

【溝口委員】 ただ、まだ1年もたっていないん

ですよね、当初予算から。それで1億4,000万円

ということは、入院とか外来で来る人たち、そ

れをどのように見込んでおったのか、1年の中で

ですよ。どのようなことか分かりませんけれど

も、相当な金額なんですよね。あまりにも、歳

入の方ですよ、歳出の方じゃなくて歳入の方で

すから、ちょっと気になったんですよね。 

 そこら辺は、やはりあまりにも見込み違いと

いうか、1億4,000万円という金額は全然、見込

みというよりか、もう全然最初から予算になっ

ていないという感じがするんですけれどもね、

私としては。 

【里障害福祉課長】 予算の計上といたしまし

ては、過去5年分の中で最大値といったところ、

月ごとの最大値、そういったものを踏まえて計

上しているところでございまして、予算の計上

の見込み方としましても、併せて今後、適正な

ものというか、より正確なものになるように、

見直しを検討してまいりたいと考えております。 

【溝口委員】 分かりました。 

 ただ、使用料及び手数料が当初予算として、

先ほどちょっと声が聞こえたんですけれども、

当初予算として幾らを見込んでいたのか、ちょ

っと教えていただきたいと思います 

【里障害福祉課長】 当初予定しておりました

収入の中で、当初予算で収入として計上をして

おりましたのが約6億7,200万円となっておりま

して、そのうち給与費へ充当する額というのが

約4億7,900万円となっておりまして、そちらが

見込みとして3億3,600万円程度ということで、

今回1億4,300万円の減ということになっており

ます。 

【溝口委員】 ちょっとあまりにも、4億7,000

円という中の1億4,000万円って言ったら、もう

3割以上からあるような感じがするんですけれ

ども、そんな見込み違いはちょっと、最初に当
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初予算で上げるときに、使用料・手数料という

見込みが、本当に全然計算していなかったよう

な感じ、5年間の平均ではやはり4億7,000万円ぐ

らいあったんですか、今までの当初予算で上げ

た分は。 

【里障害福祉課長】 予算の見込み方としまし

ては、支出、収入ともに予算ということで多め

に見込んでおりまして、各5年間で各月の最大値

というようなところを踏まえまして、収入の方

についても予算を計上しているところでござい

ます。 

【中村(泰)分科会長】 また後から確認をして

いただければ。 

 ほかに質疑はございませんか。 

【山村委員】 補正予算の内容の福祉マンパワ

ー処遇対策費についてお聞きをします。 

 増額の要因が、多分掛金が上がったとか、そ

ういうことかなと思うんですけれども、その辺

の実態を教えていただければと思います。 

【中村長寿社会課長】 この制度は、部長説明

にもありましたとおり、社会福祉施設職員の皆

様方が共済制度に加入しているという制度でご

ざいまして、社会福祉施設というのが例えば生

活困窮者の救護施設とか、乳児院とか、保育所

とか、養護老人ホームとか、そういうところに

なってまいります。 

 こちらの職員の方の処遇改善を図るために法

律で決まっておりまして、都道府県がその3分の

1を負担するんですけれども、近年、退職者が増

えているというところと、加入者が若干減って

いるという状況で、国の方から示される単価が

今年大きく上がったというところで、こういっ

た額の補正になったというところでございます。 

【山村委員】 ありがとうございます。 

 国からということなので仕方ないことなんで

しょうということで、実際に何人ぐらいとかと

いう対象者って分かるんでしょうか。 

【中村長寿社会課長】 こういった施設の職員

さんの加入されている数は、県内で1万1,000人

程度いらっしゃいます 

 それで退職者の数が、令和2年は1,560人だっ

たんですが、令和6年が1,800人を超えたという

ところで、大きく上がったという状況でござい

ます。 

【山村委員】 ありがとうございます。 

 こういった共済制度の加入は任意なのか、希

望とか、そういった状況を教えていただければ

と思います。 

【中村長寿社会課長】 この制度が、国が3分の

1、県が3分の1負担して、残りを事業者が負担す

るという有利な制度でございますので、大体、

社会福祉施設の9割、事業者さんの9割が入って

いるとお聞きしています。加入は任意でござい

ます。 

【山村委員】 ありがとうございました。有利

な制度なので、広く入っていただけたらなと思

いましたので、ぜひ今後よろしくお願いいたし

ます。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑ございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質問がないよう

ですのでこれをもって質疑を終了いたします。 

 次に、予算議案に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 討論がないようですの

でこれをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。 
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 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分は原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって予算議案は原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

【中村(泰)委員長】 次に、委員会による審査

を行います。 

 議案を議題といたします。 

 福祉保健部長より総括説明を求めます。 

【新田福祉保健部長】 予算議案の部分を除く

福祉保健部関係の議案についてご説明いたしま

す。 

 文教厚生委員会の関係議案説明資料、福祉保

健部の2ページをお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第111号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分、第120号議案

「公の施設の指定管理者の指定について」、第

134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図2030

について」のうち関係部分の3件であります。 

 議案の内容につきましてご説明いたします。 

 第111号議案「長崎県指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一

部を改正する条例」につきましては、児童福祉

法等の一部を改正する法律の施行に伴う児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準等のこども

家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令

等の施行に伴い、所要の改正を行おうとするも

のでございます。 

 第120号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」につきましては、長崎県視覚障害者情

報提供施設条例に基づき、長崎県視覚障害者情

報センターの管理・運営を行う指定管理者を公

募いたしましたところ、1者から申請があり、選

定委員会における審査結果を踏まえ、一般社団

法人長崎県視覚障害者協会を指定管理者として

指定するものであります。 

 第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」は、長崎県行政に係る基本的な

計画について、議会の議決事件と定める条例第

2条の規定により議会の議決を得ようとするも

のであります。 

 これは県議会をはじめ県民の皆様から、ご意

見をいただきながら検討を進めてまいりました

新たな総合計画について、名称を「長崎県総合

計画みんなの未来図2030」とし、「ながさきの

誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来を

ひらく」を基本理念に、「こども」「くらし」

「しごと」「にぎわい」「まち」の五つの柱の

下、12の基本戦略を掲げる、令和8年度からの5

か年計画として策定しようとするものでありま

す。 

 なお、基本戦略のうち福祉保健部関係部分で

は、基本戦略「健康で生きがいを持って暮らせ

る社会をつくる」において、地域の医療・介護

のサービス確保及び充実として、持続可能な医

療提供体制の構築や、地域包括ケアシステムの

深化等に取り組むほか、健康づくりと生きがい

づくりの促進として、健康寿命延伸の取組や高

齢者の社会参加促進を推進していくこととして

おります。 

 また、基本戦略「多様性を尊重し合う共生社

会をつくる」では、互いに支え合う地域共生社

会の更なる推進として、社会的配慮を必要とす

る人たちへのきめ細かい支援の実施や、障害者

が地域で安心して暮らすための環境整備及び支

援等に取り組んでいくこととしております。 
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 こうした施策を、様々な関係者と力を合わせ

しっかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力

を尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、議案外の主な所管事項について説明い

たします。 

 福祉保健部における各種計画の策定について、

今年度末に終期を迎え令和8年度を初年度とす

る、新たな5か年計画として策定中の長崎県福祉

保健総合計画については、長崎県総合計画や保

健、医療、介護、福祉分野の各領域の個別計画

と整合を図りながら、関係団体や市・町等から

の意見も踏まえ、専門委員からなる長崎県福祉

保健審議会、福祉保健総合計画専門分科会にお

いて検討を重ね、今般素案を取りまとめたとこ

ろです。 

 当計画は、社会福祉法に基づく地域福祉支援

計画としても位置付け、県民一人一人の尊厳が

保たれ、住み慣れた地域で社会とつながりを持

ちながら、安心して健やかに暮らし続けること

ができる地域共生社会の実現という基本理念の

下、保健、医療、介護、福祉施策を総合的に推

進していくこととしております。 

 また、同じく今年度終期を迎える長崎県再犯

防止推進計画及び長崎県ギャンブル等依存症対

策推進計画につきましても、新たな計画の策定

を進めており、それぞれの分野の専門委員から

なる協議会等からの意見を踏まえ、素案を取り

まとめたところです。 

 これらの計画につきましては、県議会のご意

見をお伺いするとともにパブリックコメントを

実施し、県民の皆様の声も聞きながら、今年度

中に策定することといたしております。 

 第7回健康長寿日本一長崎県民会議総会の開

催について、健康長寿日本一の長崎県づくりを

目指し、県内の幅広い関係者の皆様にご参画い

ただき、去る11月13日、第7回健康長寿日本一長

崎県民会議総会を開催いたしました。 

 本総会では、健康づくりのために積極的に取

り組み、独自の工夫で成果を上げている企業・

団体等を表彰する長崎県健康づくり優良事例表

彰「ながさきヘルシーアワード」や長崎健康づ

くりアプリ「歩こーで」を活用した歩数競走の

表彰式を行ったほか、長崎健康革命サポーター

として登録いただいている企業・団体の取組紹

介も行いました。 

 今後も、県民が健康づくりに取り組めるよう

関係団体の皆様との連携をさらに深め、健康長

寿日本一の実現に向けて努めてまいります。 

 続きまして、文教厚生委員会関係説明資料の

福祉保健部追加1、2ページをお開きください。 

 新型インフルエンザ等対策本部会議訓練につ

いて、今年3月に策定いたしました「長崎県新型

インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、去

る11月21日、海外で新型インフルエンザ等が発

生し、政府対策本部が設置されたという想定の

もと、知事を本部長とする長崎県新型インフル

エンザ等対策本部の模擬会議を開催する実践的

な訓練を初めて実施いたしました。 

 新型インフルエンザ等の発生が確認された際

に、迅速かつ機動的に対応できるよう、引き続

き平時からの備えの充実を図ってまいります。 

 その他の所管事項につきましては、文教厚生

委員会関係説明資料の福祉保健部の5ページ上

段「長崎県ケアラー支援シンポジウム2025の開

催について」、5ページ中段「長崎県認知症施策

推進計画策定のためのワーキング会議の開催に

ついて」、5ページ下段「障害者のスポーツの振

興について」、6ページ中段「事務事業評価の実

施について」で、記載の内容のとおりでござい

ます。 
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 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますよう、

お願い申し上げます。 

【中村(泰)委員長】 次に、こども政策局長よ

り総括説明を求めます。 

【浦こども政策局長】 文教厚生委員会関係議

案説明資料こども政策局の2ページをご覧くだ

さい。 

 予算決算委員会分科会でご説明いたしました、

予算議案の部分を除くこども政策局関係の議案

についてご説明いたします。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第111号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分、そして第134

号議案「長崎県総合計画みんなの未来図2030に

ついて」の関係部分の2件であります。 

 議案の内容についてご説明いたします。 

 第111号議案につきましては、児童福祉法等の

一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁

関係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施

行に伴い、所要の改正をしようとするものであ

ります。 

 第134号議案につきましては、長崎県行政に係

る基本的な計画について、議会の議決事件と定

める条例第2条の規定により、議会の議決を得よ

うとするものであります。 

 こども政策局関係部分につきましては、基本

戦略「こどもたちの将来の可能性を広げ、挑戦

を応援する」におきまして、「県民総ぐるみの

子育て支援」として、こどもや若者の声を取り

入れた「ココロねっこ運動」をさらに推進及び

展開するほか、「こどもが安全・安心でチャレ

ンジできる居場所の拡大」として、こども場所

の充実に向けた官民ネットワークの構築や、中

間支援組織の設置等による活動者の支援とマッ

チングの促進、居場所の設置やモデルとなる多

様な体験提供への補助等に取り組んでいくこと

としております。 

 また、基本戦略「希望が叶う『結婚、妊娠・

出産、子育て』を切れ目なく支える」では、「結

婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための

知識の普及等と気運の醸成」としまして、若い

世代へのライフデザインやプレコンセプション

ケアに関する情報発信や研修等を通じた意識醸

成のほか、「妊娠・出産、子育ての切れ目のな

い支援」として、市町におけるこども家庭セン

ターの設置及び機能強化に向けた支援やこども

誰でも通園制度による全ての子育て家庭への支

援強化等に取り組んでいくこととしております。 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせし

っかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力を

尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 3ページをご覧ください。 

 長崎県子育て条例行動計画の変更について。

長崎県子育て条例に関する取組を総合的かつ計

画的に進めるために、令和7年3月に策定した長

崎県子育て条例行動計画につきましては、今年

度、次期長崎県総合計画との整合性を図るため、

数値目標の項目や目標値などに関して所要の改

正を行うこととしております。 

 今後、長崎県子育て条例推進協議会や県議会

等のご意見を伺いながら、今年度末の改正に向

けて取り組んでまいります。 

 4ページをご覧ください。「ココロねっこ運動」

の推進について、こども家庭庁が11月を「秋の

こどもまんなか月間」としていることに併せ、

本県でも、同月を「ココロねっこ運動強調月間」
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と定め、県民の皆様の理解や参加促進を図って

おります。 

 その一環として、去る11月2日、長崎市の観光

通り周辺におきまして、「ココロねっこパレー

ド」による広報啓発を行いました。パレードに

は長崎市青少年健全育成連絡協議会をはじめ、

36の関係機関団体約300人が一堂に会し、多くの

方々に周知啓発を行うことができました。 

 このほか、連携協定企業と協力したイベント

の実施、新聞社やテレビ局等とのタイアップに

よるローカル番組での特集のほか、市・町団体

主催行事などにおける広報啓発を実施しており

ます。 

 今後とも、運動を支え続けていただいている

関係団体や地域の皆様と連携・協力しながら、

「ココロねっこ運動」を推進し、県民総ぐるみ

の子育て支援に取り組んでまいります。 

 児童虐待防止と家庭的養護の推進について。

国においては、毎年11月を児童虐待防止推進月

間と定め、児童虐待防止のための広報啓発活動

などを行っており、本県においても、児童虐待

防止や児童相談所全国共通ダイヤル「189（いち

はやく）」について、全世帯広報誌への掲載の

ほか、学校等での児童虐待防止推進月間のポス

ター掲示やリーフレットの配布、また大学生と

協働した街頭キャンペーンの実施など、市・町

や関係機関と連携した広報啓発活動に取り組ん

だところであります。 

 また、社会的養育が必要な児童に対し、でき

る限り家庭的な環境で養育できるよう里親等へ

の委託を推進しており、里親制度の広報啓発活

動の一環として、10月の「里親月間」において

は、10月4日の「里親の日」に合わせ、里親育成

機関や里親会と合同で街頭キャンペーン等を実

施いたしました。 

 今後とも県民の理解を一層深めていただける

よう、様々な機会を通じて広報啓発を行い、児

童虐待の防止や新規里親の確保等に努めてまい

ります。 

 その他の所管事項につきましては、事務事業

評価の実施についてであり、内容は5ページに記

載のとおりであります。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。よろしくご審議を賜りますよう、

お願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 以上で説明が終わりまし

た。 

 第120号議案の質疑につきましては、分科会に

おいて終了しておりますので、第111号議案及び

第134号議案のうち関係部分に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

【松本委員】 先ほど説明のありました111号議

案です。改正内容のところに、虐待を受けたと

思われる児童を発見した者の通報義務というふ

うに明記されております。 

 あってはならないことなんですけれども、保

育園等で全国でそういった虐待の事例があった

ことを受けての改正だと思いますが、まず今ま

でどういう対応をしていたのか、実際の事例が

あったのか、把握している範囲でお願いいたし

ます。 

【村﨑こども未来課企画監】 虐待の対応とい

うことですが、これまでの対応につきましては、

これは虐待に該当するのではないかという疑い

の段階で、通報は日々受けておりました。市町

に寄せられることが多いんですが、直接県に寄

せられることもありまして、そういった場合に

つきましては、状況にもよっては聞き取り調査

を行うなどして事実確認をし、必要に応じて施
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設に改善を求めるなどの対応はやってきている

ところです。 

【松本委員】 これまではそうであって、そし

て今回の改正内容を受けて、もし通報があった

ときの対応スキーム等がやはり明確になるので

はないかと思うんですが、今までとどのように

変わるんでしょうか。 

【村﨑こども未来課企画監】 これまでの対応

等と大きく違うのは、まずこどもが虐待されて

いるところを発見した方は、職員であっても、

保護者であっても、地域の人であっても、全て

の人が通報する義務があるというふうに、改正

されております。 

 それともう1点、同じ関連で改正されましたの

は、この対応した事例については、県の方で集

約して、児童福祉審議会などの有識者が入って

いる審議会みたいなところに報告をします。そ

れで最終的には県でまとめて、このくらいの件

数がありました、こういう対応をしました、と

いう公表をするというところまでが、これまで

の対応と違うという状況です。 

【松本委員】 しっかりと組織的に対応される

ということで理解をいたしました。 

 それともう一つ、義務というふうになった場

合に、例えば表に出ないようにその義務を怠っ

た場合とか、そういったときにはどのような対

応をされるんでしょうか。 

【村﨑こども未来課企画監】 もし発見しても

通報しなかった方が義務違反ということになる

のかというご質問か思いますけれども、今回の

改正の中では、義務違反に対する罰金などの罰

則規定は設けられておりませんので、もちろん

義務化されたということで、これはと思うもの

は通報するべきものになりますけれども、通報

しなかったからといってその方を取り締まると

か、罰則を与えるとか、そういうふうな規定に

はなっておりません。 

 そういう、なかなかこどもが声を上げにくい

状況があったり、通報しにくい状況があるよう

なところを少し改善して、発見しやすくし、通

報をしやすくしまして、そういう事案を埋もれ

させないための対応であると認識しております。 

【松本委員】 やはりこの改正になった内容を、

県民の皆さんに周知することがやはり大事だと

思いますし、ないとは思いますけれども、潜在

的にそういうことがもしあれば、そういうこと

で対応が強化されることをお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質疑ございません

でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すのでこれをもって質疑を終了いたします。 

 次に、第120号議案も含めまして討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 討論がないようですので

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。 

 第111号議案、第120号議案及び第134号議案の

うち関係部分は原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって予算議案は原案のとおりそれぞれ可決

すべきものと決定されました。 

 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について説明を

求めます。 
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【川村福祉保健課長】 政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会、議員との協議等の拡充

に関する決議に基づき、本委員会に提出いたし

ました福祉保健部関係の資料について、令和7年

9月から令和7年10月分の実績をご説明いたしま

す。 

 福祉保健部政策等決議資料の2ページをお開

きください。 

 補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

づけを行って実施する個別事業に関し、市町並

びに直接・間接の補助事業者に対し内示を行っ

た補助金について、直接補助金は資料2ページか

ら43ページの記載のとおりで、計252件でござい

ます。なお、間接補助金はございません。 

 次に、44ページをお開きください。 

 知事及び部局長に対する陳情要望のうち、県

議会議長宛てにも同様の要望が行われたものは、

長崎県身体障害者福祉協会連合会等からの計2

件であり、それに対する県の対応は、資料44ペ

ージから58ページに記載のとおりであります。 

 次に、59ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果について長崎県福祉保健

審議会など計15件となっており、その内容につ

いては、資料59ページから74ページに記載のと

おりであります。 

 以上で報告を終わります。 

【黒島こども未来課長】 政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会議員との協議等の拡充

に関する決議に基づき、本委員会に提出いたし

ました福祉保健部こども政策局関係資料につい

てご説明いたします。 

 2ページをお開きください。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものについての、県の対応

状況を記載しております。 

 長崎市及び佐々町からの要望書の計2件とな

っております。それに対する県の対応状況は、

2ページから7ページまでに記載のとおりでござ

います。 

【中村(泰)委員長】 次に、福祉保健課企画監

より補足説明を求めます。 

【西村福祉保健課企画監】 私からは、第6期長

崎県福祉保健総合計画の素案について、補足 

してご説明をいたします。 

 委員会補足説明資料、議案外資料の1－1にご

ざいます縦の資料、第6期長崎県福祉保健総合計

画素案の概要をご覧ください。 

 本日は計画素案の関連資料が複数ございます

ので、簡潔に説明をさせていただきます。 

 まず計画の策定趣旨につきましては、「長崎

県総合計画みんなの未来図2030」の分野別計画

としまして、保健、医療・介護、福祉分野にお

ける今後5年間の各施策の基本的な考え方、方向

性を示すとともに、各領域に多くの個別計画が

ございますので、そことの整合性を図りながら、

施策を総合的体系的に進めるための指針として

作成するものでございます。 

 また社会福祉法に基づく地域福祉支援計画を

兼ねて策定するものでございます。 

 計画の期間は、長崎県総合計画と同じく令和

8年度から12年度までの5年間としております。 

 計画の策定体制としまして、長崎県福祉保健

審議会の福祉保健総合計画専門分科会で審議を

しまして策定を進めてきたところでございます。

策定後の進捗管理に関しても、同じ分科会で行

ってまいります。 

 次に、計画の体系につきましてご説明をいた

します。 

 本計画は、保健、医療・介護、福祉施策の方
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向性を明らかにする基本理念、基本理念を実現

するための三つの基本目標を定め取組を進める

こととしております。まず基本理念につきまし

ては、「県民一人ひとりの尊厳が保たれ、住み

慣れた地域で社会とつながりを持ちながら、安

心して健やかに暮らし続けることができる地域

共生社会の実現を目指します」としております。 

 この基本理念を基に、2に記載の三つの基本目

標がございますが、こちらは県の総合計画「み

んなの未来図2030」に掲げます関連3施策を紐づ

けたものとしており、①で健康づくりと生きが

いづくりの促進、②で医療介護サービスの確保・

充実、③で地域共生社会、地域福祉の更なる推

進という目標を置いております。 

 最後に、計画の策定スケジュールにつきまし

てはこちらに記載のとおりでございますが、当

委員会でのご意見やパブリックコメントなどを

踏まえまして、次期定例県議会で議案として上

程する予定でございます。 

 続きまして、第2次長崎県再犯防止推進計画の

素案について補足してご説明をいたします。 

 委員会補足説明資料、議案外資料の2－1にご

ざいます縦の資料の、第2次長崎県再犯防止推進

計画素案の概要をご覧ください。 

 まず計画の性格でございますが、平成28年に

施行されました再犯の防止等の推進に関する法

律に基づき、令和5年に国が策定した第2次再犯

防止推進計画を踏まえ、長崎県における再犯防

止等の施策の推進に関する計画として策定する

ものでございます。 

 計画の趣旨でございますが、基本理念としま

して、「だれ一人取り残さないやさしい社会の

実現」を掲げまして、犯罪をした者等が孤立す

ることなく、地域社会の一員として立ち直り、

支え合う社会の構築、再犯防止を通じて県民が

安全安心に暮らせる社会の実現を目指しており

ます。 

 計画の期間でございますが、現計画が今年度

末までとなっております。第2次計画は令和8年

度から令和12年度までの5年間としております。 

 計画のポイントでございますが、こちらにご

ざいます1から6までのとおりといたしまして、

県のほか国や関係団体等におきまして、各種施

策に取り組んでまいります。 

 計画策定及び推進体制でございますが、学識

経験者や関係団体等で構成する長崎県再犯防止

推進ネットワーク協議会において、ご審議いた

だいており、計画策定後の進捗管理等も行って

まいります 

 計画策定のスケジュールでございますが記載

のとおりとなってございます。当委員会での意

見やこれから実施いたしますパブリックコメン

トを踏まえ、次期定例県議会に最終案をご報告

する予定であります。 

 説明は以上でございます。 

【中村(泰)委員長】 次に、障害福祉課企画監

より補足説明を求めます。 

【町田障害福祉課企画監】 私の方から第3期長

崎県ギャンブル等依存症対策推進計画素案につ

きまして、補足してご説明させていただきます。 

 委員会補足説明、議案外資料3－1にございま

す縦の資料の第3期長崎県ギャンブル等依存症

対策推進計画素案の概要をご覧ください。 

 まず、計画の趣旨等でございますが、ギャン

ブル等依存症の発生、進行及び再発の予防の三

つの柱に基づきまして、ギャンブル等依存症で

ある方への支援を充実させていくことにより、

誰もが健康で安心して暮らすことのできる社会

の実現を目指すこととしており、ギャンブル等

依存症対策基本法に基づき策定するものでござ
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います。 

 計画期間でございますが、現計画が今年度末

までとなっておりますことから、第3期計画は、

令和8年度から令和10年度までの3年間としてお

ります。 

 計画のポイント、重点目標でございますが、

2点挙げさせていただいており、県のほか関係機

関・団体と連携し、各種取組を進めていくこと

としております。 

 計画推進体制でございますが、関係団体、当

事者やご家族、公営ギャンブル等の運営者など

を構成する長崎県依存症対策ネットワーク協議

会におきまして、計画の進捗管理を行ってまい

ります。 

 最後に策定スケジュールでございますが、記

載のとおりを予定しております。当委員会での

ご意見をいただいた後、パブリックコメントを

実施することとしており、次期定例県議会にお

いて最終案をご報告する予定としております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議を

賜りますようお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 次に、医療政策課長より

補足説明を求めます。 

【猪股医療政策課長】 私の方からはさきの決

算審査、文教厚生分科会においてご指摘をいた

だきました、長崎県病院企業団の経営状況等に

つきまして説明をさせていただきます。 

 資料はその他、長崎県病院企業団の経営状況

をご覧ください。 

 まず1ページですけれども、本資料は令和6年

度の決算と前年度の令和5年度決算を比較した

資料になります。 

 表の一番下をご覧ください。 

 令和6年度の経常損益は27億700万円の赤字で、

令和5年度と比較しまして14億1,000万円悪化し

ておりまして、その下の当年度純損益につきま

しても、25億9,600万円の赤字で、令和5年度と

比較しまして12億4,000万円悪化しております。 

 その主な要因は、上段の表の3行目、医業収益

ですが、入院収益は令和5年度と比較し2億2,800

万円増加しておりますが、外来収益が1億9,800

万円悪化しておりまして、医業収益全体で4,500

万円の増にとどまっております。 

 一方で、中段の表の3行目、医業費用につきま

しては、人件費や物価高騰などの影響があり、

給与費や経費を中心に前年度と比べて13億

3,100万円の増額となっており、その結果、下か

ら3段目、ここは本業の部分になりますけれども、

医業損益が前年度よりも12億8,600万円悪化し、

企業団設立以降最大となる約68億4,500万円の

赤字となったことが、収支悪化の主な要因にな

ります。 

 次の2ページ、長崎県病院企業団決算の概要に

ついてですが、こちらは企業団が設立した平成

21年度から令和6年度までの推移を示したもの

で、上段の表が収支状況について、中段の表が

未処分利益剰余金等について、そして下段の表

が構成団体からの繰入金について推移を示して

おりまして、一番下の県からの繰出金は、毎年

20億円程度で推移をしております。 

 また中段の表の一番下の未処分利益剰余金で

すが、令和4年度決算では100億円を超過してお

りましたが、令和5年、6年度の純損益の赤字に

より、この2年間で約40億円減少をしております。 

 次の3ページをご覧ください。令和5年度から

の収支悪化を踏まえまして、病院企業団におい

ては、昨年10月からさらなる経営改善の取組を

実施されており、記載の内容について企業団本

部と各医療機関が一体となって経営改善に取り

組まれております。 
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 次の4ページからは経常収支の推移、次の5ペ

ージが医業損益の推移、その後に、6ページにな

りますが、医療機関ごとの経常損益の推移、7ペ

ージに医業損益の推移を添付しております。 

 続きまして8ページをご覧ください。 

 直近の病院企業団の大きな動きとして、上五

島病院の建て替えについて説明いたします。 

 上五島病院は上五島医療圏における基幹病院、

かつ災害拠点病院として一般医療はもとより、

救急、感染症などにも対応する幅広い医療提供

を行っておりますが、本年度、病院施設の耐用

年数である39年を超えまして、老朽化、狭隘化

が顕著となっていることから、建て替え計画を

進めております。 

 2番になりますが、当初は病床数を186床から

154床に削減する計画で、次のページになります

けれども、事業費を約67億円を想定をしており

ました。 

 しかしながら、基本設計が完了した時点で、

建設資材の高騰や人件費の上昇などの影響もあ

り、工事費が約100億円に大幅に増加することが

判明したことから、企業団の厳しい経営状況や

入院患者数の減少を踏まえ、改めて病床規模を

110床に見直した上で、実施設計を行っていると

ころでございます。 

 また、建設費増加に係る財源確保策として、

国土交通省の補助金を活用できるよう、現在、

新上五島町と計画策定等の準備を進めておりま

す。 

 続きまして、3番の建て替えスケジュールは記

載のとおりでありまして、見直し後の実施設計

等に日数を要することから、竣工は当初計画よ

りも2年遅れの令和11年度を予定しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議を賜りますようお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。 

 なお、審査対象の陳情番号は73、79、87、89、

91、98となります。 

 陳情書について何かご質問はございませんで

しょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について質問はありませんか。 

【坂本委員】 1点お尋ねいたします。 

 提出資料の2の陳情要望に対する対応状況で、

49ページですね。陳情書要望書名ということで、

身体障害者福祉の充実に関する要望書というこ

とでその中の5項目、5福祉医療費の現物給付に

ついてです。これは今年の9月4日に、長崎県身

体障害者福祉協会連合会からの陳情を、陳情名

ここに要望書ということでありますけれども、

この中の5番目の項目です。 

 この内容については、福祉医療費の支給方法

について、現在、長崎市が重度の心身障害者を

対象に現物給付を実施をしておりますが、全て

の市町で実施されるようお力添えをお願いしま

す、というふうな要望なんですね。 

 それに対する県の対応、ここに記載されてお

りますけれども、結論から言うと、各市町にお

いて一定の医療費の負担増というのが伴うから、

なかなか協議が調っていない現状では、現物給
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付の導入は困難な状況ですということなんです。 

 それでちょっと確認なんですけれども、福祉

医療費というのは、必ずしもこれ要望書が求め

ている重度の心身障害者以外にもあるんじゃな

いかなと思うんです。 

 それでここで言う県の対応、長崎県福祉医療

制度検討協議会で協議してきた内容というのは、

いわゆるこの参考に書いてある事業費の実績、

単年度10億円超えていますから、これはいわゆ

る一般的な福祉医療費の問題というふうなこと

での対応じゃないかなという感じがしまして、

そこら辺についてちょっと確認させていただい

てよろしいでしょうか。 

【里障害福祉課長】 この福祉医療費につきま

しては、重度障害者や一部の中度障害者を対象

に、県として障害のある方の負担を軽減するた

めに医療費の助成を行っているものでございま

して、全体の障害者の医療費とはまた別の助成

制度ということになっております。 

【坂本委員】 分かりました。 

 そうしたら、ここでの対応というのは、あく

までも要望書が求めている重度の心身障害者の

福祉医療費と、こういうことですね。そうする

と、年間やはりそれで10億円ぐらい助成してい

るということなんでしょうか。なんですね。分

かりました。では結構です。 

【中村(泰)委員長】 ほかにございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すので、次に、議案外所管事務一般についてご

質問を受けたいと思いますが、委員会の求めに

応じて医療政策課より長崎県病院企業団の経営

状況について説明を受けましたので、まずは、

長崎県病院企業団の経営状況について委員の皆

様からご質問を受けたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

 それではまずは、長崎県病院企業団の経営状

況につきまして質問をお受けいたします。 

【前田委員】 おはようございます。 

 まずもってちょっと質問に入る前に、9月議会

で私、質疑をさせてもらって、23年度13億円の

赤字、24年度も27億円の赤字というのは答弁が

あったと思うんですが、その辺りから委員の中

でもこれは大変だなという話をしていて、どこ

かでしっかり議論しなきゃいけないという話も

出ていたんですけれども、そもそもこの12月6日

の長崎新聞の1面にこういう形で詳しく載って

いますけれども、本来だったら多分、議会に先

にやはりいろんな報告、個別にでもやるべきと

ころが、記者の方の取材力が高かったというこ

とは理解していますけれども、どうしてこうい

う形で、経常損益の推移等も含めて記事になっ

てるのか、その点まずご説明いただきたいと思

います。 

【猪股医療政策課長】 この新聞記事ですけれ

ども、私どもも病院企業団に確認したんですけ

れども、病院企業団の方では前年度の決算とか

を認定するに当たって、企業団の議会、その定

例会にかけまして了承いただくことになってい

るんですけれども、それを病院企業団の方では

12月24日に開催をする予定でありました。 

 その定例会開催に当たって、毎回、報道の方

にいついつ定例会を行いますというご案内をさ

れているということで、それを受けて報道の方

から経営状況とか、取材を受けたと聞いており

ます。 

【前田委員】 経緯は分かりました。 

 改めて今回こういう形で、詳しく説明いただ

いているので、ちょっとこれに沿って質問した
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いと思います。 

 まずもってこの病院企業団の存在というのは、

非常にやはり僕らにとってはとても、離島含め

で、半島を含めて、大事だということで、これ

をどうやって存続していくかということを考え

なければいけないということを、まず前もって

お伝えしておきたいと思いますけれども、ただ

9月議会で質問したときに、先ほどの赤字額の話

も出ていましたけれども、内部留保がかなりあ

るから大丈夫だという答弁を多分されたと思う

んです、私のやり取りの中で。 

 それでここに書いてある、記事でもって質問

するのはどうかと思うんですけれども、数年後

に内部留保が枯渇する可能性もあるというよう

な表現がされていますけれども、今日の資料の

中のどこを見たらその枯渇するだろうみたいな

ものが分かるのかなと思って、ちょっと見つけ

きれずにいるんですけれども、まずもってちょ

っとそこから説明をしてください。 

【猪股医療政策課長】 内部留保につきまして

は、資本的な部分なのでちょっとこの表からは

読み取りにくいんですけれども、この表でいき

ますと資料の2ページになります。 

 2ページの中段の表の一番下、未処分利益剰余

金のところなんですけれども、ここは令和4年度

末で115億円あって、それが令和5年度102億円、

令和6年度に76億円と減っておりますので、この

状況で推移していけば、内部留保が枯渇する可

能性があるということです。 

【前田委員】 76億円は承知しているんですけ

れども、この先があるということじゃないです

か、結局。7年度以降が。 

 それで第3次中期計画が令和6年から4年間と

いうことを立てていらっしゃると思うので、そ

の中期計画の中でも当然収支の見込みがあると

思うんですよね。 

 そこに照らしたときに、何年度に枯渇すると

いうような予測になっているのか、ちょっと収

支計画を、手元にありませんので、どういうふ

うになっているのかというのが一つと、こうい

うふうに現状、令和6年からスタートして2か年

する中で、この収支計画が大きく差異が出てい

るとするならば、早めに経営計画の見直しに入

るべきだと思いますけれども、その辺について

もお尋ねしたいと思います。 

【猪股医療政策課長】 病院企業団では中期経

営計画を策定しておりまして、現在第3次計画の

後期ということで、令和6年から9年で策定して

いるんですけれども、この計画上では、令和6年

度の純損益が1億1,100万円の黒字という形で想

定がされておりました。 

 先ほど説明しましたように純損益が26億円の

赤字なので、かなり計画と乖離している状況で

ございますので、今、企業団の方では抜本的な

経営改善の見直しをされております。 

 そしてまた来年度、診療報酬改定があります

ので、その影響を踏まえた上で、どのように計

画を見直すか、そういうのを具体的に、来年度

以降検討する必要あるかとは考えております。 

【前田委員】 すみません、中期経営計画の収

支のところだけでいいので、一応資料として提

出をいただきたいと思います。 

 その上で、すみません、私から最後にします

けれども、3ページの方にそういうことも踏まえ

てこれからの経営改善の取組、努力するという

ふうになっていますので、改めて今後どういう

ことに、これまでも経営は厳しかったんでしょ

うから、それを改善するように努力するけれど

も、こういう現状を含めたところで、さらなる

その経営改善の努力というのは、どういうこと
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を考えておって、その収支改善をどういうふう

に今後見立てているのかについて、最後にご答

弁いただきたいと思います。 

【猪股医療政策課長】 企業団における収支改

善としましては、近年の経営の悪化を踏まえま

して、昨年度から病床の削減に取り組まれてお

ります。 

 その病床の削減で効率的な運営に努めており

ますとともに、経営コンサルを導入して、医業

収益の中心となる入院収益の増加に努めておら

れまして、具体的には、先ほど言いましたよう

に、病床を削減して看護師をほかの部署に配置

をして、診療報酬の加算、看護師の加算とかを

取ったり、後はリハビリ加算、そういった診療

報酬の加算を取るようにされています。 

 そしてまた、費用面では収益に見合った材料

費、建設改良費の削減といった費用の圧縮に取

り組まれておりまして、あと来年度からですけ

れども、管理職手当の一部カットとか、一部の

喫茶店の廃止とか、そういったものを検討され

ております。 

 こういった形で経営の赤字、これちょっと今

年度もやはり厳しい状況は見られるんですけれ

ども、ここをどうするかというのは、来年度の

診療報酬改定、ここで大きな動きがありますの

で、それを踏まえたところで、また改めて検討

したいと思っています。 

【前田委員】 ここに書いてある緊急的な対策

をやっていただいているところで、その努力は

本当に評価いたします。 

 ただここの、先ほどの抜本的な改革（新）と

いうところで、中長期的な視点に立った人員の

適正配置及び給与費の適正化、医療需要の変化

に応じた病床規模の適正化というのは、もうこ

こに踏み込むというのは最終手段だと僕は思う

ので、特に離島部、半島を支える病院として、

この人員の適正配置に入っていくということは、

診療科目数とか、もちろんここで書いているよ

うな病床が変わってくるということなので、地

域にとっては大変重要なというか、大きな問題

だと思っているんです。 

 そうしたときに、ここにもやっていくんでし

ょうけれども、この最終的な収支計画も見直す

中で、この抜本的な改革についてはどこをめど

に一定案をつくろうとしているのか、最後にお

尋ねしたいと思います。 

【猪股医療政策課長】 病床規模につきまして

は、やはり直近の患者の状況とか、今後の人口

減少の状況とかを踏まえた上で、病床数は決め

ていきますので、具体的にいつというのはあれ

なんですけれども、例えば要所要所、例えば今

回、上五島病院で話をさせてもらいましたけれ

ども、建て替えのタイミングとか、そういった

ところで病床を154床から110床に減らしたりと

か、後は病院によっては状況を見まして、その

病床稼働率が減っていった、そうなれば例えば

一部の病床を休床にしたりとか、そういった形

とか、後は休棟にするか、今後高齢化が進むと

さらなるリハビリを提供する施設が増えていま

すので、休棟した部分を介護医療院とかに展開

したりとか、そういった対策が講じられると思

いますので、その年度年度の利用者の状況を踏

まえながら、適切にその適正規模というのは判

断をしていきたいと思っています。 

【前田委員】 最後に要望としておきますけれ

ども、第3次中期経営計画も進んでいく中で、今

のようなやり取りをさせてもらって、やはりこ

れからもずっとしっかり病院経営をやっていた

だきたいという中においては、いつになるか分

からないという話ですけれども、一定議会に対
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してもやはり説明が必要だと思いますので、ど

こかで期限を切って、一旦その中間報告という

か、そういった報告を求めたいと思いますし、

先々はこれ上五島病院の建て替えに続いて、ま

たほかの病院をどうするかという問題もありま

すので、そういうこと全体的に、病院企業団の

中で、それはもうプロジェクトか何かつくって

もらってでも検討して、しかるべき時期に議会

の方に報告をすることを求めて、一旦私の質問

を終えたいと思います。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１０分 休憩 ― 

― 午前１１時１０分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

 他に質問ございませんか。 

【松本委員】 ほとんど前田委員の方で言われ

たのでちょっと重なるところはあるんですけれ

ども、もうちょっと細部の方で確認をしたいん

ですけれども、2ページの概要の表を見たときに、

推移がずっと分かるんですけれども、離島の人

口が減少している中でも、平成21年と令和6年を

比べると、医業収益というのは増加をしている

んですね。 

 だから今回の大きな問題は、医業費用が90億

円ほど上がっているということが大きいと思う

んですけれども、これが物価高だけのものでは

ないとは思うんですけれども、その主な今回赤

字に至った費用の要因について、お尋ねいたし

ます。 

【猪股医療政策課長】 費用面で増加した主な

要因は、やはり近年の物価高騰、あとは人件費

の上昇によるものです。 

 この人件費の上昇で給与費が8億円増加して

おりますし、後はその経費として、例えば病院

の清掃とか食事とか、そういった委託している

業者の人件費も上がっておりますので、そうい

った人件費の上昇というのが大きな要因になっ

ております。 

【松本委員】 給与費が、今の答弁で8億円増と

いうことと、あとコンスタントにかかる委託料

や修繕費の増加はどれぐらいかかっているんで

すか。 

【猪股医療政策課長】 委託料とか修繕費とか、

いわゆる経費というところですけれども、これ

については前年度よりも4億円増加をしており

ます。 

【松本委員】 つまり12億円。ランニングコス

トは上がっているということですよね、プラス

で。 

 それともう一つ確認したいのは、そういう中

でも令和2年、3年、4年は黒字になっているんで

すね。平成22、23、24、25年も黒字になってい

ます。この要因は何ですか。 

【猪股医療政策課長】 令和2年度から令和4年

度が黒字だったのは、その収入面でコロナ関係

の補助金がございまして、病床の確保料とか、

そういった形で毎年度20億円、多い年度は30億

円程度受けていたので黒字になっておりまして、

ただこれが令和5年5月にコロナが5類感染へ移

行したことに伴って、補助金も終了しておりま

す。 

【松本委員】 今後、持続可能にしていくには、

コストをある程度カットしながらも、ほかの収

入も増やしていくということも考えなきゃいけ

ない。先ほど答弁でおっしゃった、やはり 

介護関係の部分のニーズのある部分に対しても、

やはり検討していく必要があると思うんですが、

先ほどから話があっているのは、やはり今後の

見通しが見えないことへ、県民の皆さんの不安
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感というのが大きくなっております。 

 それで3ページに、毎年5億円のカットという

ことで、経営努力は認めるんですけれども、お

っしゃるとおり、給与は逆に8億円上がっている

わけですから、上がったものをまた5億円カット

するというのも、いろいろ合理化で収支はでき

ると思うんですけれども、内部留保の金額も今

まで結構大きいものがありました。 

 この内部留保の見込みとか、それと先ほどお

っしゃる診療報酬の増の見込みというのは、今

確定はしておりませんけれども、例えばどれく

らいの額が想定で今後さらにプラスになってい

くのかというのは、もちろん国の判断ベースだ

と思いますけれども、把握しているんでしょう

か、お尋ねします。 

【猪股医療政策課長】 診療報酬の改定率です

けれども、なかなか具体的に、今のところどの

くらいとかまだ全然示されておりませんので、

昨年で言いますと12月20日ぐらいにその改定率

が示されておりますので、恐らく今年もそれぐ

らいの時期に示されるのではないかとは思って

いますけれども、今の時点ではちょっと把握は

できておりません。 

【松本委員】 そこの部分が、国会の状況次第

では、提示された場合はまた修正して、増のプ

ラス要素の過程もあると思いますし、内部留保

の金額も、やはりそこで変わってくると思いま

すので、ぜひそこを加味した上で出していただ

きたいというのと、もう一つは9ページに上五島

の病院の建て替えですね、このタイミングで、

しかも67億円だったものが100億円に増額して

いるということで、これが今後払っていけるの

かと、この状況の中で、というところに不安の

声があります。 

 ただ、先ほどおっしゃったとおり、補助金や

交付金とか、活用状況も見込んでいらっしゃる

と思いますし、実際の負担はどれぐらいの割合

になっているのか、お尋ねをいたします。 

【猪股医療政策課長】 病院企業団の厳しい経

営状況を踏まえますと、上五島病院の建て替え

につきましては、国の補助金とか起債を最大限

に活用して、可能な限り企業団の負担を抑えた

いと考えています。 

 また、先ほども説明しましたけれども、国交

省が所管されている補助金を活用したいと考え

ておりまして、この補助金の上限が最大で21億

円ございますので、仮に事業費が記載のとおり

101億円とすると、残額80億円になります。 

 その後、過疎債とか病院事業債といった起債

を活用することで、交付税措置が約30億円程度、

あとほかに県とか新上五島町の負担があります

ので、最終的にそれらを差し引きますと、企業

団自体の負担が26億円程度かなというところで

ございます。 

 これら起債なので、この26億円を今後30年ぐ

らいかけて、年間1億数千万円ぐらいで返してい

くという計画になっておりますので、この返済

が着実に実行できるように、県としても引き続

き、経営状況を確認しながら、企業団とともに

経営改善対策、これを検討していきたいと思っ

ております。 

【松本委員】 だから実際、額面では100億円な

んだけれども、補助金やいろいろな交付金を使

えば、実際、病院企業団の負担は、先ほど答弁

された26億円。 

 それを30年で返済するわけでありますから、

年の返済は約1億円ぐらいになるということで、

そこの部分が、ただ補助の20億円というのが非

常に大きい状況ですから、これが確定できるよ

うに、しっかり取っていかないといけないと思
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いますが、そういった形であるのであれば、見

込みがあると思いますので、しっかりと診療報

酬の増の部分と、コストの部分も大変でしょう

けれども、維持できる持続可能なやり方、そし

てそれをやはりしっかりと説明できるように、

よろしくお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

か。 

【中島委員】 先ほどの上五島病院の建て替え

の件で、実質20数億円の企業団の負担があると

いうことなんですけれども、計画の当初が、対

馬の病院と一緒の同時進行で工事をやっていく

ということだったんですけれども、結果的に負

担の割合が非常に大きいということで、この後

に対馬の方の計画をされているということなん

ですけれども、先の話になるんですけれども、

対馬の方も同様に、当初の計画の大幅な工事費

の増額にもなるんじゃないかというのを危惧し

てるんですけれども、先ほど年1億円ということ

でしたけれども、その後の対馬の状況によって

は、その倍以上のまたその負担もかかっていく

んじゃないかと思います。 

 このことを踏まえて、先ほど前田委員からも

ありましたとおり、長期計画の中でそこに食い

込んでくる、負担もかかってくるという計画を

立てなきゃいけないと思うんですけれども、対

馬の方は今後どのような状況でしょうか。 

【猪股医療政策課長】 上対馬病院の方ですけ

れども、ここも建築してからもう年数がたって

おりますので、建て替えの必要性がございます。 

 ただ、上五島病院の建設もございますので、

企業団としては、財源負担を可能な限り抑えた

いというのがありますので、そのために過疎債

を最大限活用するということでございますので、

上五島病院が竣工した後に、上対馬病院を着手

したいと考えております。 

 その関係上、上対馬病院が令和9年後半ぐらい

から基本設計ができればということで考えてお

りまして、なので具体的に今のところどれくら

いの費用がかかるかまだ見えていないんですけ

れども、今後つくるに当たっては、適正な病床

数、必要な医療需要を踏まえて上で、適正な規

模で建て替えたいと思っておりまして、そこは

企業団の負担にならないように取り組んでいき

たいと思っております。 

【中島委員】 今後の診療報酬の改定で、どの

程度、上がっていくようなことを期待している

んですけれども、そういう面では逆に、こうい

った負担も増えてくるということなので、そこ

もしっかりと計画に入れていただきながら、上

対馬病院もかなり当初の計画からすれば大きく

なっているのか予想できますので、そこをしっ

かりと考慮していただきたいと思っております。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【溝口委員】 一応この収益と費用の方を見た

ら、4年度まではある程度同じぐらいなんですけ

れども、5年6年と10何億円ずつ上がっていって

るわけですよね。 

 この辺の分析はしているのかどうか、どれが

どのように上がってきたのかを分析しているか、

そこについてお尋ねしたいと思います。 

【猪股医療政策課長】 この大きな費用の増と

いうのは人件費の増、例えば給与費が増加した

りとか、あと経費、物価高騰によって経費が増

加しております。 

 医療政策課で今現在把握しているのは、給与

費で8億円の増、材料費で4,400万円の増、経費

で4億円増となっておりまして、細かいところに

つきましては企業団で分析されていると思いま

すけれども、すみません、現状ではこちらで把
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握できておりません。 

【溝口委員】 分かりました。人件費が8億円、

合わせて10何億円ずつ増えていくということで

あれば、また7年度もそのように増えていくこと

になると思うんですよね、人件費としてはずっ

と。 

 そうしたら、収支が大体4年度まではうまく黒

字になるような形って、やはり10何億円、今度

は20何億円、そうしたらもう30何億円と、7年度

はなるような形になってくると思うんですけれ

ども、その辺をちょっと、あまりにも10何億円

ずつ上がっていったら、やはり収益としてはも

う、限度があるわけですからずっと同じなんで

すよね。 

 だからそこら辺の対策とか考えていくとした

場合、材料費は少しは、一遍に買ったら安くな

るか分かりませんけれども、人件費はずっと上

がっていくことになれば、収入としてどこで求

めていくのかというのを、やはり考えていかな

いときついと思うんですけれども、その辺につ

いてはもう繰入れのこの交付金の関係しかない

わけですかね、繰入れの方しか。 

【猪股医療政策課長】 この人件費の上昇とい

うのは、これはもう、全国的な医療機関で起こ

っている状況でありまして、それを踏まえて今、

国の方では診療報酬の改定を検討されておりま

す。 

 その中で、直近の人件費の上昇とか、物価高

騰とか、こういったところを加味して診療報酬

が決まってくると思いますので、そこが出た上

で、経営の影響を踏まえた上で、改めてどうい

った取組をしていくかというのを検討していき

たいと思います。 

 またそれ以外にも、企業団として努力できる

ところは、病床の適正規模とか、あと診療報酬

のよりよい加算を取っていくとか、そういった

努力はしていきたいと思っております。 

【溝口委員】 かなり厳しいような感じになっ

てくると思うんですけれども、早く国の方が対

策をしていただかないと、これは大変なことに

なってくるんじゃないかという気がいたします。 

 努力するのは分かりますけれども、ちょっと

数字的に難しいような感じが私はしていますけ

れども。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

か。 

【坂本委員】 今それぞれのやり取りの中で、

厳しい状況を改めて認識するわけでありますけ

れども、この病院企業団は、公立病院が11です

か、特に離島と半島を中心に存在をしているわ

けでありますけれども、これ総務省の把握で言

うと、公立病院の8割が赤字という全国的な状況

で、厚労省の調べては、民間病院の約5割弱が赤

字ということで、そういう意味でいくと、先ほ

どから診療報酬の改定の問題が非常に重要だと

いうことでありますので、民間・公立問わず非

常に厳しい状況。 

 特に、長崎県の病院企業団の場合は、先ほど

言いましたように離島とか半島のところで、非

常に重要な地域医療としての役割を果たしてい

るんじゃないかなというふうに思います。 

 そういう中で、特に公立病院の場合は、救急

とか周産期、精神科などなかなか採算が取れに

くいというようなことで、それでも頑張って医

業収益は一定の維持をしているんじゃないかな

と思うんですけれども、先ほどから伺っていま

すように、いわゆる経費のところが、物価それ

から人件費含めて上昇してるというふうな中で、

経営を圧迫しているということですから、今後

の経営計画というのをきちんとしていかなけれ
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ばならないと思います。 

 その中で、まずはこうした公立病院が、言わ

ば構造的な赤字の現状があるのではないかと思

いますけれども、県としてこの病院企業団、公

立病院の役割、それからこうした構造的な赤字

というのを、改めてどのように考えているかと

いうのを、まず認識を教えていただけますか。 

【猪股医療政策課長】 まず病院企業団の役割

ですけれども、病院企業団は各医療圏の基幹病

院として、大切な存在だと思っております。な

くてはならない存在だと思っております。 

 昨今の経営悪化の主な原因というのは、やは

り物価高騰とか、人件費の上昇、ここが主な要

因だと思っておりまして、先ほど述べましたけ

れども国におきましては、現在、医療分野にお

ける賃上げや物価上昇に対する支援ということ

で、補正予算の審議もなされております。 

 あわせて、診療報酬改定も物価高騰や賃金上

昇を踏まえて、措置を講ずるという方針が示さ

れておりますので、県としましては国の動向を

注視しながら、国の補助金とか診療報酬改定の

企業団の経営への影響、そういったものを確認

しながら、その上で経営改善に向けてどのよう

なことができるのかということを、引き続き企

業団と検討していきたいと考えております。 

【坂本委員】 それで、やはりこうした構造的

な赤字を、なかなか病院企業団という、あるい

はその各病院企業団本部ないしは各病院で、現

場だけの努力ではかなり厳しいんじゃないかな

と思っていますので、そういう意味でいくとや

はり県として、設置者でありますので、県とし

ての中長期的なやはり支援が必要じゃないかな

と思っています。 

 もちろん国に対して、診療報酬の改定をやは

りきちんと求めていくというのは重要でありま

すけれども、これまでも、一般財源から繰入れ

という形で、恐らく長崎の場合、基準を若干上

回るぐらい投入されているんじゃないかなとい

うふうに思いますけれども、ぜひ中長期的な、

先ほど計画の部分がありましたけれども、そう

いうことを今答弁があった認識に基づいて、お

願いしたいと思います。 

 それから人件費が上昇しているということで、

いわゆる赤字の約8億円ということで、13億円の

うちの約8億円が人件費ということであります

けれども、県の病院企業団は、病院企業団の職

員の皆さんと、それから県の職員の皆さんと、

ちょっと職種で混在をしていますよね。 

 昨年、今年、県の人事委員会勧告がありまし

て、民間をベースに、民間と同程度の3.数％と

いうことになっているんですけれども、職員の

皆さんに聞きましたら、昨年はその中のいわゆ

る一時金が、なかなかこういう状況の中で厳し

いということで上がっていない。 

 あるいは今年も、なかなか今、この人事委員

会勧告を受けて、それぞれ話し合われていると

いうふうに思いますけれども、なかなか厳しい

状況だというふうにお伺いしているんですね。 

 そういう意味でいけば、人事委員会の勧告さ

え、きちんと100％実施をできていないというふ

うな状況があろうかと思いますけれども、そう

なるとやはりこの人件費、確かにその13億円の

うち8億円ということでかなりの部分を占める

んですけれども、ここでいくと抜本的な革新と

いうことで、3ページに書かれておりますけれど

も給与費の適正化と。 

 適正化というのがどういう方向性を見ている

のか分かりませんけれども、人事院勧告が100％

実施されたらこれは適正化じゃないかなと思う

んですけれども、必ずしも実施されていないと



令和７年１１月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（１２月１１日） 

- 98 - 

いう状況もありますし、そのことが人材の確保、

定着化につながるのかということも指摘される

んですよ。 

 結構、今ぎりぎりでやっているというような

ことも、コロナ禍以降、非常に厳しい状況だと

いうふうに聞いておりますし、それから例えば

看護師さんとかも結構中途採用が多くいらっし

ゃって、そうすると民間で働かれた方が一定年

数たってから、この病院企業団のどこかの病院

に行くということになると、やはり処遇面で、

一定のものがないと、そういう方々がやはり来

れないというふうなことにもなりますので、こ

の人事院勧告が、完全に実施をされていないと

いうふうな状況のところについて、この人材確

保、単なる給与改定ではなくて、人材確保とそ

れからそのことがすなわち地域医療を守ると、

離島半島地域における、そういう最低限のセー

フティネットじゃないかなというふうに、人事

委員会の勧告と思うんですけれども、そこら辺

についてのちょっと認識をお聞かせください。 

【猪股医療政策課長】 先ほど委員からお話が

ありましたとおり、昨年の人勧で、プロパー職

員と派遣職員とでボーナスの率が違ったという

ことは把握しております。 

 今年度に入って一緒になったと聞いているん

ですけれども、こういった状況がありますと、

働きがいという意味でも、やはり適切に給料を

払うのは必要だと思いますので、また今後の医

療職の確保のためにも、適切に給与を払うとい

うことは必要だと思っていますので、今後とも

そういったことができるように経営改善とかに

努めながら、職員の処遇改善とかも検討はして

いきたいと思ってます。 

【坂本委員】 最後にしますけれども、やはり

この病院企業団をはじめとする公立病院の課題

は、まさに採算性ではなくてやはり県民の医療

を、地域医療をどう守っていくかという公共性、

これが非常に重要ではないかなというふうな、

その問題ではないかなと思います。 

 そのためにも、やはり人への投資、地域医療

を持続させると思っておりますので、検討して

きちんと短期・中期・長期の観点から、責任あ

る対応を強く求めまして質問を終わります。 

【中村(泰)委員長】 間もなく時間ですけれど

も、ほかに質問されたい方はいらっしゃいます

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 今資料を配付していただ

いておりますけれども、こちらの件についても、 

午後ということにいたしますので、何かありま

したらご質問よろしくお願いします。 

 それでは、午後は13時30分から再開をいたし

ます。 
 

― 午前１１時３０分 休憩 ― 

― 午後 １時２８分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 それでは再開いたします。 

 午前中の続きで、議案外所管事務一般のとこ

ろですけれども、病院企業団の経営状況につき

まして、引き続き質問お受けいたします。 

 質問はございませんか。 

【虎島副委員長】 私はちょっと確認だけ、上

五島病院の建て替えのことで質問いたします。 

 基本設計を行ったこの概算ですけれども、101

億円というのは当初予定していた154床におけ

る予算というか概算であって、これからさらに

110床でもう一度設計し直すと下がる可能性が

あるという認識でよろしいでしょうか。 

【猪股医療政策課長】 委員がおっしゃるよう

に、この101億円につきましては154床を設計し
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た段階でございますので、今後また110床で改め

て実施設計をいたしまして、恐らく建設費は若

干下がるとは思っております。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。 

 しかし、またずるずると後ろに下がっていく

と、またさらに建設費が上がるということはよ

く考えられることですので、ぜひ決めるとなれ

ばしっかりと対応しながら、早急にやっていた

だきたいと思います。 

 もう1点は、地域医療構想における現在の上五

島地区の適正な病床数について教えてください。 

【猪股医療政策課長】 地域医療構想では、こ

の上五島医療圏は130床ということで定めてお

りまして、ただこれが構想が10年前に策定して

いるものでありまして、実際の利用状況が若干

異なってきております。 

 それで実際の利用状況でいきますと、月平均

で少なくて102名、多くて月平均117名というこ

とで、ある程度、おおむね今計画しています110

床ぐらいが妥当じゃないかなと考えておりまし

て、実際今154床で考えているんですけれども、

やはり154床だと68％か78％の稼働率、やはり低

うございますので、ここは110床で実施設計をし

ていきたいと思っております。 

【虎島副委員長】 ありがとうございます。 

 稼働率から計算した結果が110床というとこ

ろでした。 

 ほかに上五島には病床がない、有床診療所も

ないということですので、しっかりと対応でき

るような想定で、しかも過分とならないように、

しっかりと算定して行っていただきたいと思い

ます。 

 1点要望ですけれども、今回、公的病院という

ことで、赤字で問題になっていますけれども、

これは看護協会からも緊急要望ということで挙

がっておりましたが、もう全体的に、私立の病

院も赤字であることはもう明らかでございます

ので、検討してなかなかできることは限られて

いるとは思いますけれども、この公的病院と併

せて、長崎県全体の病院の経営についても、し

っかりと県としても対応していただきたいと思

います。 

 要望にとどめます。よろしくお願いします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問はございませ

んでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 それでは質問がないよう

ですので、改めて議案外所管事務一般につきま

して、ご質問をお受けいたします。 

【松本委員】 それでは、第2次長崎県再犯防止

推進計画について質問させていただきます。 

 計画の資料の14ページです。様々なデータが

出ておりまして、本県と全国を比べたデータな

んですけれども、ちょっと気になったのが14ペ

ージの、刑務所出所者の就労支援対策対象者の

うち、出所した後に就職した人の数と割合なん

ですけれども、そのデータによると令和6年度、

この割合が出所した方が就職したのが35％、そ

れで全国平均が53.9％ということですから極め

て全国よりも低い。 

 さらに令和4年は18.8％ということで、なかな

か、人手不足ではあるんですけれども再就職が

できないという状況が、何が課題なのか、そし

てどういうふうな対応をしているのか、お尋ね

をいたします。 

【西村福祉保健課企画監】 本県の出所者の出

所就職率が35.4％で、全国平均の53.9％に比べ

て低い状況にございます。この数字が決して全

国も高いとは言えず、就職した者の割合が低い

という状況については、構造としては似たよう
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な状況が、全国的な課題としてあると考えてお

ります。 

 課題としましては、特に長崎県の場合は受刑

者の高齢化というのがございます。それから障

害などによりまして、一般的な労働市場での競

争力が低いということで、なかなか就職に結び

つかないということが挙げられます。 

 それから求人とのマッチングが難しいという

ことが大きな要因となってございまして、ご本

人の適性や希望に合致せず就職に結びつかない

といった事情を把握しております。 

 法務省では、刑務所出所者や保護観察対象者

の社会復帰を支援するために、雇用の機会を提

供する企業や事業主を協力雇用主として登録す

る制度がございますが、その業種構成としても

今、建設業が大半を占めているといった偏りが

ございますので、せっかくご登録をいただいて

も、そことのマッチングもなかなか難しい状況

というのがございます。 

 こうした課題への対応としまして、まず当事

者に向けての支援としましては、特に高齢や障

害をお持ちの方の出所者で、すぐに就労が難し

い方については、刑務所と矯正施設が、県の地

域生活定着支援センターというのがございまし

て、そちらと連携をして福祉制度の利用を調整

して、まずは生活基盤を整えた上で、就労の場

を確保する支援というのを行っております。 

 それから協力者への働きかけとしましては、

国の長崎保護観察所が、協力雇用主の確保とい

うのに取り組んでおりまして、業種の拡大を進

めております。 

 第2次計画ではこうした内容を盛り込んでご

ざいますが、加えまして、今年6月に施行されま

した改正刑法によりまして、懲らしめから立ち

直りへということで、国の所管でございます刑

務所等の矯正施設や保護観察所におきまして、

いわゆる作業という性格ではなくて、受刑者

個々の特性に応じた教育職業訓練、就労支援な

どにも取組を充実させていっておりますので、

そうしたことを今回計画の方に盛り込ませてい

ただいております。 

【松本委員】 ちょっとたまたま先日映画で、

出所された方が社会になじむのがどれだけ厳し

いかという映画があって、確かにそこまで、や

はり出た後のことが、結局そこで仕事がないと

収入がなくて、収入がなくなると生活が疲弊し

て、そしてまた犯罪をしてまた戻ってしまうと

いうことの、負のループが社会問題になってい

るという話も伺っております。 

 やはり今おっしゃった、協力雇用主の確保と

いうのが、やはり社会全体で寄り添って、そう

いうことを再犯しないようにいろいろ提供して

いく、そういった部分もやはり必要だと思いま

すので、この第2次のときにはそこのところを重

点的にお願いしたいと思います。 

 それと次が18ページです。 

 これもちょっと関連するんですけれども、出

所時に帰住先がない者の状況というのが、ござ

います。帰住先というのは、要するに出所して

も住むところですか、そのまま生活するところ

がないという方が、長崎県が20.1％で、全国も

低いんですけれども、この低い状況をどういう

ふうに、何が課題で、また対応状況等、確認を

させてください。 

【西村福祉保健課企画監】 本県刑務所で出所

後に適切な帰住先のない方の割合が20.1％と、

全国平均の14.5％より高い状況でございます。 

 帰住先がない方は、基本的に満期出所となる

例が多くございまして、そうなると保護観察が

つかないということで、本人に対しての支援の
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義務的な枠組みが弱く、出所に際して支援を受

けるかどうかが本人の意思に委ねられることに

なっております。 

 そのため、支援を拒否する場合には、保護観

察所や、先ほど申し上げた地域生活定着支援セ

ンター等が介入しにくい状況となってございま

す。 

 矯正施設にお尋ねしたところによりますと、

帰住先がないままに出所する者の例として、引

受人の設定を拒否した方、就労福祉等の支援を

拒否した方、現役暴力団員であり離脱支援を拒

否した方などがあるということなので、この

方々への支援に対する動機づけが、現在課題と

なっているということでございました。 

 帰住先がないことが見込まれる受刑者等に関

しては、出所前から支援は行われておるんです

が、矯正施設においては保護観察所と連携しま

して、帰住先確保のための調整というのを行っ

ております。 

 その内容としましては、更生保護施設への入

所、協力雇用主の紹介を通じた就労先の確保等

が行われております。県としましても、高齢障

害を有する方は県の地域生活定着支援センター

が関与して福祉サービスの利用調整などを進め

ております。 

 それから、出所時に支援を望まない方につい

ても、出所後であっても支援を希望される方は、

保護観察や地域生活支援センターで相談支援は

できますので、そういったご案内はししておる

ところでございます。 

【松本委員】 これも先ほどと関連して、やは

り住むところと働くところがないことには生活

もできないわけでありまして、そこのやはり出

所後のフォローアップというのが再犯防止に大

きな影響を与えると思いますので、こちらもよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、第3期長崎県ギャンブル依存症対策推進

計画というところであります。 

 第3期ということで、まずその第2期の計画で

は、どのような課題があったのかというところ

をお尋ねいたします。 

【町田障害福祉課企画監】 第2期の課題につい

てのお尋ねですが、相談支援体制につきまして、

これまで保健所などの行政機関以外の民間相談

支援機関は長崎市内にしかなく、地域によって

相談支援体制に課題がございました。そのため、

県が民間団体に委託いたしまして、令和4年度か

ら佐世保市内で相談室を開設し、改善を図って

きたところでございます。 

 またギャンブル等依存症を専門に診療できる

医療機関が少なく、かつ長崎であるとか県央地

区にしかないというような状況がございました

ので、医療が必要な方が専門医療機関につなが

りにくいという課題がございました。 

 そのため専門医療機関と各地の相談支援機関

等によるネットワーク、いわゆる顔が見える関

係性を構築し、医療が必要な方を専門医療機関

に紹介する仕組みを構築し、改善を図っている

ところでございます。 

【松本委員】 第2期で、そういった地域の偏在

を均衡ある状態にされたことは評価をいたしま

す。 

 また専門医療機関に対してもしっかり対応し

ているわけですが、それでは、この第3期になっ

て今度見直したもの、変更点、また新たな課題

等ありましたら教えてください。 

【町田障害福祉課企画監】 先ほどご答弁させ

ていただいたとおり、一定相談支援体制につき

まして構築したこともあり、相談件数につきま

しては年々増加している状況でございます。中
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でも若年者による相談件数が増加傾向であると

いうことを、現場の相談支援機関から報告をい

ただいているところでございます。 

 そのため、新たな計画につきましては、若年

者対策の強化といたしまして、重点目標に掲げ

取組を進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 また近年、オンラインカジノに関する芸能人

等の摘発報道であるとか、先日も県内でも初め

て高校生を含む3名が書類送検されたというよ

うな報道もあっておりますので、オンラインカ

ジノ等、違法に行われるギャンブル等への対応

といたしまして、警察による取組の強化、オン

ラインカジノの違法性の周知等について、既に

現在も取組を進めているところでございますが、

今回の計画に新たに明記し、取組を進めてまい

りたいと考えているところでございます。 

【松本委員】 そのオンラインカジノの取締り

が初めて本県であったということ、しかもそれ

が何と高校生であったということで、やはりオ

ンラインでも公営ギャンブルは、ボートとかは

違法ではないんですけれども、オンラインカジ

ノは日本ではもう違法であるということの、や

はり認識がまだ伝わっていないのではないかと

思う、ネットで簡単に誰でもできる。 

 その部分が今もう急激に伸びているというこ

とで、やはり県警と連携して強く、これ教育委

員会も関わってくることですし、まさか未成年

者がそういうオンラインカジノをするというの

も想定外、しかしやはり芸能人がやったことで

逆に周知が、違う意味で広がってしまっている

ことも危険性があると思いますので、しっかり

取り組んでいただきたいと思います。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

か。 

【中山委員】 「ココロねっこ運動」の推進に

ついて、「ココロねっこ運動」は県独自の取組

で大変期待しておるところでございます。 

 また今日、先ほどこども政策局長の方から、

さらに推進を展開するという説明がありました

ので、それについて幾らか検証しながら、私の

考え方を述べさせていただきたいなと考えてい

るところであります。 

 まず最初の「ココロねっこ運動」強調月間と

いうことで、11月2日にココロねっこパレードを

実施したということでありますけれども、長崎

市青少年健全育成連絡協議会はじめ、子ども会

含めて約300人ということでございましたけれ

ども、これは多いのか少ないのかちょっと判別

しにくいわけでありますが、まずこの中で子ど

も会というか、こどもがどの程度参加している

のか、まずお聞きしたいなと思います。 

【黒島こども未来課長】 ココロねっこパレー

ドについては、先ほど局長の説明でも申し上げ

たとおり、11月2日に実施しております。今回、

36団体、約300名参加ということでございますが、

その中にこども自体の参加というのは、正直あ

まりございません。 

 ただ、パレードの中で長崎女子商業高校のバ

トントワリングですとか、吹奏楽部の協力をい

ただきまして、一緒にパレードをしております

ので、そういった高校生の参加はいただいたと

ころです。 

【中山委員】 基本的にこの「ココロねっこ運

動」、こどもの心の根っこを育てるということ

ですから、大人は在り方を見直すということは

ありますけれども、やはりこの種のパレードで

こどもの参加の数がはっきり把握できないとい

うのは、少し残念な気がしますよ。 

 それと併せて、単年度じゃないわけでしょう
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から、呼びかけをしてやはりこどもにできるだ

け参加してもらうというか、それによって雰囲

気を感じてもらうということも、大事な取組じ

ゃないかなと思うんですよね。 

 そういう意味からして、これは1回切りじゃな

いと思うんですが、来年度もやるんだろうと思

うんですけれども、その辺の呼びかけと人数把

握についてどのように取り組んでいこうとする

のか、ちょっとお聞きしたいなと思いますが。 

【黒島こども未来課長】 ココロねっこパレー

ドについては、これまでも毎年実施をしてきて

おります。「ココロねっこ運動」の共同推進団

体でございます、長崎県青少年育成県民会議の

方でも、「ココロねっこ運動」がこどものため

に大人が変わろうという、大人自身の取組を促

す運動でございますが、それぞれ活動されてい

る方が顔を合わせて、実際に行動する非常に重

要な行事と位置付けております。 

 我々としても、そういった方たちと顔を合わ

せる機会ということで大事にしておりますが、

どうしてもそこに、大人の行動ということで、

こどもを入れるというような方向ではちょっと

これまであまり考えておりませんでした。 

 ただ、「ココロねっこ運動」の周知といいま

すか、認知度向上等も今、課題にはなっており

まして、内容について大人の方にも、またこど

も自身にとっても、内容を知っていただいて、

大人にはできる限りこどものために行動を変え

てもらうというふうに、運動を盛り上げていき

たいと思っております。 

 その過程で、こどもですとか若い方の意見を

聞いて、啓発の方法についても、一層若い世代

とかに響く運動、こどもにとっても、我々が守

られているというような実感を持てるような運

動について、検討していきたいと考えておりま

す。 

【中山委員】 今のこどもというのは、体験が

少ないと言われておるんですよね。親、そして

先生あたりも含めてやるとなると、やはりこう

いう機会に、いろいろ違う大人と触れ合うとい

うことも非常に大事な問題であって、親が一生

懸命行進したり、そういう姿を見るということ

も大事と思いますので、ぜひ僕はやはりこども

を呼びかけて、参加をする必要があろうと考え

ておりますので、ぜひ検討方をよろしくお願い

しておきたいと思います。 

 それと次に、強調月間の取組として、連携協

定企業と協力したイベントの実施とあるんです

よね。どれだけの企業とイベントをやったのか、

そしてこれ参加人数がないんですよ。参加人数

もないし、ましてその中でもこどもが何人入っ

たのかというのもないし、これの参加人数と、

特にこどもの数が分かればちょっと教えてくれ

ますか。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４８分 休憩 ― 

― 午後 １時４９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

【中山委員】 ぜひこれも十分に把握しておく

必要がありますので、ぜひそういうことも一つ

付け加えてお話ししておきたいなと思います。 

 それと今度、新聞社とかテレビ局を含めてこ

の特集を組んだとか、広告等で事業周知を図っ

たとか、市町団体主催行事などにおける広報啓

発を実施したとありますけれども、この効果の

検証はどういうふうにやっておるんですか。 

【黒島こども未来課長】 「ココロねっこ運動」

につきましては、普及啓発の一環としまして、

メディア等を用いた広報、それから先ほど話題
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にもありましたけれども、企業にもご協力をお

願いして、いろんな取組をしていただいており

ます。 

 その周知、広報の成果でございますけれども、

認知度などで測ってまいりました。今年度行っ

た調査の結果では、「ココロねっこ運動」とい

う名称そのものの認知度は約8割というところ

なんですけれども、趣旨を理解してふだんの生

活の中で心がけている人の割合が17％にとどま

っておりました。 

 これまでの啓発の結果、名前については、名

称については一定の普及ができたと考えており

ますが、実際の行動に結びつくような内容の認

知までできていないと、我々考えております。 

【中山委員】 まさにそこなんですよね。これ

20年以上やっておるんですよ。20年以上やって

おけば名前ぐらいは分かると思いますよね。こ

れは当然の話なんですよ。 

 問題は、20数年間やって、中身が17％しか理

解してもらえんということは、非常に大きな問

題であって、この間にどれだけの税金を投入し

たのかというのを含めて考えてくると、非常に

寂しいというふうに思っておるわけです。 

 そういう中で、この説明書の中では、さらに

推進していくということで展開していくという

ことで明確にうたっておるわけだから、やはり

そういう方向性を数字で出していく必要があろ

うと考えています。 

 それと、わざわざ月間を設けておるわけだか

ら、この月間についてはどれだけの人が参加し

たのか、そしてそのうちこどもがどう参加した

のか、やはり人数を把握する必要が、僕はある

と思うんですよ。 

 そういう意味からしまして、恐らくこれつか

んでいないと思うんですが、この強調月間の県

民の参加人数について、どのように把握してお

るのか、お尋ねしたいと思います。 

【黒島こども未来課長】 強調月間につきまし

ては、学校などにも協力をお願いしております。

県民の方が、実際どれぐらい参加したかという

数字は、申し訳ございません、把握しておりま

せんが、公立小中学校、調査したところ、周知

啓発が行われている学校の割合が88.7％。保護

者、メディアと啓発を行ったとおっしゃるとこ

ろが82.1％です。 

 こういった学校に通われているお子さん、あ

るいは保護者への啓発というのはできたのでは

ないかと考えております。 

【中山委員】 今、話では先ほどおっしゃるよ

うに、周知だけの枠を取って、中身まで入って

いないんですよ、中身まで。中身が80％ぐらい

分かっていますよというならば、今の答弁で了

としたいんですけれども、そういう広報活動し

ながらでも80何％とか何％しながらも、実際に

中身が分かったのは10何％という形になってお

るわけだから、その辺を含めてもう少し強調月

間でやるならば、どれだけの人間が参加するの

か、どういう効果が出ておるのか含めて、やは

りもう一回洗いなおして、抜本的な取組を、そ

れについては周知の仕方、内容の視点をどう伴

っていくのかを含めて、一つやる必要があると

思います。 

 それで具体的に一つ聞きたいと思ったのが、

家庭の日の啓発事業をやっておるということに

なっていますよね。この効果、10年前と直近で

いけば令和6年度ぐらいになるのかな、これの比

較として、家庭の日の活用の仕方、これ皆さん

方が考えておるような形で進んでおるのかどう

か、一つ確認したいなと思います。 

【黒島こども未来課長】 家庭の日につきまし
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てですが、例えば認知度でいきますと、令和6年

度調査だと83.8％の方がご存じということにな

っております。 

 令和2年度あたりですと75.3％でしたけれど

も、おおむね5年間で8％ほど認知度は増えたと

考えております。 

 それで我々の普及啓発の一環としまして、企

業さんとのコラボを実施しておりまして、例え

ば今年はイオン東長崎店でふれあい広場などを

実施していただいております。 

 このイベントの中でこどもさんも呼んでいた

だいて、啓発もしていただいたであるとか、長

崎電気軌道株式会社さんでは、家庭の日ロゴマ

ークの入ったラッピング電車を走らせていただ

いています。また第3日曜日、路面電車無料の日

として、小学生以下無料でお出かけを推進する

ような取組を自らしてくださっています。 

 こういった企業等とのコラボレーションによ

って、認知度も向上してきているのではないか

と考えております。 

【中山委員】 ぜひ認知度を高めて、そしてこ

の需要がさらに推進していくように高めていく

ことを願っておるんですよ。 

 そういう意味で、私なりにこの運動が中身が

浸透しにくい理由を私なりにずっと考えてきた

んですけれども、1点だけ単純な質問になると思

いますけれども、「ココロねっこ運動」の心の

根っこを育てるために大人の在り方を見直し、

とある、大人の見直しね。 

 そうするとこの大人の見直し方というのを、

具体的にどのようなことを想定しておるのか。

ここ分からんのです、僕幾ら考えたとしても。

この辺の在り方の問題を具体的に定義できてお

るのかなというような思いをしておるわけです

けれども、この在り方の見直しというのを、そ

の在り方をどう変えるのか。この辺をどういう

ふうに解釈していますか、どういうふうに認識

していますか。 

【黒島こども未来課長】 「ココロねっこ運動」

は、大人が変わればこどもも変わるといったよ

うなキャッチフレーズを用いております。やは

りこども自身が健やかに成長していくために、

大人が取るべき行動を取っていこうよというこ

とで、できることからという啓発であった故に、

何を具体的にすればいいのか、大人が何をすれ

ばいいのかがよく分からないという声は運動開

始当初からございました。 

 そこで「ココロねっこ10」といったような、

例えば早寝早起きですとか、そういった分かり

やすい10か条を掲げて啓発をしておりましたけ

れども、例えば声かけ運動など、現在ちょっと

声をかけられると子どもの方が警戒するとか、

時代に合わなくなっている部分もあるのではな

いかというご指摘、以前、中山委員にもいただ

いたと思います。 

 現在「ココロねっこ運動」、先ほど申しまし

たように、こどもや若者の声を聞いて、少し啓

発方法ですとか、運動の内容を検討していきた

いと考えております。その中で、取組内容を少

し明確に示せるような内容も打ち出していけな

いかと考えております。 

 併せて大切にしていきたいのが、こどもの声

を聴くということでございまして、ぜひこの部

分を盛り込んだような啓発内容にしたいと考え

ております。 

【中山委員】 変化の方は、僕は大人よりかこ

どもの変化が激しいと思う。一見、見た目は10

年前も20年前もそう変わらんのだけれども、頭

の中は違うもん、頭の中が、今は。物すごく大

人以上に情報を持っておる。それを自分の都合
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のいいように使うんですよ。そういう傾向があ

るんじゃないかなと僕は思っておるわけですけ

れども、そういう中でやはりこの大人の在り方

の、「ココロねっこ10」は分かったんだけれど

も、この辺を少し明確化とか、具現化すると、

どこをどう大人を変えないかんのかということ

を、この辺をやはり明確にしていくことによっ

て、大人も分かるし、大人も分からんとこども

も分かりにくいと僕は思うんですよ。 

 今のままでは、大人は分からんですよ。在り

方を見直しなさいと言われても。具体的にどう

あるべきなのかというのを、やはりその辺をぜ

ひ明確にした方が、僕は分かりやすいし、浸透

しやすいんじゃないかと思うんですけれども、

どうでしょうかね。 

【黒島こども未来課長】 委員のご提案のとお

り、どのようにすればいいのか、どう変われば

いいのか、そういった明確なメッセージが「コ

コロねっこ運動」の内容をご理解いただく際に

は一つの助けになろうかと思います。 

 一方で、あまりにも高いハードルですとちょ

っと多くの方に参加いただけないというところ

もございます。どういったことが、例えばこど

も自身に求められているのか、こどもとしても、

守られているという実感のあるような大人の行

動がどういうものか、幅広く声を聴きながら、

大人にとっても分かりやすいような運動の内容

を示していきたいと考えます。 

【中山委員】 今言われたように、こども未来

課長がこどもの声を聴いて反映するということ、

大事な話なんですね。しかし親の、大人の在り

方として、こどもの声を聴くと、これはもっと

大事なんですよ。 

 そういうことを含めて、やはりこどもの声を

大人は聴いてやると、声をかけてやるというよ

うな、その辺をもう少し具現化して、分かりや

すくやらんことには、これなかなかこのまま進

めていっても、効果が出てこない。効果が出て

こんなら、これ打ち切れという話も出てくる可

能性もあるんですよ。それを僕は心配しておる

んですよ。 

 ぜひこの際、やはり認知度を含めて、やはり

内容の分かっておる人をまず50％ぐらい引き上

げていくというか、そのためにもう一回これを

練り直して、やはりその中で、県民が120、30万

人おれば、やはりできるだけ何10万人の人に年

間参加してもらうとか、やはりある程度そうい

う形にせんと、同じ人が同じようなパターンで

やっておっても、なかなか今後心配しますので、

ぜひそれを含めて、この事業、大切な事業だと

僕は思っておるんですよ。 

 やり方によってもっと効果が出てくると考え

ていますので、ぜひ一つ、先ほどこどもの声と

いうこともありましたけれども、いろんな人の

声を聴いて、ぜひ実効がさらに高まるような施

策を、令和８年度から一つ取っていただくこと

を要望しておきたいと思います。 

【浦こども政策局長】 ただいまの中山委員か

らご指摘を受けた、認知度だけではなくて中身

をという話がありましたけれども、今般、新し

い総合計画の中では、今、こども未来課長から

も説明をしました「ココロねっこ運動」の趣旨

を理解し、ふだんの生活の中で心がけている人

の割合を掲げまして、現状としては17％なんで

すけれども、これを先ほど中山委員もおっしゃ

った、半分程度に引き上げていこうというのを

数値目標として掲げさせていただいております。 

 また、言うまでもありませんけれども、長崎

県の子育て条例の中の「ココロねっこ運動」の

推進の条ですと「ココロねっこ運動」の活動主
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体は県民一人一人であるというふうに明確に書

かれていまして、これにはもうまさにこども、

若者も入っていると思っていますので、大人た

ちがこどもの声、あるいは心の声にも耳を傾け

ながら、一緒になって県民運動として今後も推

進していくよう努力してまいりたいと考えてお

ります。 

【中山委員】 ぜひ長崎独自の県民運動と言わ

れるように、中身が濃いものになるように、期

待しておきたいと思います。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【黒島こども未来課長】 先ほど中山委員から

お尋ねの数字が申し上げられなかった点につい

て、ココロねっこ強調月間、先ほど申しました

イオン九州さんとのコラボレーションのときの

参加者は410名ということで把握をしておりま

すが、大人・こどもの内訳がございません。県

下全体での参加者数というのも把握しておりま

せんので、申し訳ございません。 

【中山委員】 それでこれも推進協定企業とい

うのはほかにもあると思うんですよね。ぜひ全

体を、取りあえず数を把握するということをし

て、できれば内訳をしていただくように、令和

8年度は期待しておきますので、よろしくお願い

します。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【本多委員】 何点か質問させてください。 

 まずは福祉の方の事務事業評価の資料18ペー

ジです。 

 18ページにひきこもり対策推進事業費のこと

が書かれております。ひきこもりについては、

これは障害福祉課でなされているんですけれど

も、こども未来課の方でも事業をやっていらっ

しゃいますけれども、まずはこの障害福祉課の

分でお尋ねします。 

 今、8050問題。80代の親が50代の子どもを社

会的・経済的に支え続けるという、そういう問

題があっております。要因の一つが長期化する

ひきこもりとも言われております。まずはひき

こもりの定義なんですけれども、どういうもの

が定義なのかと、あと全国的な割合でも構いま

せんので、今どれぐらいの人がそのひきこもり

という状態になっているのか、そちらをお尋ね

いたします。 

【町田障害福祉課企画監】 ひきこもりの定義

と割合というところでございましたけれども、

直近で令和4年度に内閣府が、子ども・若者の意

識と生活に関する調査を行っておりまして、そ

の中でひきこもりに関することも調査をしてい

るところでございます。 

 この調査でのひきこもりとは、社会的自立に

至っているかどうかという点に着目いたしまし

て、普段どのくらい外出しますかというご質問

に対して、①自室からほとんど出ない。②自室

から出るが家からは出ない。③普段は家にいる

が近くのコンビニには出かける。④普段は家に

いるが自分の趣味に関する用事のときだけ外出

する。と回答した方のうち、この状態が6か月以

上継続している方、ということで定義をしてお

ります。 

 こちらは広い意味でのひきこもりというよう

な定義にございます。割合につきましては、15

歳から39歳までの方で2.05％、40歳から64歳ま

でで2.02％というような調査結果でございまし

た。 

【本多委員】 2％ちょっとぐらいが、そういっ

た状態になっていらっしゃるということですね。 

 障害福祉課がなされているこの事業内容と、
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求められる成果、あと改善点についてお尋ねい

たします。 

【町田障害福祉課企画監】 現在、障害福祉課

で所管する部分での取組についてご回答させて

いただきます。 

 ひきこもりに対しましては、平成25年4月から

長崎・こども・女性障害者支援センターにひき

こもり地域支援センターを設置いたしまして、

専門のひきこもり支援コーディネーターを配置

するとともに、県立保健所をサテライトといた

しまして、同様な相談支援体制を行っていると

ころでございます。 

 令和6年度の相談受理件数につきましては、セ

ンターとサテライト合わせまして、延べ約800件

の相談を受けておりまして、ここ数年800件前後

ぐらいで推移をしているというような状況でご

ざいます。 

 また、その他の取組といたしまして、家族教

室であるとか、家族の集いの開催であるとか、

当事者の居場所としてのフリースペースの確保

などにも取り組んでおります。また当事者の身

近なところで相談支援ができるよう、市町の職

員等への研修会も開催をしているところでござ

います。 

 課題といたしましては、私も実際、ひきこも

りから回復された方のお話を聞いたことがある

んですけれども、なかなか実は回復するまでに

複数年間かかるということで、その方は8年間、

相談支援から就労に至るまでかかったというお

話を聞いたことがございますので、どうしても

地道なというか、複数年というか長い期間をか

けて支援することが大切かなと思っております

ので、そういった当事者であるとか家族の悩み

に寄り添った支援を、今後とも継続してまいり

たいと考えているところでございます。 

【本多委員】 ありがとうございました。 

 障害福祉課の方では、家族とか当事者にも支

援をされているということで理解しました。 

 では、こども未来課がやっている事業につい

て、これはこども未来課の事務事業評価の資料、

こちらも18ページです。 

 子ども・若者支援システム構築事業というこ

となんですが、まずは事業内容と、やはり求め

られる成果をお尋ねいたします。 

【黒島こども未来課長】 こちらの事業、我々、

子ども・若者育成支援推進法という法律に基づ

きまして、ひきこもりですとか不登校など、社

会生活を送る上での困難を有する子ども・若者

を対象としておりますけれども、こういった方

たちを支えるためのネットワーク形成、これは

関係機関から成る会議を設置しております。 

 あわせて、長崎市内でございますけれども、

子ども・若者支援の相談窓口、愛称ゆめおすと

言っておりますが、そういった相談窓口を設置

しております。 

 こちらで、ちょっと幅広い相談をお受けしま

すので、まずは一旦一時的な窓口となって必要

な支援機関につないでいくといったような役割

を担っております。 

【本多委員】 ありがとうございます。 

 先ほどの資料の事業内容、実施状況の中で、

不登校・ひきこもりのほか様々な困難を複数有

する相談者が増えており、とあるんですけれど

も、実際増えているのか、今どれぐらいの相談

が寄せられているのか、お尋ねいたします。 

【黒島こども未来課長】 ゆめおすへの相談件

数でございますが、過去5年間ぐらい、およそ

6,700件ぐらいで推移しておりました。 

 それが直近の令和6年度には8,244件、1,500件

増加をしております。これは過去5年間がおおむ
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ね高止まりといいますか、スタッフ体制のほぼ

限界まで相談をお受けしていた数字だったかと

把握しております。 

 令和5年度の途中から、もう少し相談をお受け

しやすくするために、LINEによる相談対応を始

めました。このことによる増加だと考えており

ます。 

【本多委員】 8,244件、非常に多い数だと思う

んですけれども、そうするとその相談内容をど

うするかというところが、ここに書いてある改

善内容ということでよろしいでしょうか。 

【黒島こども未来課長】 相談支援の体制等に

ついて、相談者のニーズにも合わせて変えてい

く、先ほどのLINE対応もそういったことなんで

すけれども、それからつないでいくという、そ

の機能全般において、可能な限り相談を寄せて

くださる方のニーズに合わせて充実させていこ

うということで、改善と記載をしております。 

【本多委員】 そのゆめおすに相談があって、

その方を合っている窓口につなげていく、その

マッチング先を拡大していくという形でなされ

るということでよかったですかね。ありがとう

ございます。 

 行ったり来たりになって申し訳ございません、

今度はまた福祉の方もう一度お聞きします。事

務事業評価の資料の25ページになります。 

 障害福祉課の事業で、農福連携による障害者

の就農促進事業というものがございます。農福

連携の具体的な事例というのはどういうものが

あるのか。また県でその推進に向けてどのよう

な取組を行っているのかをお尋ねいたします。 

【里障害福祉課長】 まず、農福連携の具体的

な事例につきましては、農福連携には主に三つ

の形態がございまして、一つ目は、福祉事業所

が自ら農業を行うもの。二つ目は、農家や農業

法人から福祉事業所が作業を受託し農業を行う

もの。あと三つ目は、農業法人等が障害者を自

ら雇用し農業を行うものとなっております。 

 県内の福祉事業所における具体的な取組とし

ては、イチゴや野菜の栽培、養鶏などを自ら行

うもののほか、農家から作業を受託しまして除

草や収穫、選果、パック詰め等の作業を行うも

のなど、様々な取組が行われております。 

 次に、推進に向けた県の取組につきましては、

障害福祉課では、福祉事業所の収穫量や販売、

売上げの増加につなげるため、農業技術者や6次

産業化、販売促進の専門家、そういった方たち

を福祉事業所へ派遣しまして、生産性向上、販

売促進等に係る助言指導を行っております。 

 また、福祉事業所と農家のマッチング支援と

いうことで、福祉事業者や農家へコーディネー

ターを派遣し、障害特性の理解、作業内容の理

解など、契約成立に向けた支援を行っておりま

す。 

 また福祉事業所で生産した農作物や農産加工

品の販売会として、農福マルシェということで

長崎、佐世保の県内2か所で開催しまして、生産

物や加工品の販売促進、農福連携の普及啓発を

行っているところでございます。 

【本多委員】 ありがとうございます。 

 そしてこの事業評価に関しては、改善という

ふうにされております。どのように改善されて

いくのかをお尋ねいたします。 

【里障害福祉課長】 農福連携のマッチングに

おきましては、例えば農家側としては、早朝か

らの作業だったり、繁忙期のみの集中した作業

が求められるという一方で、福祉側としては、

障害者の負担だったり、体制などの面から対応

が難しいといった課題がありまして、福祉側で

求められる体制を確保できなかったり、請負金
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額面で折合いがつかない、そういったことでう

まくいかない事例も生じております。 

 また、農福連携を円滑に実施するためには、

福祉サイド、農業サイドの双方がそれぞれ理解

を深めて取り組むことが重要となっております。

農家側には障害を十分理解して、障害特性に応

じた作業の選定、また区分け、そういったもの

を行ったり、作業手順を明確化するということ

など、適切な配慮を行うことが求められまして、

また福祉サイドにも農作業等の理解を深めまし

て、農家にとってメリットとなるように取り組

んでいく必要があります。しかしまだそういっ

た理解が十分でない状況が見られるところでご

ざいます。 

 そういったところも踏まえまして、今後は農

林部との連携をさらに強化しまして、農家側の

希望と福祉側の体制等がうまく調整できるよう

に、作業面や日程など双方のニーズを考慮した

マッチング支援であったり、あと農業者と福祉

事業者双方のさらなる理解促進を図りまして、

農福連携を推進していきたいと考えております。 

 それと農福連携に対応できる福祉事業所を知

らない農業者、そういった方もまだ多いことも

ございまして、農福連携に取り組んでいる事業

所の最新のリストを作成して公表するといった

ことなど、さらなる周知についても取り組んで

いきたいと考えております。 

【本多委員】 ありがとうございました。 

 農福連携って初めて聞いたときは、農家の人

手不足と、あと福祉の方の規則正しく働く喜び

を得ていただく、すごいウィンウィンでめちゃ

くちゃ良いなと思ったんですが、やはり進めて

いく中で難しいところ、課題なんかもあるとい

うことなので、引き続き頑張っていただければ

と思います。 

 では次に移ります。 

 こども政策局でございます。局長説明の3ペー

ジの中段辺りです。 

 また基本戦略「希望が叶う結婚、妊娠・出産、

子育てを切れ目なく支える」ではというふうに

記載してあるんですが、今、少子化の要因とし

て、晩婚化とか、またそもそも結婚しない人が

増えてるというふうに言われております。長崎

県の状況をまずお尋ねいたします。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時１８分 休憩 ― 

― 午後 ２時１９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

【黒島こども未来課長】 結婚しない状況とい

うことで、昨年度、次期総合計画総合戦略策定

に向けて、企画部の方で県民アンケート調査を

実施しました。 

 その結果で行くと、一生結婚するつもりはな

いと答えられた方が。 

【中村(泰)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時１９分 休憩 ― 

― 午後 ２時１９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 再開します。 

【黒島こども未来課長】 次期総合計画策定に

向けた基礎調査という調査結果では、男性のい

ずれ結婚するつもりという方が74.9％、女性は

65.7％ということで、これは前回、10年ぐらい

前の調査に比べれば、実は大きくいずれ結婚す

るつもりという方が少なくなっている数字でご

ざいます。 

【本多委員】 いずれ結婚すると答えた方がも

うどんどん少なくなっていっている。 

 そのアンケートで一生結婚するつもりはない
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というようなお答えもあったかと伺っておりま

す。その主な理由なんかをお尋ねいたします。 

【黒島こども未来課長】 同じアンケートで、

一生結婚するつもりはないと答えた方たち、そ

の理由としまして一番多いのは、結婚すること

を重視していないからという方です。次いで、

自分の生き方と結婚を両立できそうにないから

という理由でございます。 

【本多委員】 ありがとうございます。 

 結婚自体が昔と比べると絶対にやらないかん

というか、結婚して当たり前やというようなも

のがなくなってきている、そういったことで局

長説明の中では意識醸成と、そういった言葉が

出ているかと思います。 

 ライフデザイン・プレコンセプションケア、

これが醸成につながるというようなお考えでよ

ろしかったでしょうか。 

【黒島こども未来課長】 委員がおっしゃると

おり、結婚というものが必ずしなければならな

いという認識ではなくなっている、若い方たち

の意識が変わってきているというのは感じてお

ります。 

 ただ結婚や子育てについては、本来やはり

個々人の多様な価値観とか生き方が尊重される

べきであるというのが前提だとは考えているん

ですけれども、やはり正しい知識というのは得

た上で、例えば本当はこどもを数人欲しかった

んだけれども年齢的に無理だった、という答え

のアンケートの結果もございます。 

 妊孕性に関する知識があれば、もっと早くに

結婚をし、あるいはこどもを持ったという方も

あり得ると考えます。そういった知識に関して

は、まさにプレコンセプションケアも含めたと

ころでの、ライフデザイン支援が有効だと考え

ます。 

【本多委員】 結婚するしないは自由であって、

多様性を認める社会になっていますので、それ

はもう本人に選んでいただくと。ただ、選んで

いただく上で、正しい知識を持って選んでいた

だくために、こういったライフデザインですか。

プレコンセプションケアをやっていくというこ

とです。よろしかったかと思います。 

 昭和とか平成とかで、ホームドラマばっかり

私、見て育っていましたので、自然と自分の中

で気運が醸成されたのかなと思うんですけれど

も、ホームドラマの再放送とかしまくったりと

か、そういうものも気運醸成につながるのでは

ないかなと思います。 

 最後になります。こども政策局事務事業評価

資料の13ページ、ひとり親家庭等自立支援事業

についてお尋ねいたします。事業内容と、こち

らも求められる成果をお尋ねいたします。 

【鴨川こども家庭課長】 13ページにあります、

ひとり親の部分ですけれども、基本的には存在

意義としましては、各ひとり親の家庭の皆様が

相談に行ける窓口として、実際相談に来ていた

方に寄り添って、適切な就労支援でありますと

か、そういったものを行っていただくものです。 

 成果としましては、そういったことでの就業

者数等を置いておるところでございます。 

【本多委員】 その文書の中で、改善のところ

で、ひとり親家庭自立促進センターについては

引き続き県公報媒体を利用した情報発信と続い

てるんですけれども、要は認知率が今低いのか

な、というような印象を受けております。どれ

ぐらい今、知られているんでしょうか。 

【中村(泰)委員長】 時間なので、最後のやり

取りをお願いします。 

【鴨川こども家庭課長】 県内の母子家庭の方

へのアンケートですけれども、令和4年度が
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17.3％です。それで2年後、令和6年度直近が

23.6％の認知率になっております。これはセン

ターの認知率になっております。 

【本多委員】 非常に重要な事業だと思ってお

ります。どんどん知っていただいて、お困りの

方をしっかりお助けできるような、そういった

事業として引き続きよろしくお願いいたします。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【山村委員】 すみません、一つだけお聞きし

ます。 

 第2次長崎県再犯防止計画の部分で、保護司の

定数と補充率のことが書いてあります。年々減

少しているという傾向かなというふうに読み取

れます。 

 そこで今後、どういう取組をしていこうと、

多分恐らく減っていくというのは間違いないん

でしょうねというところと、今、多分それなり

に保護者の方、かなりご高齢じゃないのかなと

いう年齢構成まで考えていくと、なかなか簡単

に数値が上がってくるとは思えないんですけれ

ども、その辺の対応をどうされるのかというの

を教えていただければと思います。 

【西村福祉保健課企画監】 本県の保護司でご

ざいますが、令和7年1月現在、定数890に対しま

して現員が754人、充足率が84.7％という状況に

ございます。 

 保護司は、保護観察官と協働して、対象者が

孤立せず社会の一員として安定した生活を送れ

るよう面接や生活指導を行うなど、再犯防止に

不可欠な役割を担っております。しかし活動の

負担や安全面の懸念から、担い手の確保が今、

全国的な課題となってございます。 

 保護司の委嘱であるとか予算に関しては、県

ではなくて法務省所管の保護観察所が対応して

いる制度となってございますが、県としまして

も、長崎保護観察所と連携しまして、退職者団

体等を通じた保護司募集の周知でございますと

か、県民に保護司を含め、更生保護活動の意義

を理解していただくための社会を明るくする運

動や再犯防止啓発月間による広報を行ってまい

ります。ちょうど来週12月16日にも、長崎県更

生保護女性連盟の活動の周知ということで、県

庁ロビーでも周知活動を行う予定としてござい

ます。 

 それから国におきましては、去る12月3日に改

正保護司法が公布をされました。公布後1年以内

の施行となりますけれども、保護司の安全、活

動環境の改善について、地方公共団体が協力す

ることというのが触れられてございます。 

 特に、保護司が対象者と面接を行う場所の確

保というのが非常に重要となってございまして、

県内各地の行政機関や更生保護施設の協力によ

りまして、今年7月現在196か所の面接場所が確

保されてございます。今後も長崎保護観察所と

連携を図りながら、こうした場の拡充というの

を支援してまいりたいと思っております。 

 このように県としましても、広報周知それか

ら活動の負担や安全面の懸念を払拭する取組な

どにより、保護司の担い手確保について取り組

んでまいりたいと考えております。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【中島委員】 私も1点だけ。 

 保育の経営者の方からちょっとお話をいただ

いておりまして、利用定員が20名の定員をして

いる保育施設への何らかの運営補助制度の創設

ができないかということで、このことを県に対

して、国に対して要望してくださいということ

で、我々の要望をいただいております。 
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 ただ、今、状況を資料で見ましたけれども、

県内で定数が20名以下の施設が30施設あって、

その中のうち定員割れが25施設ということでご

ざいます。聞くところによると、今のこの20人

割れている施設においては、過去の積立てを切

り崩しながら、何とか運営はしています。ただ、

この先子どもも減っていく中で、今後どうやっ

て施設を守って、そしてまた地域の保育の状況

を守っていくのかというのは、非常に不安です

という声もいただいたところでございます。 

 一つは、国がそういった新たな制度を新設で

きればいいんでしょうけれども、なかなか現状

では難しいんじゃないかという思いがあって、

基本的には市町が取り組むべきだとは思ってお

りますが、県全体を見ましたときにこういった

地域の課題、あるいは離島半島においては非常

に、良い形ですけれども小規模が地域にあって、

お互いが頑張っていらっしゃるんですけれども

将来的に極端に子どもが減ってきたときに、あ

る程度の数が対応、減っていくんじゃないかと

いう心配があって、いよいよその地域でなくな

れば、これまさにやはり学校教育、医療が絶対

地域にとっては必要ですので、そういったこど

もの場所がないということになれば、余計人口

減少に歯止めが、その地域が効かなくなってい

くんじゃないかという心配もございます。 

 そういう意味では、県もある程度方向性では

ないですけれども、国にも当然訴えるべきなん

ですけれども、市町との連携をこれまで以上に

しっかりとやっていただかないと、今後この問

題解決になっていかないんじゃないのかなとい

う心配がございますので、その辺はどう考えて

いらっしゃるのか質問しております。 

【黒島こども未来課長】 現在少子化に伴いま

して、保育施設の利用者人数が年々減少してい

る状況でございます。それに伴って先ほど委員

おっしゃったような、例えば利用定員を20名と

いうギリギリまで引き下げて、公定価格といい

ますか、施設運営が何とか保てるように努力さ

れているところも、既に定員割れが多くなって

いる状況です。 

 地域においてやはり子育て家庭が暮らしてい

くために、こういった保育施設がなくなるとい

うのは非常に大きなことです。また幼児期の教

育とか保育、しかも質の高いものを県内どこに

住んでも受けていただけるようにすることは、

重要と考えております。 

 保育の実施主体は市町ということになります

し、施設運営の安定化に大きく関わる 保育士

の配置基準も含めて、そういったところ全国的

な課題ということで、国でしっかりと取り組ん

でいただきたいとは思いますけれども、かねて

から小規模保育所への給付費も含めて、公定価

格の見直しなどについて国に強く求めておりま

す。 

 一方、県としましても、市町の実態について

しっかり把握して、中長期的な視点を持って検

討をすべき時期と考えております。まずは市町

との協議を重ねるとともに、引き続き公定価格

等の見直しについては国に要望していくつもり

でおります。 

【中島委員】 保育所自体も、例えばお寺さん、

神社さんが経営されてる保育のやり方と、いろ

んな特色あるおのおのの保育の育て方の保育所

があって、なかなか駆け引きじゃない、保育所

同士もおのおの特色を持ったやり方をされてい

て、そちらでご両親にとって、うちはこういう

ことをやっていますよみたいな形で呼んでいら

っしゃるところが、だんだんこう減ってくると

余計、過当競争じゃないですけれども、非常に
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厳しくなってくるんじゃないかと思うので、や

はり一定の支援も必要だと思うし、市町でしっ

かりとそこは、今後どういったやり方ができる

のかということを、地域別でも多少違うと思い

ますけれども、そこら辺しっかりと今後取り組

んでいただくことを要望しまして、終わらせて

いただきます。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

【虎島副委員長】 私からも1点だけ質問いたし

ます。 

 インフルエンザ流行下の薬剤の流通について

お伺いします。昨年は、年末の長期休暇中に季

節性インフルエンザのピークがちょうど当たっ

てしまって、診療所の当番医であったり休日夜

間の診療センターというのが、非常にもう患者

さんであふれてしまって、夕方に閉めても夜中

まで診察に時間を要したというような状況に陥

っておりました。 

 診察はそこで対応すればいいんですけれども、

診断を受けていざ投薬しようとすると、こうい

うインフルエンザ薬であったり、鎮咳薬、せき

止めの薬、あと小児の薬といったものが枯渇し

たという話をお伺いしました。ちょうど年末長

期休暇であることということで、卸も閉まって

しまって、薬局に薬が入らないというような状

況もあったとお伺いしています。 

 今年のこのインフルエンザの薬剤の流通状況

について、現時点で分かっていることを教えて

ください。 

【桑原薬務行政室長】 委員のご指摘の件です

けれども、今、抗インフルエンザウイルス薬の

全国での供給状況につきましては、厚生労働省

のホームページにおいて、医薬品製造メーカー

からの届出に基づいて全国の状況が公表されて

おります。それを見ましたら、今、抗インフル

エンザウイルス薬については、全ての製品で、

メーカーからの出荷は通常出荷になっており、

特に供給に支障が出ている状況はないと認識し

ております。 

 また、せき止めや去痰剤などについても、一

部の製品では限定出荷など、そういったことが

あっておりますけれども、おおむね通常出荷と

なっていることから、全体としては供給に支障

が出ている状況ではないと考えております。 

 県内の状況におきましても、県内主要な医薬

品の卸売販売業者に調査を行いまして状況を確

認しましたところ、出荷状況や在庫状況の確認

をしておりますけれども、12月3日の調査により

ますと、抗インフルエンザウイルス薬について

はおよそ2万8,000人分の在庫をしており、特に

今のところ問題はないと考えております。 

 それで年末年始の卸売販売業者の供給体制に

ついても確認をしておりますが、おおむね主要

な卸売販売業者については、緊急時の配送等は

対応しているということでお聞きしております。 

【虎島副委員長】 去年はちょうど原薬、薬の

材料が入らないというような状況もあって、薬

自体がもう日本全国にないというようなことも

重なったので、昨年みたいな状況があったのか

もしれません。今年はやはり長期休暇というこ

とで、9日間ぐらいの休みに入りますので、先ほ

どお話がありましたように、卸も対応していた

だけるというようなお話でございました。 

 またインフルエンザの状況を見ていますと、

ちょうど今がピークのようで、年末には落ち着

いてくれそうな気もありますけれども、どうな

るか分かりませんので、県としてできる限り、

県としてできる範囲は限られているとは思うん

ですけれども、昨年のような状況に陥らないよ
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うに、声かけであるとかというのを、積極的に

行っていただければなとは思います。 

 昨年はもうインフルエンザ、薬がないという

ことで、新型インフルエンザの県の備蓄薬を出

してくれというような依頼もかなりありました。

お話を聞くと新型インフルエンザ薬であり、ま

た流通している薬とは全く違うということで、

備蓄薬を出すことはできないというようなご回

答を昨年いただきましたけれども、そのぐらい

切羽詰まった状況にも陥りましたので、ぜひと

もできる限りのことを事前に、備えあれば憂い

なしということですので、よろしくお願いいた

します。 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問ございません

でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 ほかに質問がないようで

すので、こども政策局を含む福祉保健部関係の

審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３９分 休憩 ― 

― 午後 ２時３９分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。 

 引き続き、委員会討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時３９分 休憩 ― 

― 午後 ２時４１分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 それでは委員会を再開い

たします。 

 閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４１分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)委員長】 それでは、正副委員長に

ご一任願いたいと思います。 

 委員改選前の定例会における委員会は、本日

が最後となりますので、閉会に当たり理事者の

出席を求めております。 

 理事者入室のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４２分 再開 ― 
 

【中村(泰)委員長】 委員会を再開いたします。 

 委員改選前の定例会における委員会は、これ

が最後となりますので、閉会に当たりまして一

言ご挨拶を申し上げます。 

 本年2月に委員長を仰せつかりまして、今日ま

で委員会審査、決算審査、現地調査など実施す

ることができました。本当にありがとうござい

ました。 

 この間虎島副委員長はじめ、委員の皆様には、

ご助言、ご協力を賜り、また理事者の皆様方に

は、誠意あるご対応をいただきまして、委員長

としての重責を果たすことができましたことを

深く感謝申し上げます。 

 本県は人口減少や少子高齢化が全国よりも早

く進み、エネルギー・食料品価格等の物価高騰

も続いており、厳しい状況が続く中、理事者の

皆様には各種施策の推進に取り組んでいただい

ているところであります。 
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 このような中、本委員会においては、私立学

校における体罰等に関わる実態調査、学校指定

型のふるさと納税制度、県立高校の1人1台パソ

コンの更新、こども医療福祉センターの施設改

修、少子化・未婚化対策など、熱心で活発な議

論を重ねてまいりました。 

 今後も本委員会におきましては、次世代を担

う子どもたちが健やかで成長できる社会の実現

に努めていただくとともに、県民の皆様が健や

かで安心して暮らしていただけるよう、ご尽力

願いたいと存じます。 

 最後になりますが、県政の今後ますますのご

発展、並びに委員の皆様及び理事者の皆様の一

層のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、私の

ご挨拶とさせていただきます。本当にありがと

うございました。 

〔拍手〕 

【中村(泰)委員長】 次に、理事者側を代表し

て、福祉保健部長からご挨拶を受けることとい

たします。 

【新田福祉保健部長】 理事者を代表いたしま

して、閉会のご挨拶を申し上げます。 

 中村委員長、虎島副委員長をはじめ、文教厚

生委員の皆様方におかれましては、委員ご就任

以降、文教厚生全般にわたりまして、終始熱心

にご審議をいただき、貴重なご意見、ご提言を

賜りましたことに対しまして、心より御礼を申

し上げます。 

 総務部関係では、県立大学の卒業予定者に係

る就職内定状況や、県内就職促進への取組、私

立学校における学校指定型ふるさと納税制度の

取組開始などについて、熱心にご議論をいただ

きました。今後も県立大学の研究・教育の充実

や私立学校の振興に向け、教育環境の改善を図

ってまいります。 

 次に、教育委員会関係では、県立高校の再編

整備、不登校児童生徒に対する支援、県立高校

における1人1台端末更新を含む教育ＤＸの推進

など、教育行政に関わる施策につきまして熱心

にご議論をいただきました。今後も未来を担う

子どもたちの育成のため、教育に携わる多様な

方々と連携しながら、教育県長崎の実現に向け、

力を注いでまいります。 

 また、こども政策局関係では、子ども場所の

充実に向けた取組や、結婚支援、子育て支援を

中心とする少子化対策、ひとり親家庭等の自立

支援の推進などについて、熱心にご議論をいた

だきました。今後も安心して子どもを産み育て

ることができ、子どもが生まれてきてよかった

と感じる社会の実現に向けて、結婚、妊娠、出

産から子育てまでの一貫した切れ目ない支援に

努めてまいります。 

 最後に、福祉保健部関係では、医療・福祉人

材の確保に向けた取組や、持続可能な医療提供

体制の確保に向けた医療機関の経営安定化への

取組など、福祉保健行政の各種施策について熱

心にご議論をいただきました。今後も、県民一

人一人の尊厳が保たれ、ともに支え合い、誰も

が安心して健やかで生きがいのある生活を送る

ことができる地域をつくるため、県民一人一人

を支える保健・医療・介護・福祉施策の充実を

図ってまいります。 

 委員の皆様方より賜りました貴重なご意見、

ご提言を踏まえながら、今後とも本県教育、子

育て、福祉保健の発展のため、全力で取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、引き続き

ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 最後になりますが、委員の皆様方がご健勝に

て、本県発展のために今後なお一層ご活躍され

ますことを祈念いたしまして、簡単ではござい
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ますが、御礼のご挨拶とさせていただきます。

誠にありがとうございました。 

〔拍手〕 

【中村(泰)委員長】 どうもありがとうござい

ました。 

 これをもちまして、文教厚生委員会及び予算

決算委員会、文教厚生分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時４８分 閉会 ― 
 

 

 

 



１２月１９日

（追加上程議案審査）
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１９日 

自  午前１０時 ７分 

至  午前１０時５４分 

於  委 員 会 室 ２ 
 
 

２、出席委員の氏名 

中村 泰輔 分 科 会 長 

虎島 泰洋 副 会 長 

中山  功 委 員 

溝口芙美雄  〃   

前田 哲也  〃   

中島 浩介  〃   

松本 洋介  〃   

近藤 智昭  〃   

坂本  浩  〃   

本多 泰邦  〃   

山村 健志  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

櫻間 秀道 学 事 振 興 課 長 

 
 

前川 謙介 教 育 長 

坂口 育裕 教 育 次 長 

井手 潤也 教 育 政 策 課 長 

山﨑 賢一 教育環境整備課長 

 
 

新田 惇一 福 祉 保 健 部 長 

岩崎 次人 福祉保健部次長 

尾﨑 正英 福祉保健部次長 

川村 喜実 福 祉 保 健 課 長 

猪股慎太郎 医 療 政 策 課 長 

坂本 敬作 医療人材対策室長 

桑原 一馬 薬 務 行 政 室 長 

中村 直輝 長 寿 社 会 課 長 

里  隆介 障 害 福 祉 課 長 

 
 

浦  亮治 こども政策局長 

黒島 孝子 こども未来課長 

村﨑 佳代 
こども未来課企画監 
（幼児教育・保育担当） 

鴨川  司 こども家庭課長 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（文教厚生分科会） 

第136号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算(第7号)

のうち関係部分 

                      
 
 

７、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ７分 開会 ― 
 

【中村(泰)分科会長】 おはようございます。 

 ただいまから、予算決算委員会文教厚生分科

会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日上程されました予算議案につきましては、

予算決算委員会に付託されておりますので、予

算議案の関係部分を、文教厚生分科会において
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審査することとなっております。 

 本分科会として審査いたします議案は、第136

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算(第

7号)」のうち関係部分であります。 

 次に、審査方法につきましては、今回、総務

部長が総務分科会にも出席する必要があります

ことから、配付いたしております審査順序のと

おり、まず総務部関係の審査を行い、終了後、

他の部局の合同により審査することにいたした

いと存じますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、理事者の出席範囲につきましては、付

託議案に関係する範囲とし、サイドブックスに

掲載しております配席表のとおり決定したいと

存じますので、ご了承をお願いいたします。 

 また、本日審査する議案は、国の「「強い経

済」を実現する総合経済対策」に伴うものであ

り、本日の予算決算委員会及び本会議において

審議することとなっておりますので、ご協力を

お願いいたします。 

 それでは、これより総務部関係の審査を行い

ます。 

 予算議案を議題といたします。 

 総務部長より予算議案の説明を求めます。 

【中尾総務部長】 おはようございます。 

 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

この議案のご説明に当たりまして、ご高配を賜

りまして、誠にありがとうございます。 

 総務部の予算決算委員会文教厚生分科会関係

議案説明資料、第136号議案の2ページをお開き

ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第7号)」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

った国の補正予算に適切に対処するため、必要

な予算を追加しようとするものでございます。 

 歳出予算は、合計で970万6,000円の増を計上

いたしております。 

 この歳出予算の内容は、エネルギー等の物価

高騰の影響を受けている私立小・中学校、高等

学校及び専修学校各種学校に対して、電気・ガ

ス料金に係る高騰分の一部を支援する経費とし

て、私立学校助成費970万6,000円の増を計上い

たしております。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、学事振興課長より

補足説明を求めます。 

【櫻間学事振興課長】 第136号議案「令和7年度

長崎県一般会計補正予算（第7号）」のうち学事

振興課関係の補正予算について補足してご説明

いたします。 

 学事振興課から配付しております補足説明資

料をご覧ください。 

 物価高騰の影響を受けている私立学校の負担

軽減を図るため、エネルギー価格、とりわけ学

校施設への影響が大きい電気代とガス代の高騰

分への一部支援を行うものです。 

 対象施設は、私立の高等学校、中学校、小学

校及び専修学校で、全67施設、規模別に11区分

の単価に応じて、所要額は合計で970万6,000円

を見込んでおります。 

 なお、単価の根拠につきましては、国におい

て、電気・ガス代の支援対象期間が電力使用量

の増加する1月から3月の3か月間と示されてい

ることを踏まえまして、県の補助率を2分の1と

して、今回の経済対策補正における学校施設等
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の物価高騰の影響に対する県の支援は、全庁的

に年間影響額の8分の1で統一をしております。 

 以上をもちまして、補足説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【中村(泰)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。 

 第136号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第136号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。 

 それでは、総務部関係の審査結果について整

理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

― 午前１０時１２分 休憩 ― 

― 午前１０時１２分 再開 ― 

【中村(泰)分科会長】 再開いたします。 

 これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 

 引き続き、教育委員会及びこども政策局を含

む福祉保健部関係の審査を行います。 

 しばらく休憩し、再開は10時25分からといた

します。 

― 午前１０時１２分 休憩 ― 

― 午前１０時２３分 再開 ― 

【中村(泰)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 これより、教育委員会及びこども政策局を含

む福祉保健部の審査を行います。 

 まず、教育長より予算議案の説明を求めます。

【前川教育長】 教育委員会関係の議案について

ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第7号)」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

った国の補正予算に適切に対処するため、必要

な予算を追加しようとするものであります。 

 歳入予算は、国庫支出金2億1,945万2,000円の

増。歳出予算は、特別支援学校費9億2,975万

4,000円の増となっております。 

 この結果、令和7年度の教育委員会所管の予算

総額は1,356億4,075万6,000円となります。 

 歳入予算及び歳出予算の内容については記載

のとおりで、後ほど教育環境整備課長から補足

説明をさせていただきます。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 今回計上しております予算については、年度

内に適正な事業期間が確保できないことから、

記載のとおり新たに繰越明許費を設定しようと

するものであります。 

 以上で教育委員会関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げいます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、福祉保健部長より、

予算議案の説明を求めます。 
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【新田福祉保健部長】 おはようございます。 

 それでは、福祉保健部関係の議案についてご

説明いたします。 

 予算決算委員会文教厚生分科会関係事案説明

資料の福祉保健部の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第7号)」のうちの関係部分でございます。 

 今回の補正予算は、国において決定されまし

た「「強い経済」を実現する総合経済対策」に

沿った国の補正予算に適切に対処するため、必

要な予算を追加しようとするものであります。 

 歳入予算は、福祉保健部合計で44億7,019万

3000円の増となっております。 

 歳出予算は、福祉保健部合計で53億9,133万

6,000円の増となっております。 

 なお、各科目につきましては、2ページに記載

のとおりでございます。 

 3ページをご覧ください。 

 補正予算の内容についてご説明いたします。 

 医療機関、介護・障害者施設等における物価

高騰への支援について。 

 エネルギー等の物価高騰の影響による負担軽

減を図るため、利用者への価格転嫁が困難な施

設を運営する事業者に対し、光熱水費や食材料

費の高騰分の支援を実施してまいります。 

 また、介護保険施設等につきましては、物価

高騰時においても入所者の栄養・心身の状況を

考慮した食事を提供することを継続して行うこ

とが必要であるため、食料品等の購入費等に対

する支援を併せて実施してまいります。 

 このために、福祉保健部合計で12億7,833万

6,000円の増を計上いたしております。 

 医療機関、介護・障害者施設等における処遇

改善等について。 

 地域に必要な医療提供体制を確保するために、

医療機関や薬局等における従事者の処遇改善や

物価上昇への支援を実施してまいります。 

 また、介護サービスや障害福祉サービスの提

供体制を確保するため、人材不足が厳しい状況

にある介護・障害分野において、人材流出を防

ぐための緊急的対応といたしまして、従業員の

賃上げ、職場環境改善を支援してまいります。 

 このために、福祉保健部合計で41億1,300万円

の増を計上いたしております。 

 このほか、4ページの繰越明許費についての内

容につきましては、記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、こども政策局長よ

り予算議案の説明を求めます。 

【浦こども政策局長】 おはようございます。 

 こども政策局関係の議案についてご説明いた

します。 

 こども政策局の資料2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算(第7号)」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

った国の補正予算に適切に対処するため、必要

な予算を追加しようとするものであります。 

 歳出予算は、合計で250万円の増となっており、

各科目の内訳は記載のとおりでございます。 

 補正予算の内容についてご説明いたします。 

 児童福祉施設等における物価高騰への支援に

ついて。 

 エネルギー等の物価高騰の影響を受けている
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事業者の負担軽減を図るため、利用者への価格

転嫁が困難な児童福祉施設等に対し、電気代等

の支援を実施してまいります。 

 1.私立幼稚園、認可外保育施設への支援に要

する経費として61万9,000円の増。 

 2.児童養護施設等への支援に要する経費とし

て188万1,000円の増を計上いたしております。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、教育環境整備課長

より補足説明を求めます。 

【山﨑教育環境整備課長】 第136号議案「令和

7年度長崎県一般会計補正予算(第7号)」のうち、

教育環境整備課関係について補足してご説明さ

せていただきます。 

 掲載しております補足説明資料をご覧くださ

い。 

 本課で計上しております特別支援学校施設整

備費につきましては、国の総合経済対策補正予

算において、公立学校施設整備に係る国庫補助

事業が対象となったことを受けまして、特別支

援学校の空調設備の改修や施設等の老朽化対策

など、令和8年度に計画をしておりました特別支

援学校10校の施設整備について、計画を前倒し

をしまして実施をしようとするものでございま

す。 

 各事業の概要でございますが、表の工事番号

1番から3番までは、いずれも老朽化した空調設

備の改修工事でございます。 

 次に、4番から10番は、いずれも老朽化対策と

して、外壁などの改修や運動場の改修を実施す

るものでございます。 

 最後に、11番は、令和9年4月に対馬市立厳原

中学校内に虹の原特別支援学校対馬分校を設置

することに伴い、厳原中学校の校舎の一部を特

別支援学校として使用できるよう改修しようと

するものでございます。 

 なお、これらの事業につきましては、経済対

策の趣旨に鑑み、議決いただいた後は、早期執

行に努めてまいりますが、年度内の適正な事業

期間が確保できないことから、繰越明許費の設

定についても併せてお諮りをさせていただいて

おります。 

 補足説明は以上でございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、医療政策課長より

補足説明を求めます。 

【猪股医療政策課長】 第136号議案「令和7年度

長崎県一般会計補正予算（第7号）」のうち、医

療政策課所管分について資料に基づいて説明さ

せていただきます。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 医療機関等処遇改善物価高騰緊急支援事業費

ですが、これは国の医療分野における賃上げ・

物価上昇に対する支援策を活用しまして、医療

機関や薬局等における従事者の処遇改善や物価

上昇の影響に対して支援を行うものでありまし

て、全額国庫負担で、補正予算額8億4,200万円

を計上しております。 

 対象施設及び支援内容は記載のとおりであり

まして、支援額は賃上げ分と物価高騰分で構成

されております。 

 支援対象の施設数は、診療所、保険薬局、訪

問看護ステーションの合計2,745の施設になり

ます。 

 なお、資料の下になりますけども、病院に対

しては国が直接補助を行うことになっておりま
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して、支援内容及び対象施設数は記載のとおり

でございます。 

 続きまして、資料の3ページをご覧ください。 

 医療機関等物価高騰緊急支援事業費ですが、

これは国の重点支援地方交付金を活用して、物

価高騰の影響を受けている医療機関等に対して、

エネルギー価格及び食材料費の高騰分の支援を

行うもので、補正予算額4億7,103万2,000円を計

上しております。 

 対象施設及び支援内容は記載のとおりであり

まして、病院、診療所、薬局、施術所など約4,000

の施設を支援対象としております。 

 単価の根拠につきましては、令和7年6月補正

と同様に、エネルギーの利用実態等を踏まえま

して、物価高騰による年間影響額のおおむね8分

の1に相当する額としております。 

 以上をもちまして説明を終わらせていただき

ます。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【中村(泰)分科会長】 次に、長寿社会課長より

補足説明を求めます。 

【中村長寿社会課長】 引き続きまして、補足説

明資料の4ページ、5ページになります。 

 長寿社会課・障害福祉課分でございます。 

 4ページでございますが、長寿社会課で計上し

ております介護分野の職員の賃上げ・職場環境

改善支援事業費及び障害福祉課で計上しており

ます福祉介護職員等処遇改善等緊急支援事業費

でございます。それぞれ事業費は記載のとおり

となってございます。 

 介護・障害福祉分野につきましては、他分野

との賃金格差等を要因として人材不足は厳しい

状況にございます。このため、現在、国におい

て報酬制度の見直しが議論されているところで

ございますけれども、制度改正までの緊急的対

応といたしまして、職員の賃上げや職場環境改

善に要する費用を支援するものでございます。

財源は全額国において措置されることとなって

おります。 

 2の事業内容でございますけれども、支援対象

は、介護サービス・障害福祉サービス事業所(施

設)でございます。 

 今回の事業はこれまでと異なり、訪問看護、

訪問リハ、相談支援等といった、いわゆる処遇

改善加算制度の対象外の事業所が含まれる見込

みとなってございます。 

 (2)の補助内容でございますけれども、1のと

おり、12月から来年5月、すなわち制度改正が見

込まれるまでの6か月間につきまして、月額1万

円相当の補助となります。 

 なお、介護分野につきましては②③所定の加

算等を取得している事業所でございますけれど

も、これにつきましては記載のとおりの追加の

支援が行われる予定となっております。 

 続きまして、5ページをご覧ください。 

 長寿社会課で計上します介護サービス施設等

物価高騰緊急支援事業費及び障害福祉課で計上

します障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支

援事業費、事業費はそれぞれ記載のとおりでご

ざいます。いずれも重点支援地方交付金を活用

いたしました物価高騰対策でございます。エネ

ルギー価格及び食材料費の高騰分について支援

を行うものでございまして、2の事業内容に記載

のとおり、介護・障害福祉サービス事業所(施設)

に加え、主に補助金で運営されている施設を対

象に記載の事業所数について支援を行います。 

 支援額は単価方式でございまして、(2)(3)に

記載のとおり、基本スキームとしては6月補正予

算と同様、年間影響額の8分の1を目安といたし
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ます。 

 ただし、今回は、質を担保した食事の提供義

務がある介護老人福祉施設、いわゆる特別養護

老人ホームや老人保健施設、介護老人保健施設

等の介護保険施設、また、短期入所生活介護、

養護老人ホーム、軽費老人ホームといった介護

分野の施設系サービスについては、国による経

済対策補正が行われております。 

 食料支援について、記載の7,000円ではなく、

定員当たり1万8,000円を上限に補助する予定と

しております。 

 また、(3)に記載のとおり、6月補正との違い

として、ガソリン代については12月の暫定税率

廃止により価格が下がる見込みであり、この分

を今回支援額から控除しております。 

 以上をもちまして、補足説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【中村(泰)分科会長】 次に、こども未来課長よ

り補足説明を求めます。 

【黒島こども未来課長】 同じく、第136号議案

「令和7年度長崎県一般会計補正予算(第7号)」

のうち、こども未来課関係分について、お配り

しております補足説明資料に基づいてご説明さ

せていただきます。 

 補足説明資料、こども政策局の2ページをご覧

ください。 

 先ほど説明がありました医療分野や介護・障

害福祉サービス分野と同じく、物価高騰の影響

を受けている認可外保育施設、私学助成幼稚園

の負担軽減を図るため、エネルギー価格の高騰

分への一部支援を行うものでございます。 

 対象施設につきましては、これまでの支援と

同様に、県の所管である認可外保育施設、私学

助成幼稚園を支援の対象にしております。 

 事業内容につきましては記載のとおり、認可

外保育施設は電気代の高騰分を、私学助成幼稚

園は電気代とガソリン代の高騰分を支援対象と

しており、対象施設及び補正額につきましては、

認可外保育施設で46施設、23万8,000円、私学助

成幼稚園で7施設、38万1,000円となっておりま

す。 

 なお、単価の根拠につきまして、各施設の年

間影響額のおおむね8分の1に相当する額として

おり、国の電気・ガス代の支援状況も踏まえま

して、今回、経済対策補正における医療・介護・

保育施設、学校施設、公衆浴場等の物価高騰の

影響に対する県の支援は8分の1で統一しており

ます。 

 また、ガソリン代の高騰分の支援については、

令和7年12月末以降、暫定税率が廃止されるため、

支援額から価格引下げ分を減算することとして

おります。 

 以上をもちまして、補足説明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【中村(泰)分科会長】 次に、こども家庭課長よ

り補足説明を求めます。 

【鴨川こども家庭課長】 第136号議案「令和7年

度長崎県一般会計補正予算(第7号)」のうち、こ

ども家庭課所管の補正予算について、お配りし

ております補足説明資料に基づいてご説明いた

します。 

 こども政策局の補足説明資料11月補正追加の

3ページをお願いします。 

 国の総合経済対策への対応として、重点支援

地方交付金を活用し、エネルギー価格高騰の影

響を受けている児童養護施設等に対し、高騰分

の一部を支援するための経費として188万1,000

円を計上しております。 
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 具体的には、2事業内容(1)に記載の対象施設

に対し、年間の影響額のおおむね8分の1に相当

する額を定額で支給したいと考えております。 

 なお、令和6年11月補正、令和7年6月補正にお

いては、この重点支援交付金を活用して食料代

への支援も行っておりましたけれども、今回、

食料代の支援については、令和7年度こども家庭

庁補正予算で実施されることとなっております

ので、こちらの重点支援交付金には計上してお

りません。 

 以上をもちまして補足説明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【中村(泰)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

【松本委員】 先ほどご説明いただいて、主に経

済対策ということで、物価高に対する国の予算

を活用してということなんですが、ちょっと一

つ気になったのが、福祉とかこども政策局は処

遇改善も入ってるんですが、教育委員会の部分

が改修工事ということで主に上がっています。

もちろん改修工事は大事だと思うんですが、経

済対策という意味の中で、今議会で質問した、

例えば寮であったりとかそういうところも、や

はり光熱費が上がって運営が厳しいという状況

を伺いました。そういった部分への対応という

のは今回は考えなかったのか、お尋ねをいたし

ます。 

【山﨑教育環境整備課長】 ただいま、松本委員

からご指摘をいただきました寄宿舎の運営に対

する支援策でございますけれども、本年2月の国

の地方創生臨時交付金を活用しました県の補正

予算におきまして、ただいまご指摘をいただき

ました物価高騰の影響を受ける保護者に対しま

して、令和7年度分の年間分といたしまして

1,470万5,000円を計上し、それを令和7年度、本

年度に繰り越しまして執行しているということ

でございます。令和7年度年間分を通した追加の

支援をもう既にやっているというような状況で

ございます。 

【松本委員】 前に上がった分は理解してるんで

すが、令和8年度以降、どういう見通しがあるの

か。やはり運営が離島・半島を含めて寄宿舎は

厳しい。そして定員数も少なくなっていく中で、

やはり寮費も上がっているという話も聞いてお

りますが、今後どういうふうに対応される予定

なのか、お尋ねいたします。 

【山﨑教育環境整備課長】 それぞれの寄宿舎の

運営につきましては、それぞれの寄宿舎が設置

をいたします寄宿舎運営協議会というところが

運営をしております。来年度の支援策につきま

しては、今後の補正予算等にも計上をしたいと

考えておりまして、来年度におきましてはそう

いった形で追加の支援策を現在検討していると

ころでございます。 

【松本委員】 離島留学とか、また離島以外のと

ころでも、寄宿舎というのはやはり教育環境の

中で過ごす時間も学校と同じぐらい大きいもの

がありますし、保護者の負担というのもやはり

増えてまいりますので、しっかりとそこを担保

できるように来年度も取り組んでいただきたい

と思います。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質問はございませ

んか。 

【中島委員】 長寿社会課からの介護サービス事

業所施設等及び障害者福祉サービス事業所等の

件ですけども、ただし書に処遇改善加算の対象

外であるサービスということでございますけど
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も、対象外の施設の状況と、この加算に準ずる

要件を満たす事業者が対象となることで、そこ

から漏れる事業者も出てくるとは思うんですけ

ど、どのような内容でしょうか。 

【中村長寿社会課長】 主に、今までは処遇改善

加算というものの対象事業所を対象としており

ましたけれども、これが介護職員が直接身体介

護を行うという部分の事業所をメインとしてお

りましたが、今回、それ以外の事業所も含まれ

ることとなっております。 

 具体的な例としましては、訪問看護、訪問リ

ハビリテーション、居宅介護支援事業所、いわ

ゆるケアマネジャーが勤務されているところ等

が予定されております。 

 今のところ、概要だけが示されておりまして、

具体的な対象については、今後、要綱等で示さ

れる予定となっております。 

 これらの事業所で一番多いのが居宅介護支援

事業所で440か所ございます。 

 これらの事業所は処遇改善加算の対象ではな

くて、これまでは処遇改善加算を取っている事

業所を対象としておりましたが、今のところ、

国の方からは処遇改善加算と類似するような加

算を取っている事業所を恐らく対象にするであ

ろうというふうな形で考えが示されているとこ

ろでございます。 

【中島委員】 在宅介護なんかが非常に経営が厳

しいというのもお聞きしてますし、今回は対象

外じゃなくて、一定担保されるということで理

解してよろしかったですね。 

 それと、もう一点ですけども、③の職場環境

改善に取り組む事業者の支援ということで、人

件費に充てる場合は4,000円の賃上げ相当とい

うことなんですけども、事業者の判断で、例え

ば環境改善に充てて、人件費に充てない場合が

出てくると思うんですけども、そこは施設側の

判断ということになるんでしょうか。 

【中村長寿社会課長】 これもまだ具体的な要綱

等が示されておりませんが、前回等々の例を踏

まえますと、一定事業者の裁量は認められるか

と思います。ただ、補助金でございますので、

我々が実績を確認いたします。その際には、人

件費か、また生産性向上、そういったものに資

するような研修等を行うものにのみ対象が絞ら

れておりますので、そこを我々が確認するとい

うような形になってございます。 

【中島委員】 これまでも職場環境のいろんな支

援策を講じる中で、できれば人件費の方に回さ

れた方が非常に施設の処遇改善につながるんじ

ゃないか。ただ、判断基準はまだ明確じゃない

ということですから、できれば人件費の方に回

していただければ非常にありがたいなと思いま

すので、そこはいろいろと協議していただけれ

ばと思います。内容については、よろしくお願

いしたいと思います。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑ございません

でしょうか。 

【前田委員】 私も中島委員に関連なんですけど

も、医療機関とか介護施設の中で、賃金の全額

で多分内訳が出ると思うんですけども、その賃

金に充てたっていうのは、今、実績においてど

うやってチェックかけるんですか。 

【中村長寿社会課長】 我々が補助金の申請を受

け付けまして、そこに具体的には賃上げを幾ら

行ったということをはっきり明記していただく

というところで、その実績報告をもって確認と

いう形でチェックをしているところでございま

す。 

【前田委員】 あくまで報告をもってという形に

なるんですよね。介護の場合は1人幾らとなって
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ますけども、有床診療所、有床歯科診療所は、

病床数に対して8.5万、賃金分7.2万となってま

すが、職員の数によって賃金のアップというの

は変わるという理解でいいんですか。 

【猪股医療政策課長】 今現在、国から示されて

いるのは病床数によりますので、職員数という

よりもベッド数で補助が変わってきます。 

【前田委員】 ということは、職員の少ない多い

で金額が変わってくるという理解ですよね。 

【猪股医療政策課長】 ベッド数が多ければ、職

員数もおのずと多いですので、それで変わって

いきます。 

【前田委員】 すみません。せっかくの機会なの

で、こども政策局ですけども、今回出してる中

で、私学助成幼稚園が7園となってますけども、

私立幼稚園は学事ですよね。ここで言う私学助

成幼稚園というのはどういう幼稚園を指すのか。

ちょっと数が少ないなと思って、お尋ねしたい

んですけども。 

【黒島こども未来課長】 私立幼稚園の所管はこ

ども未来課でございまして、幼稚園の中に、子

ども・子育て支援新制度に基づく新制度に移行

する園というものがたくさんございます。です

ので、施設のうち7園のみ、今、私学助成という

補助制度にとどまっておられまして、移行され

たところに対して公定価格に基づきます運営費

の支援をしております。 

【前田委員】 7園しか残ってないという理解で

すね。 

 直接今回額が上がってないんですけども、幼

稚園とか保育施設の中で、こうやってエネルギ

ー価格の高騰分ということの支援は非常にあり

がたいと思ってます。ただ、光熱水費、水は各

市町で料金も違うし、なかなか運営体系も違う

ので難しいと思うんですけども、幼稚園、保育

所なんかに聞くと、水の高騰はかなりの金額な

んですよね。これに対しては今後何か検討して

るのかどうか。その点をちょっと最後にお尋ね

したいと思います。 

【黒島こども未来課長】 前田委員ご指摘のとお

り、今回の補正予算はあくまでも電気代等に係

るものです。水道代に関しましては、市町によ

って単価も大きく違いますし、現在、高騰によ

って非常に経営が苦しいという声が、例えば保

育団体等から上がってきているという状況にな

いため、現時点では支援の検討はしていないと

ころです。今後そういった声が聞こえてまいり

ましたら、何らかの検討研究をしてまいりたい

と考えます。 

【前田委員】 それは県に聞こえてきてないだけ

で、市町には届いてるんですよ。市町の方は対

応できてないという状況がありますので、電気

は多分こういう形で集計取って出されてるわけ

ですから、ぜひこの機会に、水がどれぐらい使

われてるかということを調査をかけながら、ど

れぐらい物価が高騰してるかというのを確認し

てほしいと思います。その上で、市町と協議を

してほしいということを要望しておきますが、

声が届いたらという話で行けば、声は確実に届

いてるので、やるかやらないかだけ確認したい

と思います。 

【黒島こども未来課長】 保育園等での水の使用

量はかなり多かろうと推測はするんですけれど

も、現在、保育団体等からの特段要望等は頂戴

しておりませんが、まずは市町ごとに異なる水

道料金の体系等もございます。どのような状況

か、市町等からも情報収集をしてまいりたいと

思います。 

【前田委員】 それで結構ですけども、市町でや

ってるので県に届かないだけなので、トータル
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として要望を多分出してもらえますので、ぜひ

検討してください。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑ございません

でしょうか。 

【坂本委員】 先ほどの前田委員の部分と関連し

ますけれども、医療機関等の処遇改善の部分で

す。病床数に応じてということで、それぞれ賃

金分、物価分ありますけれども、多分、職員、

医師とか、看護職員とか、ベッド数に応じて配

置の基準があるというふうに思いますので、そ

れで換算すると、1人当たり幾らぐらい上がるの

かというのは試算できるんじゃないかなと思う

んですけれども、そこはされてるんですか。例

えば、介護の部分だと、金額が大体1人当たり1

万円相当ということで出てますので、そこら辺

というのは分からないですか。 

【猪股医療政策課長】 単価につきましては、国

の方から考え方がまだ示されておりませんので、

今の段階で1人当たり幾らというのはなかなか

見えない状況でございます。近々、説明会がご

ざいますので、そこで把握をしていきたいと思

っています。 

【坂本委員】 具体的な説明がまだないというこ

となんですが、ただ、配置基準は大体決まると

思いますので、きっかりとは分からなくても、

大体1人当たり幾らぐらいというのは、なかなか

分からないものなんですかね。 

【猪股医療政策課長】 例えばベッドによって、

急性期とか、回復期とかで、そこで看護師の配

置数が違ってきますので、なかなか難しいとこ

ろでございます。 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑ございません

でしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第136号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中村(泰)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第136号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。 

― 午前１０時５４分 休憩 ― 

― 午前１０時５４分 再開 ― 

【中村(泰)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。 

 これをもちまして、予算決算委員会文教厚生

分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午前１０時５４分 閉会 ― 
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

であります。 

 

はじめに、第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のう

ち関係部分についてご説明いたします。 

 

 歳出予算は、 

  大     学     費            ２０２万 ７千円の減 

  私 立 学 校 振 興 費             １３万 ４千円の増 

  合           計            １８９万 ３千円の減 

となっております。 

これは、総務部職員の給与費について、関係既定予算の過不足の調整に要する経

費であります。 

 

次に、第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関

係部分についてご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

  大     学     費             ５６万 ９千円の増 

  私 立 学 校 振 興 費            ３０１万 ７千円の増 

  合           計            ３５８万 ６千円の増 
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となっております。 

 これは、総務部職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する経費であります。 

 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



 

 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

文教厚生委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    総 務 部 
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係

部分であります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図 

２０３０
にせんさんじゅう

」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

なお、基本戦略のうち、総務部関係部分では、基本戦略「こどもたちの将来の可能

性を広げ、挑戦を応援する」において、「すべてのこどもたちを支援する魅力ある学校

教育の環境づくり」として、私立学校の独自性・自主性を尊重しながら魅力ある学校

づくりの支援に取り組んでいくこととしております。また、基本戦略「時代の変化に

対応する力強い産業を創出する」では、「地域を支える企業の人材育成・確保」として、

地域に貢献し選ばれる県立大学づくりに取り組んでいくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 
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続きまして、総務部関係の議案外の主な所管事項についてご説明いたします。 

 

（県立大学の卒業予定者の就職内定状況について） 

長崎県立大学における令和８年３月卒業予定者の１０月末現在の就職内定率については、

８６．１％で前年同期比１．１ポイント増加しており、学部別では、経営学部が８２．５％、

地域創造学部が８０．８％、国際社会学部が８９．８％、情報システム学部が９７．１％、

看護栄養学部が９３．４％となっております。 

また、就職内定者のうち県内内定者の割合は３２．２％で、前年同期比０．１ポイント

増加しており、学部別では、経営学部が２８．８％、地域創造学部が３０．１％、国際

社会学部が３７．７％、情報システム学部が２６．３％、看護栄養学部が４７．１％と

なっております。  

県立大学においては、県内企業で活躍するＯＢ・ＯＧとの座談会の開催や県内就職

支援員による県内企業情報の学生への提供など、県内就職の取組を実施しており、経

営学部、及び国際社会学部において県内企業への就職内定率が増加し、１０月末時点

では前年同期を上回る県内内定率となっております。 

今後も、県内企業の情報を未内定者に紹介するほか、地域に根ざした実践的な教育

等を通じて、県内就職率向上への取組を推進してまいります。 

 

（私立学校児童生徒の問題行動等調査について） 

文部科学省が行った「令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」の結果が、去る１０月２９日に公表されました。 

このうち、本県の私立小・中・高等学校全体の結果をご報告いたします。 

暴力行為の発生件数は、３１件と前年度より９件減少しております。 

また、いじめの認知件数は、１４４件と前年度より５４件増加しております。 
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次に、長期欠席については、病気、経済的理由、不登校、その他の理由により、年

間３０日以上欠席している児童生徒は、５９６人となっております。 

長期欠席者のうち不登校児童生徒数は、３６３人と前年度より１９人減少しており

ます。 

また、私立高等学校における中途退学者数は、１５２人と前年度より１８人減少し

ております。 

今後も引き続き、暴力行為・いじめ・不登校など児童生徒の生徒指導上の諸問題や

課題の解消に向けて私立学校、その設置者である学校法人、その他の関係機関と連携

し、児童生徒の問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応に努めてまいります。 

 

（学校指定型ふるさと納税制度の開始について） 

「学校指定型のふるさと納税制度」は、県立学校において先行して実施していると

ころですが、希望した私立学校１５校につきましても、１１月末から順次受付を開始

いたしました。 

 集まった寄附金は、学校環境の整備や特色ある教育活動に要する経費のほか、県の

支援が行き届いていない各学校の教育活動にも、柔軟に活用していただくこととして

おります。 

 本制度の周知にあたっては、県公式ウェブサイトや各学校のホームページなどによ

るほか、各学校における同窓会への働きかけなど、私立学校との連携も図りながら、

積極的な広報活動を展開してまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価を実施いたしました。総務部関係分につ

いては、お配りしている資料のとおりであります。 
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 事務事業評価については、７件の事業群評価調書により、１２件の事業を評価いた

しましたが、そのうち３件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」

のいずれかの見直しを検討いたしております。 

 なお、事務事業評価の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも広

く公表いたしております。 

 今後、県議会における議論を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

  よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



令和７年１１月定例県議会

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料

教 育 委 員 会
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教育委員会関係の議案について、ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分

であります。

はじめに、第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち

関係部分についてご説明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、

歳出予算

  教 育 総 務 費                        １，６８０万   円の減

  小 学 校 費            ３億 ６，１３９万 ５千円の減

  中 学 校 費               ６，８２２万 ５千円の減

  高 等 学 校 費               ２，９２３万 ７千円の増

  特 別 支 援 学 校 費               ２，１８１万 ５千円の増

  社 会 教 育 費                      ４５０万 ３千円の減

  保 健 体 育 費                     ４千円の減

  合       計           ３億 ９，９８７万 ５千円の減

であり、内容といたしましては、職員給与費既定予算の過不足調整に要する経費であ

ります。

この結果、令和７年度の教育委員会所管の予算総額は、

                  １，３０９億 ９，０４２万 ２千円

となります。

債務負担行為については、令和７年２月議会において承認をいただいておりました
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特別支援学校で使用するスクールバスの運行契約について、道路運送法に基づく貸切

バスの運賃・料金の見直しが行われ、国が定めているバス運賃の下限額が引き上げら

れたため、現在設定している債務負担行為の金額では令和８年度分の契約ができない

ことから、

県立学校管理運営費                ５，９０６万 ４千円の増

令和７年２月議会において、承認をいただいておりました県立学校のデジタル採点

システムにおけるライセンス使用料について、サービス料金の改定に伴い、現在設定

している債務負担行為の金額では令和８年度以降分の契約ができないことから、

教員のなり手不足解消プロジェクト費          ４５７万 ９千円の増

公の施設の指定管理者の指定に伴う管理運営負担金に係る経費として

長崎県立佐世保青少年の天地及び長崎県立世知原少年自然の家管理運営負担金             

６億 ７，９１０万 ５千円

長崎県立西彼青年の家管理運営負担金          ９，８８７万   円

長崎県立対馬青年の家管理運営負担金          ８，０２６万   円

長崎県立総合体育館、長崎県営野球場及び長崎県小江原射撃場管理運営負担金

                       １０億 ４，２７２万   円

長崎県立武道館及び長崎県立総合体育館県北トレーニング室管理運営負担金

１億 １，０５３万   円

を計上いたしております。

次に、第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係

部分についてご説明いたします。

教育委員会所管の補正予算額は、
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歳入予算では、

国 庫 支 出 金               ６億 ５，８６９万 ５千円の増

歳出予算では、

  教 育 総 務 費               ８，５６０万 ９千円の増

  小 学 校 費           １５億 ４，１４５万 ４千円の増

  中 学 校 費            ８億 ９，４９７万 ３千円の増

  高 等 学 校 費            ７億 ５，５４９万 １千円の増

  特 別 支 援 学 校 費            ４億   ９８５万 １千円の増

  社 会 教 育 費               ２，６５８万 ８千円の増

  保 健 体 育 費                 ６６１万 ４千円の増

  合 計           ３７億 ２，０５８万   円の増

であります。

この結果、令和７年度の教育委員会所管の予算総額は、

                   １，３４７億 １，１００万 ２千円

となります。

歳入予算の内容といたしましては、教職員給与費に係る義務教育費国庫負担金であ

ります。

歳出予算の内容といたしましては、職員等の給与改定に要する経費であります。

以上をもちまして教育委員会関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
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教育委員会関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、   

第１０９号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分 

第１２１号議案「公の施設の指定管理者の指定について」 

第１２２号議案「公の施設の指定管理者の指定について」 

第１２３号議案「公の施設の指定管理者の指定について」 

第１３４号議案「長崎県総合計画 みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち 

関係部分 

であります。 

  

第１０９号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」は、人事委員

会の令和７年１０月６日付けの職員の給与等に関する報告及び勧告並びに国家公務員

の給与の取扱いの状況等を踏まえ、職員の給与等について所要の改正をしようとする

ものであります。 

改正の主な内容は、令和７年度の給与改定において、若年層に重点を置きつつ、全

世代を対象とした給料月額及び期末・勤勉手当の０．０５月分の引き上げ、公立の義

務教育等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）の一部改正に伴う教職調

整額の引き上げなどであります。 

 

第１２１号議案及び第１２２号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、

県立佐世保青少年の天地及び県立世知原少年自然の家２施設の管理運営を一括して行

う指定管理者として、特定非営利活動法人長崎県青少年体験活動推進協会を、県立西

彼青年の家及び県立対馬青年の家の指定管理者として、それぞれ西彼青年の家施設運

営協会及び対馬青年の家施設運営協会を指定しようとするものであります。 
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 第１２３号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、長崎県立総合体育館、

長崎県営野球場、長崎県小江原射撃場の長崎地区３施設の管理運営を一括して行う指

定管理者として、長崎 DS・スポーツ協会グループを、また、長崎県立総合体育館県

北トレーニング室、長崎県立武道館の佐世保地区２施設の管理運営を一括して行う指

定管理者として、公益財団法人佐世保市スポーツ協会をそれぞれ指定しようとするも

のであります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図    

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

このうち、教育委員会においては、主に基本戦略「こどもたちの将来の可能性を広

げ、挑戦を応援する」に関連施策等を位置付けております。 

「地域資源を活用し、こどもたちの新しい時代を切り拓く力を育む教育の推進」に

関する施策においては、地域や企業等との連携など、様々な地域資源を活用すること

により、こどもたちが新しい時代を切り拓いていくために必要な「確かな学力」「豊か

な心」「健やかな体」を育成するとともに、ふるさと教育やキャリア教育、グローバル

教育の推進により郷土の未来を担い、そして予測困難な時代を生き抜くことができる

人材の育成等に取り組んでいくこととしております。 

また、「すべてのこどもたちを支援する魅力ある学校教育の環境づくり」に関する
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施策においては、地理的条件に関わらず、すべてのこどもたちの多様な学びのニーズ

に応えることのできる教育の推進や、地域と高校が一体となった社会に開かれた魅力

ある学校づくりの推進のほか、教員が教職の魅力や働きがいを実感しながら働くこと

ができる環境整備等に取り組んでいくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

 続きまして、議案外の主な所管事項についてご説明いたします。 

  

（学校指定型のふるさと納税制度の開始について） 

令和７年６月文教厚生委員会においてご説明いたしました「学校指定型のふるさと

納税制度」につきまして、１０月２９日から寄附の募集を開始しました。 

 令和７年１２月末までにいただいた寄附金は、令和８年度当初予算に計上し、部活

動や特色ある教育活動に要する経費など、各学校の一定の裁量のもとで多様な用途に

活用させていただく予定です。 

 各学校における教育環境の更なる充実のため、県公式ウェブサイトへの掲載や県人

会を通じた広報のほか、各学校から当該校の同窓会へお知らせするなど、積極的な広

報活動を展開してまいります。 

 

（「ながさき次世代高校創生会議」の開催について）  

 少子化による生徒数の減少や、急速な社会変化等に的確に対応し、１０年後、１５

年後を見据えた持続可能で魅力ある高校教育の構築に向けた議論を深める場として、

外部有識者などで構成される「ながさき次世代高校創生会議」を設置し、１０月１４

日に第１回目の会議を開催しました。 

 同会議に対してご検討を依頼している項目として３点あります。一点目が、すべて
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の生徒が「自己の在り方・生き方」を主体的に考え、多様な学びと社会参画を実現で

きる魅力ある新しい県立高校の在り方、二点目が、社会や地域の期待に応える特色あ

る再編整備の方向性、三点目が、特色ある教育を可能にする教育環境整備の在り方に

ついて議論していただくことになります。今年度中に会としてのとりまとめを行って

いただき、その検討結果を踏まえ、令和８年６月を目途に、これからの県立高校の方

向性を示す「大綱」を策定したいと考えております。 

 長崎の未来を担う子どもたちが、どの地域でも夢と希望を持って学べる環境を実現

できる再編を目指して、県立高校のあり方の検討を進めてまいります。 

 

（令和８年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状況について） 

本県が独自に調査した公立高等学校の新規高等学校卒業予定者の就職内定率は、 

１０月末現在で７６．７％と、前年同期の７８．１％と比較し、１．４ポイント減少

しております。 

令和８年３月新規高等学校卒業予定者に対する求人数については、長崎労働局によ

ると、９月までに県内のハローワークに提出された求人数は５，１３０人分で、前年

の同期比で１９２人分減少しております。 

就職内定者に占める県内の割合は６６．０％と、前年同期を１．２ポイント下回っ

ております。 

県教育委員会では、関係機関と連携し、県内企業に対して採用枠拡大や処遇改善、

早期の求人票提出を要請する取組を行っており、また、学校においては、進路指導の

教員やキャリアサポートスタッフによる生徒・保護者への県内企業情報の提供やジュ

ニアオープンカンパニー（旧・早期応募前見学会）を推進する等、県内企業の魅力発

信に努めているところです。 

一方、１０月末現在で、就職未内定者は４７４人おり、引き続き、学校および関係

機関との連携強化を図り、就職を希望する全ての高校生が就職できるよう支援してま
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いります。 

 

（公立学校児童生徒の問題行動等調査について） 

文部科学省が行った「令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」の結果が、去る１０月２９日に公表されました。 

全国の公立小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は１２万３，５０３件で、

前年度より１万９，３８４件増加しており、本県でも９１５件と前年度より２７９件

増加しております。なお、暴力行為の１，０００人あたりの発生件数でみると、全国

が１１．５件に対して本県は７．７件となっており、全国と比較すると低い状況にあ

ります。 

いじめの認知件数は、全国が７５万４，８８６件で前年度より３万４，９７１件増

加しており、本県でも２，５００件と１９７件増加しております。なお、いじめの解

消率は、全国７６％に対し、本県は８４．５％となっております。 

また、本県の国公私立小・中・高・特別支援学校におけるいじめ防止対策推進法に

規定する「重大事態」の発生件数は、１件となっております。 

次に長期欠席については、病気、経済的理由、不登校、その他の理由により、年間

３０日以上欠席している児童生徒は全国で５６万５，７７０人、本県では、     

５，２２１人となっております。 

長期欠席者のうち不登校児童生徒数は、全国で３９万４，４１６人と前年度より 

７，９１８人増加しており、本県でも４，１１３人と前年度より１８人増加しており

ます。不登校の全児童生徒数に対する割合は、全国が３．７％、本県は３．５％とな

っております。 

公立高等学校における全国の中途退学者数は、２万３，４６８人と、前年度より  

８８１人増加し、本県では１５８人と、前年度より１２１人減少しております。全生

徒に対する割合は、全国１．２％に対し、本県は０．７％となっております。 
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 今後も引き続き、暴力行為・いじめ・不登校など児童生徒の生徒指導上の諸問題や

課題の解消に向けて学校、家庭、地域、関係機関と連携し、児童生徒の問題行動等の

未然防止や早期発見・早期対応に努めてまいります。また、子どもの心の安定を図る

教育相談体制の充実や子どもが育つ環境の改善に向けた支援体制の整備にも一層取り

組んでまいります。 

 

（子どもたちの文化活動の推進について） 

去る１０月２５日に、クラシック音楽に取り組む子どもたちの発表の場として、「第

３９回ながさき“若い芽”のコンサート」を開催いたしました。今年度は、ながさき

ピース文化祭２０２５
にせんにじゅうご

地域文化発信事業として、はじめて平和と復興の象徴でもある

浦上天主堂で実施し、１７９名の中からオーディションで選ばれた１５名の小・中学

生及び高校生による素晴らしい演奏に、会場は大きな拍手に包まれ、盛会のうちに終

了いたしました。 

また、１１月７日から９日にかけて、「第２１回長崎県高等学校総合文化祭」を開

催し、佐世保市を中心に県内各会場では、放送、郷土芸能、将棋などの部門大会を実

施いたしました。総合開会式はアルカスＳＡＳＥＢＯで開催し、県内の高校生による

日本音楽、合唱、吹奏楽の舞台発表、美術や写真などの作品展示に併せ呈茶を行いま

した。 

さらに、１１月１９日から２０日にかけて、長与町の長与町民文化ホールにおいて

「第２０回長崎県中学校総合文化祭 西彼・西海大会」を開催し、県内の中学生によ

る吹奏楽や合唱の舞台発表や美術、書道の展示発表など、日頃の文化活動の成果が披

露されました。 

今後とも、成果発表の機会や鑑賞機会の充実を通して、子どもたちの文化活動のよ

り一層の推進に努めてまいります。 
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（文化財の指定について） 

 去る１１月５日に、県指定無形民俗文化財として平戸市の「舘
たち

浦
うら

の須
す

古踊
こおどり

」を新た

に指定しました。 

 「舘
たち

浦
うら

の須
す

古踊
こおどり

」は、生月島南部の舘浦集落で毎年８月１６日に行われている盆踊

り行事で、唄に合わせてゆっくりとした所作で踊る須古踊に、大名行列の奴
やっこ

の所作が

芸能化した「槍」や「挟箱
はさみばこ

」、武術としての棒術が芸能化した「杖
つえ

」が加わって定着

している点が特徴となっています。 

 また、行事には、未就学児から中高年まで世代を超えて参加し、集落を挙げて伝承

されている貴重なものです。 

 今回の指定により、県指定の無形民俗文化財は２４件となります。 

 

（スポーツの振興について） 

第７９回国民スポーツ大会は、去る９月２８日から１０月８日までの１１日間を本

会期として滋賀県で開催されました。 

本県においては、銃剣道競技成年男子の大会２連覇をはじめ、６種目において優勝

を飾ったほか、弓道競技少年女子遠的競技の準優勝なども含め、団体・個人合わせて

２１競技５４種目での入賞を果たし、目標であった５１種目を上回るとともに、昨年

の総合成績の４０位から３０位へと順位を大きく伸ばすことができました。 

選手・監督の皆様の健闘を心から讃えるとともに、応援していただいた皆様に感謝

申し上げます。 

引き続き、県スポーツ協会や各競技団体と連携し、さらなる競技力の向上を推進し

てまいります。 

 

（事務事業評価等の実施について） 

 本年度の事業評価において、事務事業評価、指定管理者制度導入施設の評価を実施
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いたしました。教育委員会関係分については、お配りしている資料のとおりでありま

す。 

事務事業評価については、２４件の事業群評価調書により、８０件の事業を評価い

たしましたが、そのうち６６件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」

のいずれかの見直しを検討いたしております。 

また、令和６年度から令和１０年度を計画期間とし、本県教育の目指す方向性や具

体的な施策等を盛り込んだ第四期長崎県教育振興基本計画に掲げている成果指標４１

項目の令和６年度の達成状況につきましては、「達成」が２０項目、達成率が９０％以

上の「概ね達成」が１３項目、達成率が９０％未満の「未達成」が７項目となってお

ります。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

（教職員の不祥事について） 

過去に不適切な指導に係る指導を受け、「体罰・不適切な指導の再発防止のための

指導力向上研修」を受講していたにもかかわらず、令和７年６月、クラスでオンライ

ン映像を見る際に集中していない被害生徒の態度を見て、きつく指導しようと思い、

一瞬カッとなり、胸ぐらを掴むなどの威圧的な指導を行った県立高等学校教諭を、  

１１月７日付けで懲戒戒告処分といたしました。 

県内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶と信頼回復に向けて取り組んでいる

中、このような不祥事が発生したことは、学校教育に対する信頼と期待を裏切り、県

民に失望と不信感を与えるものであり、県議会をはじめ県民の皆様に対し、深くお詫

び申し上げます。 
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今後も、全教職員に対し、あらゆる機会を通して、児童生徒の教育に携わる職にあ

ることの自覚を厳しく促し、使命感や倫理観の高揚、服務規律の徹底を図るとともに、

すべての教育関係者と連携し、不祥事根絶と信頼回復に向けた取組の推進に全力を傾

けてまいります。 

 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

文教厚生委員会関係議案説明資料 

 

( 追 加 １ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 委 員 会 
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【文教厚生委員会関係議案説明資料 教育委員会７頁２４行目の次に、次のとおり挿

入する。】 

 

（「神楽
か ぐ ら

」のユネスコ無形文化遺産への提案決定について） 

去る１１月２８日に開催された国の無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議にお

いて、「神楽」を令和７年度のユネスコ無形文化遺産（人類の無形文化遺産の代表的な

一覧表）への提案案件とすることが了承されました。 

「神楽」は、特定の場所に神座
かむくら

を設け、神霊の来臨をあおぎ行う神まつりにおいて

演じられてきた民俗芸能であり、現在も、日本各地で地域の歴史や風土を反映しなが

ら、地域の活力の源として大きな役割を果たしています。 

今回の提案では、全国で４千を超えると言われている神楽のうち、本県の壱岐神楽、

平戸神楽及び五島神楽を含む国の重要無形民俗文化財４０件の構成で申請することと

されており、令和１０年１２月頃の正式決定を目指し関係機関等とも連携しながら、

「神楽」の文化的・歴史的価値の更なる発信に取り組んでまいります。 

 

（文化財の登録について） 

 国の文化審議会は、去る１１月２１日に佐世保市の「旧親和銀行本店本館と懐霄館
かいしょうかん

」

及び諫早市の「ＳＥＥＤ１９３１
し ー ど い ち き ゅ う さ ん い ち

（旧諫早銀行本店）」を登録有形文化財（建造物）

にするよう、文部科学大臣へ答申を行いました。 

 佐世保市の「旧親和銀行本店本館と懐霄館」は、いずれも「哲学の建築家」と評さ

れた白井
し ら い

晟
せい

一
いち

氏の設計による重厚な吹抜の大空間や繊細な感覚あふれるディテールな

ど創意のある建物で、本館と懐霄館で設計者の世界観を完成させた記念碑的作品とな

っております。 

 また、ＳＥＥＤ１９３１（旧諫早銀行本店）は、１９３１年に旧諫早銀行本店とし

て建造され、古代ギリシャ建築の通し柱を模した外装が重厚さを演出する銀行建築で、
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一世紀にわたって地域住民に親しまれております。 

今回の答申により登録されると、本県の登録有形文化財（建造物）は１４０件とな

ります。  

 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 

 



- 2 - 

福祉保健部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

の２件であります。 

 

はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち

関係部分についてご説明いたします。 

 

 歳入予算は、 

  使用料及び手数料             １億 ４，３２９万 ３千円の減 

  国 庫 支 出 金                   ３１万 ５千円の増 

  諸 収 入                    １万 ２千円の減   

  合      計                        １億 ４，２９９万   円の減 

 歳出予算は、 

   社 会 福 祉 費                           ８，４４９万 ８千円の増 

   老 人 福 祉 費                              ６２万 ７千円の減 

児 童 福 祉 費                             １，２８４万 ２千円の増 

  障 害 福 祉 費                             ４，５６６万 ３千円の減 

  生 活 保 護 費                               ５２９万 ４千円の減 

  公 衆 衛 生 費                              ５６２万 ５千円の増 

  保 健 所 費                ２，４６３万 ８千円の減 

  医 薬 費                             ５９４万 １千円の減 

  合 計                           ２，０８０万 ２千円の増 
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となっており、この結果、令和７年度の福祉保健部所管の歳出予算は、 

１，１４０億 ４，１６８万 ９千円 

となります。 

 

補正予算の内容についてご説明いたします。 

 

（職員給与費について） 

 福祉保健部職員の給与費について、関係既定予算の過不足調整により 

１億 ２，９４４万 ５千円の減 

を計上いたしております。 

 

（福祉マンパワー処遇等対策費について） 

 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度において、

社会福祉法人が運営する福祉施設等に勤務する職員の待遇改善を図るために必要となる

経費について、本県負担分として 

１億 ５，０２４万 ７千円の増 

を計上いたしております。 

 

（債務負担行為について） 

 令和８年４月１日から実施が必要な長崎県視覚障害者情報センターの運営に要する経

費で、複数年度にわたって指定管理者を指定するため、債務負担行為として、 

                         １億 ３，７６９万 ５千円 

を計上いたしております。 

このほか、薬務行政費について、債務負担行為を行うものであります。 
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次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係

部分についてご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

  防 災 費                                  ７千円の増 

  社 会 福 祉 費                           ３，０５０万   円の増 

  老 人 福 祉 費                              ７６８万 ５千円の増 

児 童 福 祉 費                            １，９２２万 １千円の増 

障 害 福 祉 費                           ３，２４８万 ３千円の増 

生 活 保 護 費                              ２８０万 ７千円の増 

公 衆 衛 生 費                           ２，４４２万 ２千円の増 

  保 健 所 費                          ５，９０２万 ４千円の増 

  医 薬 費                          １，０５８万 ６千円の増 

  合 計                       １億 ８，６７３万 ５千円の増 

となっております。 

これは、福祉保健部職員の給与改定及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する経費

であります。 

この結果、令和７年度の福祉保健部所管の歳出予算は、 

１，１４２億 ２，８４２万 ４千円 

となります。 

 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

文教厚生委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 
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 予算決算委員会・分科会でご説明いたしました予算議案の部分を除く福祉保健部関係

の議案につきましてご説明いたします。 

 

 今回ご審議をお願いしておりますのは、 

第１１１号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する 

条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分 

第１２０号議案「公の施設の指定管理者の指定について」 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分 

の３件であります。 

 

 議案の内容についてご説明いたします。 

  

第１１１号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例等の一部を改正する条例」につきましては、児童福祉法等の一部を改正する法

律の施行に伴う児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等のこども家庭庁関係内閣

府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴い、所要の改正をしようとするものであ

ります。 

 

第１２０号議案「公の施設の指定管理者の指定について」につきましては、長崎県

視聴覚障害者情報提供施設条例に基づき、「長崎県視覚障害者情報センター」の管理

運営を行う指定管理者を公募したところ、１者から申請があり、選定委員会における

審査結果を踏まえ、「一般社団法人長崎県視覚障害者協会」を指定管理者として指定

しようとするものであります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」は、長崎県行
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政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図

２０３０
にせんさんじゅう

」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱の

もと、１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとする

ものであります。 

なお、基本戦略のうち、福祉保健部関係部分では、基本戦略「健康で生きがいを

持って暮らせる社会をつくる」において、「地域の医療・介護のサービス確保及び充

実」として、持続可能な医療提供体制の構築や地域包括ケアシステムの深化等に取

り組むほか、「健康づくりと生きがいづくりの促進」として、健康寿命延伸の取組や

高齢者の社会参加促進を推進していくこととしております。また、基本戦略「多様

性を尊重し合う共生社会をつくる」では、「互いに支え合う地域共生社会の更なる推

進」として、社会的配慮を必要とする人たちへのきめ細かい支援の実施や障害者が

地域で安心して暮らすための環境整備及び支援等に取り組んでいくこととしており

ます。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

 次に、議案外の主な所管事項についてご説明いたします。 

 

（福祉保健部における各種計画の策定について） 

 今年度末に終期を迎え、令和８年度を初年度とする新たな５ヵ年計画として策定中

の「長崎県福祉保健総合計画」については、長崎県総合計画や保健・医療・介護・福

祉分野の各領域の個別計画と整合を図りながら、関係団体や市町等からの意見も踏ま
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えて、専門委員からなる長崎県福祉保健審議会福祉保健総合計画専門分科会において

検討を重ね、今般、素案を取りまとめたところです。 

当計画は、社会福祉法に基づく地域福祉支援計画としても位置付け、「県民一人ひ

とりの尊厳が保たれ、住み慣れた地域で社会とつながりを持ちながら安心して健やか

に暮らし続けることができる地域共生社会の実現」という基本理念の下、保健・医療・

介護・福祉施策を総合的に推進していくこととしております。 

また、同じく今年度終期を迎える「長崎県再犯防止推進計画」及び「長崎県ギャン

ブル等依存症対策推進計画」についても、新たな計画の策定を進めており、それぞれ

の分野の専門委員からなる協議会等からの意見を踏まえ、素案を取りまとめたところ

です。 

これらの計画については、県議会のご意見をお伺いするとともに、パブリックコメ

ントを実施し、県民の皆様の声もお聴きしながら、今年度中に策定することとしてお

ります。 

 

（第７回健康長寿日本一長崎県民会議総会の開催について） 

 健康長寿日本一の長崎県づくりを目指し、県内の幅広い関係者の皆様にご参画いた

だき、去る１１月１３日、「第７回健康長寿日本一長崎県民会議総会」を開催いたし

ました。 

 本総会では、健康づくりのために積極的に取り組み、独自の工夫で成果を上げてい

る企業・団体等を表彰する長崎県健康づくり優良事例表彰「ながさきヘルシーアワー

ド」や、ながさき健康づくりアプリ「歩こーで！」を活用した歩数競争の表彰式を行

ったほか、長崎健康革命サポーターとして登録いただいている企業・団体の取組紹介

も行いました。 

 今後も、県民が健康づくりに取り組めるよう、関係団体の皆様との連携をさらに深

め、健康長寿日本一の実現に向けて努めてまいります。 
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（長崎県ケアラー支援シンポジウム２０２５の開催について） 

 ケアラーが援助を受ける人とともに安心して暮らすことができるよう、県民の皆様

にケアラー支援への理解を深めていただくため、去る１１月１５日、「長崎県ケアラー

支援シンポジウム２０２５」を開催し、約１００名の方に参加いただきました。 

本シンポジウムは、介護離職問題をケアラー支援の視点から考察するとともに、障

害を持つ子どもを支えるケアラーやヤングケアラーが直面する課題と支援の必要性等

について考えていただく機会となりました。 

 引き続き、「長崎県ケアラー支援条例」が目指す、誰ひとり取り残さない共生社会の

実現に向け、市町や関係機関、民間支援団体等と連携して、ケアラーを社会全体で支

える機運の醸成に努めてまいります。 

 

（長崎県認知症施策推進計画策定のためのワーキング会議の開催について） 

 令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」にお

いて、都道府県は、認知症の人やその家族等の意見を聴きながら、認知症施策推進計

画の策定に努めることとされており、去る１０月３０日、「長崎県認知症施策推進計画

策定のためのワーキング会議」を開催しました。 

本会議には、認知症の人３名とご家族２名の方に委員として初めてご参加いただき、

認知症に対する県民の意識や地域での支援状況等について、それぞれの立場から貴重

なご意見を伺うことができました。 

引き続き、認知症の人やその家族等の視点を大切にしながら、令和８年度中の計画

策定に向けて取り組んでまいります。 

 

（障害者のスポーツの振興について） 

 去る１０月２５日から２７日までの３日間、滋賀県において第２４回全国障害者ス
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ポーツ大会が開催され、本県からは個人７種目に計２９名の選手が参加しました。 

本県選手団は、陸上競技、水泳、卓球、フライングディスクにおいて獲得した１３

個の金メダルを含む、３１個のメダルを獲得いたしました。 

引き続き、障害者スポーツの裾野拡大と選手・指導者の育成強化に取り組んでまい

ります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価、指定管理者制度導入施設の評価及び長

崎県政策評価委員会による外部評価を実施いたしました。福祉保健部関係分について

は、お配りしている資料のとおりであります。 

事務事業評価については、２５件の事業群評価調書により、１６４件の事業を評価

いたしましたが、そのうち１２５件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改

善」「統合」のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

文教厚生委員会関係議案説明資料 

 

（ 追 加 １ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 
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【文教厚生委員会関係議案説明資料 福祉保健部 ５頁１行目に、次のとおり挿入す

る。】 

 

（新型インフルエンザ等対策本部会議訓練について） 

今年３月に策定した「長崎県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、去る

１１月２１日、海外で新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置されたと

いう想定のもと、知事を本部長とする長崎県新型インフルエンザ等対策本部の模擬会

議を開催する、実践的な訓練を初めて実施しました。 

 新型インフルエンザ等の発生が確認された際に、迅速かつ機動的に対応できるよう、

引き続き、平時からの備えの充実を図ってまいります。 

 

 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 政 策 局 
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 こども政策局関係の議案について、ご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

の２件であります。 

 

はじめに、第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関

係部分について、ご説明いたします。 

 

 歳出予算は、 

  児 童 福 祉 費   ４０９万 ２千円の減 

  公 衆 衛 生 費   ２２９万 ３千円の減 

  私立学校振興費     ２万 ８千円の減 

合      計   ６４１万 ３千円の減 

 

となっており、この結果、令和７年度のこども政策局所管の歳出予算は 

２８３億 ６，９２１万 ２千円   

となります。 

 

歳出予算の内容についてご説明いたします。 

 

（職員給与費について） 

こども政策局職員の給与費について、関係既定予算の過不足調整により、 
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６４１万  ３千円の減 

を計上いたしております。 

 

（債務負担行為について） 

令和８年４月１日から実施が必要な事業について、支払限度額の補正を行うため、 

長崎こども・女性・障害者支援センター別館警備委託 

１７４万 ３千円の増 

を計上いたしております。 

 

次に、第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係

部分について、ご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

社 会 福 祉 費                   ７５万 ６千円の増 

児 童 福 祉 費                １，８４７万 ３千円の増 

障 害 福 祉 費                    ２万 ８千円の増 

公 衆 衛 生 費                  １１８万 ４千円の増 

教 育 総 務 費                   ３７万 ５千円の増 

私立学校振興費                   ６７万 ８千円の増 

合 計                ２，１４９万 ４千円の増 

となっております。 

これは、こども政策局職員の給与改定及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する

経費であります。 

この結果、令和７年度のこども政策局所管の一般会計歳出予算総額は、 



- 4 - 

 

２８３億 ９，０７０万 ６千円   

となります。 

 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

文教厚生委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 政 策 局 
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 予算決算委員会・分科会でご説明いたしました予算議案の部分を除くこども政策局関 

係の議案につきましてご説明いたします。 

 

今回ご審議をお願いしておりますのは、 

第１１１号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する 

条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分 

の２件であります。 

 

 議案の内容につきましてご説明いたします。 

 

第１１１号議案「長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する

条例等の一部を改正する条例」については、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施

行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」等の施行に伴い、所要

の改正をしようとするものであります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行政

に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議会の

議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてまい

りました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０」

とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基本理念

に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、１２の基本

戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするものであります。 

なお、基本戦略のうち、こども政策局関係部分では、基本戦略「こどもたちの将来の
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可能性を広げ、挑戦を応援する」において、「県民総ぐるみの子育て支援」として、こ

どもや若者の声を取り入れた「ココロねっこ運動」を更に推進及び展開するほか、「こ

どもが安全・安心でチャレンジできる居場所の拡大」として、こども場所の充実に向け

た官民ネットワークの構築や中間支援組織の設置等による活動者の支援とマッチング

の促進、居場所の設置やモデルとなる多様な体験提供への補助等に取り組んでいくこと

としております。 

また、基本戦略「希望が叶う『結婚、妊娠・出産、子育て』を切れ目なく支える」で

は、「結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための知識の普及等と気運の醸成」と

して、若い世代へのライフデザインやプレコンセプションケアに関する情報発信や研修

等を通じた意識醸成のほか、「妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援」として、市

町におけるこども家庭センターの設置及び機能強化に向けた支援やこども誰でも通園

制度によるすべての子育て家庭への支援強化等に取り組んでいくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくりに

全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（長崎県子育て条例行動計画の変更について） 

長崎県子育て条例に関する取組を総合的かつ計画的に進めるために令和７年３月に

策定した「長崎県子育て条例行動計画（令和７年度～１１年度）」については、今年度、

次期長崎県総合計画との整合性を図るため、数値目標の項目や目標値などに関して所要

の改正を行うこととしております。 

今後、長崎県子育て条例推進協議会や県議会等のご意見を伺いながら、今年度末の改

正に向けて取り組んでまいります。 
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（ココロねっこ運動の推進について） 

こども家庭庁が、１１月を「秋のこどもまんなか月間」としていることに併せ、本県

でも同月を「ココロねっこ運動強調月間」と定め、「ココロねっこ運動」の広報・啓発

活動などを集中的に実施し、県民の皆様の理解や参加促進を図っております。 

また、今年度からは、県民生活環境部とも連携しながら、「共家事・共育て」の推進

によるこども時間の確保・拡大の周知にも取り組んでおります。 

その一環として、去る１１月２日、長崎市の観光通り周辺において「ココロねっこパ

レード」による広報啓発を行いました。 

パレードには、長崎市青少年健全育成連絡協議会をはじめ、子ども会、ＰＴＡ、少年

補導員、民生委員・児童委員など、３６の関係機関・団体、約３００人が一堂に会し、

長崎女子商業高等学校の吹奏楽演奏とバトントワリング演技を先導に実施し、多くの

方々に周知啓発を行うことができました。 

このほか、強調月間の取組として、連携協定企業と協力したイベント実施、新聞社や

テレビ局等とのタイアップによるローカル番組での特集、CM・広告等での事業周知のほ

か、市町・団体主催行事などにおける広報啓発を実施しております。 

こどもや子育てを取り巻く環境が変わっていく中、今後とも運動を支え続けていただ

いている関係団体や、地域の皆様と連携・協力しながら、こどもたちの心の根っこを育

てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てる県民運動である「ココロ

ねっこ運動」を推進し、県民総ぐるみの子育て支援に取り組んでまいります。 

 

（児童虐待防止と家庭的養護の推進について） 

昨年度の本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、依然として高い水準で

推移しており、児童虐待は引き続き深刻な社会問題となっております。 

国においては、毎年１１月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待防止のため

の広報・啓発活動などを行っており、本県においても、児童虐待防止や児童相談所全国
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共通ダイヤル「189（いちはやく）」について、全世帯広報誌への掲載のほか、学校等

での児童虐待防止推進月間のポスター掲示やリーフレットの配布、また、大学生と協働

したみらい長崎ココウォークでの街頭キャンペーンの実施など市町や関係機関と連携

した広報・啓発活動に取り組んだところであります。 

また、児童虐待などにより社会的養育が必要な児童に対し、できる限り家庭的な環境

で養育できるよう、里親等への委託を推進しており、里親制度の広報・啓発活動の一環

として、１０月の「里親月間」においては、１０月４日の「里親の日」に合わせ、里親

育成機関や里親会と合同で街頭キャンペーン等を実施いたしました。 

今後とも、増加する児童虐待や家庭的養護の課題に対する県民の理解を一層深めてい

ただけるよう、様々な機会を通じて広報・啓発を行い、児童虐待の防止や新規里親の確

保等に努めてまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価を実施いたしました。こども政策局関係分

については、お配りしている資料のとおりであります。 

事務事業評価については、１４件の事業群評価調書により、４６件の事業を評価いた

しましたが、そのうち３２件の事業について、令和８年度に向けて、「改善」「統合」

のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも広く

公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施して

まいります。 

 

以上をもちまして、こども政策局関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

令和７年１１月定例県議会 

予 算 決 算 委 員 会 

文教厚生分科会関係議案説明資料 

【第１３６号議案 令和７年度一般会計補正予算（第７号）関係部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総  務  部 
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分で 

あります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対

策」に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとする

ものであります。 

 

 歳出予算は、 

 私 立 学 校 振 興 費              ９７０万 ６千円の増 

 合           計              ９７０万 ６千円の増 

となっております。 

 

 この歳出予算の内容は、 

 エネルギー等の物価高騰の影響を受けている私立小・中学校、高等学校及び専修

学校・各種学校に対して、電気・ガス料金にかかる高騰分の一部を支援する経費と

して、 

 私 立 学 校 助 成 費             ９７０万 ６千円の増 

を計上いたしております。 

 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



令和７年１１月定例県議会

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料

【令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）】

教 育 委 員 会



教育委員会関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分

であります。

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

歳入予算は、

  国 庫 支 出 金              ２億 １，９４５万 ２千円の増

歳出予算は、

  特 別 支 援 学 校 費               ９億 ２，９７５万 ４千円の増

となっております。

この結果、令和７年度の教育委員会所管の予算総額は、

                  １，３５６億 ４，０７５万 ６千円

となります。

次に、歳入予算の内容についてご説明いたします。

国 庫 支 出 金            ２億 １，９４５万 ２千円の増

については、特別支援学校の施設整備に係る国庫補助金であります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

諫早東特別支援学校外９校の改修工事に要する経費として

                      ９億 ２，９７５万 ４千円の増
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を計上いたしております。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

今回計上しております予算については、年度内に適正な事業期間が確保できないこ

とから、

特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 費      ９億 ２，９７５万 ４千円

について、新たに繰越明許費を設定しようとするものであります。

以上で教育委員会関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

- 3 -



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 
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福祉保健部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするものであ

ります。 

 

 歳入予算は、 

    国 庫 支 出 金           ４４億 ７，０１９万 ３千円の増 

  合      計                     ４４億 ７，０１９万 ３千円の増 

 

歳出予算は、 

  老 人 福 祉 費           ３２億 ５，０１８万 ６千円の増 

  障 害 福 祉 費            ８億 ２，８１１万 ８千円の増 

  医 薬 費           １３億 １，３０３万 ２千円の増 

  合 計            ５３億 ９，１３３万 ６千円の増 

 

となっており、この結果、令和７年度の福祉保健部所管の歳出予算は、 

１，１９６億 １，９７６万   円 

となります。 

 

補正予算の内容についてご説明いたします。 
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（医療機関、介護・障害者施設等における物価高騰への支援について） 

エネルギー等の物価高騰の影響による負担軽減を図るため、利用者への価格転嫁が困

難な施設を運営する事業者に対し、光熱水費や食材料費の高騰分の支援を実施してまい

ります。 

また、介護保険施設等については、物価高騰時においても入所者の栄養・心身の状況

を考慮した食事を提供することを継続して行うことが必要であるため、食料品等の購入

費等に対する支援を併せて実施してまいります。 

 

１ 医療機関等への支援に要する経費として、 

４億 ７，１０３万 ２千円の増 

２ 介護サービス施設等への支援に要する経費として、 

６億 ５，２１８万 ６千円の増 

３ 障害福祉サービス施設等への支援に要する経費として、 

１億 ５，５１１万 ８千円の増 

を計上いたしております。 

 

（医療機関、介護・障害者施設等における処遇改善等について） 

地域に必要な医療提供体制を確保するために、医療機関や薬局等における従事者の処

遇改善や物価上昇への支援を実施してまいります。 

また、介護サービスや障害福祉サービスの提供体制を確保するため、人材不足が厳し

い状況にある介護・障害分野において、人材流出を防ぐための緊急的対応として従業員

の賃上げ、職場環境改善を支援してまいります。 
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１ 医療機関等への支援に要する経費として、 

８億 ４，２００万   円の増 

２ 介護サービス施設等への支援に要する経費として、 

２５億 ９，８００万   円の増 

３ 障害福祉サービス施設等への支援に要する経費として、 

６億 ７，３００万   円の増 

を計上いたしております。 

 

（繰越明許費について） 

 今回、補正予算に計上しております国の経済対策補正予算を活用する事業などにより、

年度内に適切な事業期間を確保することができないことから、 

地域医療対策費                 １０億 ７，５７３万 ８千円 

介護サービス施設等物価高騰緊急支援事業費      １億 ９，６００万   円 

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費 ２５億 ９，８００万   円 

障害者施設支援給付費                ７億 １，９５３万 ６千円 

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。 

 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



  

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 政 策 局 
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こども政策局関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 

 

 歳出予算は、 

  児 童 福 祉 費                  ２１１万 ９千円の増 

  私立学校振興費                   ３８万 １千円の増 

  合      計                  ２５０万   円の増 

となっており、この結果、令和７年度のこども政策局所管の一般会計歳出予算総額は、 

                                       ２８３億 ９，３２０万 ６千円    

となります。 

 

 補正予算の内容について、ご説明いたします。 

 

（児童福祉施設等における物価高騰への支援について） 

 エネルギー等の物価高騰の影響を受けている事業者の負担軽減を図るため、利用者

への価格転嫁が困難な児童福祉施設等に対し、電気代等の支援を実施してまいります。 

 

１ 私立幼稚園、認可外保育施設への支援に要する経費として 
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６１万 ９千円の増   

２ 児童養護施設等への支援に要する経費として 

 １８８万 １千円の増  

を計上いたしております。 

 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 


